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■今、公共施設のあり方が、市と市民の将来に関わる大きな問題となっています 
 

市の公共施設は様々な市民ニーズに応じて整備されてきましたが、老朽化してきたものも多く、改修や維持

管理に要する費用が今後ますます増加する見通しです。 

高齢化や人口減少が進み、財政もますます厳しくなるなかで、全ての施設を更新し維持し続けることはでき

ません。まさに深刻な危機が目前に迫っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本市の公共施設更新問題の現状は・・・ 

●多くの公共施設を保有しており、 

維持管理や更新の経費が増加する 

全市の公共施設の総数 700施設以上で、その延床面

積は約 46万㎡です。 

人口１人当たりの面積は 5.7㎡で、全国平均の約 1.7

倍、また京都府内では京丹後市に次いで２番目に大きくな

っています。そのため、全ての公共施設（ハコモノ）を現在の

ままの状態で持ち続けることは財政的に不可能です。 

（資料：全国平均は東洋大学 PPP研究センター「全

国自治体公共施設延床面積データ分析結果報

告」（Ｈ22.3時点データ）） 

●人口減少が進む 

本市の住民登録人口は８万１千人ですが、国の推計で

は、10年ごとに市人口の 1割が減少し、平成５２年には約

６万人にまで、減少すると見込まれています。 

将来、利用者の少ない施設が増えることも予想されま

す。 

(資料：実績値は国勢調査、推計値は国立社会保

障人口問題研究所「日本の地域別将来推計

人口（平成 25年 3月推計）」 

●財源は減少し、確保可能な投資的経費は縮小する 
本市の中期財政見通しによると、税収や地方交付税等

の歳入は今後減少していきます。一方で、高齢化対策や子

育て対策などの扶助費が増加していきます。そのため、施

設の維持や更新に回せる財源（投資的経費）は僅かになっ

ていきます。 

（資料：福知山市中期財政見通し） 
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かつて、潤沢な財源（税金）をベースに

自治体が「あれもこれも」と公益サービス

を担ってきた時代がありました。しかし、

少子化・超高齢化が進む中、行政があらゆ

る市民ニーズに対応するサービスを提供す

ることは不可能です。 

今後、持続可能な行政サービスを提供し

ていくためには、行政が行うべきサービス

と民間等にゆだねるべきサービスなどを仕

分けして、限られた財源の使い道を選択

し、集中していく必要があります。 
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 公共施設の更新問題とは？ 
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■マネジメント基本指針
－過去の取組を踏まえ、現在の暮らしを守り、未来の世代に責任を持つ－ 

これまで引き継がれてきた公共施設の課題を明らかにした上で、現在の市民の暮らしを守りつつ、私たちの子ども

や孫、その子どもたちなど未来の世代に大きな負担を背負わせず、安心して暮らし、働き、学び続けることができるま

ち、ふるさとでいつまでも幸せを実感できる持続可能な都市を目指します。 

そのため、市が保有する全ての公共施設について、全体として福知山市の身の丈に合った将来にわたってバラン

スのとれたものとなっていることとなるよう『公共施設マネジメント』を推進します。現在及び将来の市民にとって本当

に必要なもの、価値のあるもののみを選りすぐって継承していくこと、すなわち公共施設の「選択と集中」を行います。 

公共施設のマネジメントは、５つの課題への対応を基本方針として進めます。 

① 進む少子化・超高齢化への対応 
人口減少やニーズの変化に対応し、将来負担を軽減する最適な公共施設を実現します 

② 公共施設の老朽化への対応 
選択と集中により、維持すべき施設の安全・安心は確実に確保します 

③ 公共施設の重複への対応 
全市的観点からの適切な施設配置と施設利用を再配置します 

④ 厳しい財政状況への対応 
ムダをなくし、コストを削減し、負担の公平性を確保し、将来にわたって持続可能な公共施設サービスを提供し

ます 

⑤ 民間活力の活用 
民間活力を積極的に導入し、公共施設の最も有効な活用を図ります 

：概ね 30年程度を見越した将来の人口や財

政の枠内で持続可能な自治体経営を行うた

め

を定めま

す。 

 

：10年を本計画の計画期間として

を定めます。 

（１０年ごとに見直し） 

 

：本計画の前期 5年間の実施計画（公共施設

再配置計画）として

を定め、順次実施し

ていきます。 

（5年ごとに見直し）

：概ね 30年程度を見越した将来の人口や財

政の枠内で持続可能な自治体経営を行うた

め

を定めま

す。 

 

：10年を本計画の計画期間として

を定めます。 

（１０年ごとに見直し） 

 

：本計画の前期 5年間の実施計画（公共施設

再配置計画）として

を定め、順次実施し

ていきます。 

（5年ごとに見直し）

：概ね 30年程度を見越した将来の人口や財

政の枠内で持続可能な自治体経営を行うた

め

を定めま

す。 

 

：10年を本計画の計画期間として

を定めます。 

（１０年ごとに見直し） 

 

：本計画の前期 5年間の実施計画（公共施設

再配置計画）として

を定め、順次実施し

ていきます。 

（5年ごとに見直し）

：概ね 30年程度を見越した将来の人口や財

政の枠内で持続可能な自治体経営を行うた

め

を定めま

す。 

 

：10年を本計画の計画期間として

を定めます。 

（１０年ごとに見直し） 

 

：本計画の前期 5年間の実施計画（公共施設

再配置計画）として

を定め、順次実施し

ていきます。 

（5年ごとに見直し）

■再配置（削減）の対象となる公共施設を絞り込みます 

≪どうやってきめるの？(再配置の視点⇒具体的な手順)≫    ≪いつやるの？（実施の時期）≫ 

■人口、財政の長期的な見通しのもと、長期、中期、短期の目標を立てて公共施

設の削減を進めます 

 

将来の人口や財政の枠内で持続可能な自治体経営を行うため長期を見通した公共施設の将来フレーム（財

政、人口など身の丈にあった公共施設総量）を定めます。 

★目標：建物延床面積で約４割（約２０万㎡）の削減 
＊『公共施設の将来フレーム』とは？ 

  次の３つの視点から福知山市の身の丈にあった公共施設総量を試算したもの。 

○公共施設の維持・更新に充てる財源（いわゆる「投資的経費」）の将来見通しの枠内で、建て替えや大

規模改修を行うことにより保持し続けることが可能な公共施設の保有可能量 

○市民１人あたりの公共施設面積を全国平均まで縮減することとした場合の公共施設の保有可能量 

○人口減少に応じて公共施設面積を縮減することした場合の公共施設の保有可能量 

 
１０年を期間とした『公共施設マネジメント基本計画』（施設機能別のマネジメント方針）を定めます。 

★目標：建物延床面積で約２割（約１０万㎡）の削減目標） 

 
基本計画の前期実施計画=『公共施設マネジメント実施計画』として施設機能別の具体的な再配置（削減）

計画を定めます。 

★目標：延床面積で約１割（約５万㎡）の削減、順次実施 

 

長期方針 

中期目標 

短期目標 

３０年 

５年 （５年目に後期計画を策定） 

１０年 （１０年ごとに見直し） 

◆視点①公共施設の配置に偏りがないか？ ⇒公共施設を小学校区毎にマッピング 

◆視点②同じ機能を持つ施設が近隣にないか？ ⇒公共施設を機能ごとにグルーピング 

◆視点③民間に任せられないか？ ⇒公共施設の代替性の確認 

◆視点④利用ニーズは高いか？規模は適正か？ ⇒公共施設の利用状況の確認 

◆視点⑤老朽化や利便性は？ ⇒公共施設のストック情報の確認 

◆視点⑥将来の利用需要は？ ⇒人口推計により、将来の公共施設の必要量の予測 

 

◆５年毎に更新する公共施設マネジメン

ト実施計画に基づいて順次実施します 

◆その他の場合 

・老朽化が著しく、施設の大規模な改

修が必要となったとき 

・施設の稼働率が著しく低下したとき 

 

 公共施設のマネジメントが必要です！ 
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■『公共施設配置マップ』により施設の分布や機能の重複を分析します 
『公共施設配置マップ』により、施設の分布や機能の重複を次の３つの視点で分析します。 

◆視点① 公共施設の配置に偏りがないか？   ⇒公共施設を小学校区毎にマッピング 

◆視点② 同じ機能を持つ施設が近隣にないか？ ⇒公共施設を機能毎にグルーピング 

◆視点⑤ 老朽化や利便性は？   ⇒公共施設のストック情報の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共施設の利用実態を詳細に把握します 
次の視点から、公共施設の利用実態を詳細に把握します。 

◆視点④ 利用ニーズは高いか？規模は適正か？ ⇒公共施設の利用状況の確認 

公共施設の調査票（例示）              稼働率の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設のマッピング 

公
共
施
設
の 

グ
ル
ー
ピ
ン
グ 

公共施設のストック 

情報の確認 

     築 50年以上経過した施設 

     築 40～49年経過した施設 
類似機能を持つ公共施設を設置用途に拘らず 

グループ分けし、機能の重複を確認 

小学校区・中学校区毎に公共施設を配置

し、施設の偏りと利用圏を確認 

 
公共施設マップを作成
し、福知山市の全ての公
共施設を配置します。 

 全ての公共施設を配置することにより、用途や所管に関わらず、施設の機能性や老朽度に注目した公共

施設の再配置の検討が容易になります。 

 利用情報（利用圏域、稼働率、利用率）の追加により、公共施設（機能）の様々な偏りが確認できます。 

 民間施設情報の追加により、施設の代替性の確認が容易になります。 

 公共施設情報の一元的な提供により、市民の施設利用の選択の幅が広がります。 

 

公共施設マップの作成効果＝施設情報の「見える化」 

（３）供給情報
01_対象者

H21 H22 H23 H24 H25
02_01運営時間・日 8
02_02休日 その他
02_03休日(その他)
03_01利用_年間供用日数 308
03_02利用_年間延べ利用者数 284474
03_03利用_有料利用者数
03_04利用_年間実利用者数

H21 H22 H23 H24 H25
04_01稼働率_年間延べ利用回数 3778
04_02稼働率_1日当たり利用可能回数 21
04_03稼働率 58% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

H21 H22 H23 H24 H25
05_01利用率_年間延べ利用者数 5000
05_02利用率_1日当たり定員 500
05_03利用率 3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

06_設備（ホール、会議室）

毎週月曜日、12/31～1/3

公共施設の現状を分析し、対象となる施設を絞り込みます 
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公共施設のグルーピング  

■公共施設の優先度を明確にした再配置を行います 
公共施設の優先度を明確にするため、「ポートフォリオ」等の手法を用います。 

「ポートフォリオ」では、公共施設の利用ニーズや利用度と、義務的施設であるかどうか（法的な位置づけ等）とい

った２つの指標を設定し、評価パターンを作成します 

具体的な指標については、例えば公共施設のグループごとに、比較評価が可能な適切な指標を設定します。 

 

「ポートフォリオ」による優先順位の検討 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■再配置にあたっては３つの視点を重視します 
現在保有している公共施設（ハコモノ）について、将来確実に訪れる人口減少と、確保可能な投資的経費の縮小

の見通しを踏まえたうえで、公共施設の保有量の計画的な削減を進めます。再配置の基本は次の３点です。 

 

① ムダの解消 
ア 公共施設のムダを解消します。 

公共施設のムダの解消を重視します。施設の中には、利用頻度が低い施設、利用の偏りがあるなど有効

に利用されていない施設、有効に活用されていない余剰空間を持つ施設などがあり、その状態を解消する

ことが必要です。 

イ 新たな公共施設の建設は、既存施設のスクラップ＆ビルドを条件とします。 

また、既存施設を保有したまま類似する新たな公共施設を建設することも、一つのムダと言えます。もちろ

ん、様々な要因により新たな公共施設の必要性が生じることも考えられます。その場合には、類似施設や近

接施設など既存の複数施設を廃止（スクラップ）して、新たな１つの施設を建設（ビルド）することなどにより、

保有総量を削減します。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

高 
 
 
 
 
 

中 
 
 
 

 
 
 

低 

統合 

または 

移譲 

低        中         高     

統合 

または 

廃止 

廃止 

更新 

または 

統合 

統合 

または 

移譲 

移譲 

または 

廃止 

更新 

更新 

または 

統合 

統合 

または 

移譲 

有効利用 

市民ニーズ 

高 

低利用 

市民ニーズ 

中 

未利用 

市民ニーズ 

低 

民間・代替可

能施設 

準義務的 

施設 
義務的施設 

施設の需要があり、近隣に代替
機能をもつ施設がないハコモノ 
 ◆義務教育施設・地域 

コミセンなど 

施設の需要（利用度）も少
なく、近隣の公共施設が類
似機能を持つハコモノ 

施設の需要はあるものの
民間による運営が可能
なハコモノ 
◆地域集会所など 

機能を統合（公）または移譲（民）

のどちらでも担うことができるゾー

ン。こうした役割分担をＰＰＰ（公民

連携）といいます。 

更新＝機能維持のため施設を建替えすること 

統合＝他施設との複合化で機能を移転すること 

移譲＝機能を民間事業者または地域社会に移管すること 

廃止＝機能維持をしないため施設を建替えせず解体すること 

公共施設マネジメントにこのように取り組みます 
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これらの方針に基づき、福知山市は、公共施設が市民の皆様の生活に密接に関係している施設である

ことに留意しながら、将来の世代に過大な負担を背負わすことのないよう公共施設マネジメントに取り組み

ます。 

② 施設重視から機能重視への転換 
ア 公共サービス内容の吟味と民間サービスの活用 

かつて、潤沢な財源（税金）をベースに自治体が「あれもこれも」と担ってきた時代がありました。しかし、少

子化・超高齢化が進む中、行政があらゆる市民ニーズに対応するサービスを提供することは不可能となって

います。今後、持続可能な行政サービスを提供していくためには、行政が行うべきサービスと民間等にゆだ

ねるべきサービスを仕分けして、限られた財源の使い道を選択し、集中していく必要があります。 

そうした観点から、市が公共施設を通して直接担うべき公共サービスを吟味し、優先順位をつけ、民間が

担うことのできるサービスは、施設の管理運営も含めて適切に民間に委ねていきます。 

イ 「１機能・１施設」の縦割型サービスからの脱却 

これまので多くの公共施設は、国による補助制度の制約もあり、１つの機能のために１つの施設を整備す

るという縦割的な考え方により配置されてきました。このため、新たな公共サービスを増やす際には新たな公

共施設を建設してきました。しかし、こうした「１施設・１機能」の考え方にこだわれば、その施設で提供できる

サービスが限定され、今後、施設の再配置を図ることが困難です。 

従って、従来型の考えから脱却し、必要な公共サービスについては、施設ではなく、機能の維持を最優先

に考えます。そのため、複合化による「１施設・多機能」を積極的に導入し、施設の合理的利用を図るととも

に、サービスのワンストップ化や機能間の連携でサービスの相乗効果を生み出すなど、公共サービスの質の

向上を図ります。 

ウ フルセット配置から地域特性に応じた配置へ 

合併前の行政区域や地域単位ごとにまったく同じように公共施設を配置する、「フルセット配置」はもはや

不可能となっています。一方で、地域に必要な公共サービスは、それぞれの地域の実情やニーズによって

当然異なります。また、サービスの提供主体も、行政だけでなく、地域住民や事業者が担うことも当然考えら

れます。これらを勘案して、地域特性に応じて住民の納得できる優先順位に基づいて公共施設の再配置を

推進します。 

 

③ 市民協働による再配置 
地域における公共施設の問題は、単に公共サービスを提供する行政とサービスを受ける住民という一方

通行の関係ではなく、施設を利用して地域をどう経営するかという自治のあり方、地域の未来のあり方の問

題でもあります。 

市民の主体的な地域経営を行政がバックアップするという役割分担を確立することが、これからの公共施

設のあり方を検討する上で非常に重要な鍵となります。 

 

 

■推進にあたっては、説明責任を果たします 
公共施設再配置の推進に当たっては、市民意見の把握と十分な説明を行います。 

 

① 市民への説明・意見収集 
市民代表である議会に対して、公共施設マネジメントの趣旨と市としての取組み方について十分に説明す

るとともに、具体的な施設に再配置に当たっても、十分な意見交換を行います。 

福知山市行政改革推進委員会において、行政改革の一環として公共施設マネジメントに関する市民的

検討を行います。また、自治会をはじめ住民組織への説明の機会を充実します。 

公共施設マネジメントについて、その考え方や方法の市民への浸透と理解の増進を図るため、先進事例

などを交えた各種説明会や各種勉強会等の開催を行い、市民理解の増進に努めます。 

 

② 利用者への丁寧な説明 
公共施設の利用者又は利用団体である市民との協働により、今後の施設のあり方や管理方法を検討しま

す。 
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平成２７年  ３ 月 策定 

平成２７年 10 月 修正 

令和 ４年  ３ 月 改訂 

令和 ５年  ３ 月 改訂 
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１．はじめに                            
今後深刻となる公共施設の更新問題に対応するため、公共施設マネジメントを推

進することが喫緊の課題です。本計画は、その基礎となる１０年間の取組をまとめ

たものです。 
 

（１） 『公共施設の更新問題』とは  

 

本市では、合併前も含めて、これまで様々な市民ニーズに応じて数多くの公共施設が整備されてきま

した。しかしそれらの中には既に老朽化してきたものも多く、改修や維持管理に要する費用が今後ますま

す増加する見通しです。 

また、公共施設はそれぞれの建設段階における住民ニーズに応じてつくられてきましたが、その後、社

会経済情勢の変化や少子高齢化などを背景とした住民のニーズの変化に十分適合できていないものも

見られます。 

さらに、今後、人口の減少が進み、税収も減少するなど、公共施設の維持管理のための財政的条件も

ますます厳しくなることが予想されます。 

従って、現在保有している全ての公共施設を更新し維持し続けることは不可能となります。まさに公共

施設の更新をめぐって深刻な危機が目前に迫ってきています。 

このようななかで、将来、子や孫の世代に大きな負担を負わせることのないよう、公共施設のあり方を

抜本的に見直すべき時期に来ています。具体的には次に示すような問題が迫っており、これらへの早急

な対応が必要となっています。 

【建物の老朽化が進んでいる】 
本市では、全国と同様、昭和 50年ごろから公共施設の建設が増えましたが、それらはすでに築 35年

を超え、さらに今後一気に大規模な改修や建替え更新の時期を迎えることになります。公共施設の更新

問題は既に始まっています。 

【過大な公共施設面積を抱えている】 
本市の人口 1 人当たりの公共施設面積は 5.7 ㎡で、全国平均 3.4 ㎡の約 1.7 倍となっています。ま

た京都府内では 13自治体中、京丹後市に次いで 2番目の面積です。このことは、市民 1人当たりの公

共施設維持の負担が他の自治体と比べて大変大きく、それだけ深刻な問題であることを示しています。 

【人口が４分の３にまで減る見通し】 
本市の人口は、80,860 人(平成 26 年 7 月末現在)ですが、国の推計では平成 52 年には約 6 万人

にまで減る見通しです。将来、利用者の少ない施設が増えることも予想されるため、市民にとって本当に

必要な施設の量を明らかにすることが必要です。また、高齢化が進む中で、時代の要請に応じた施設へ

と機能を転換して行くことも必要となります。 

【合併による公共施設の重複が残されている】 
合併後の新しい福知山市には、旧市町ごとに公共施設の機能が一部重複したまま残されています。

合併後 8年を経た今、地域特性を踏まえて地域ごとの公共施設のあり方を見直す必要があります。 

【厳しい財政の見通し】 
本市の財政見通しでは、税収や地方交付税等の歳入は減少する一方、高齢化対策や子育て対策な

どの扶助費は増加します。そのため、施設の維持や更新に回せる財源は僅かとなり、現在の公共施設を

全て保有し続けることは、新たな借入等を重ねなければ不可能となります。従って、財政的な見通しを踏
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まえた公共施設のあり方を見極めることが大切となっています。 

 

（２） 公共施設マネジメントの定義と効果  

 

① 公共施設マネジメントの定義 

公共施設の更新問題の将来見通しを踏まえて現在行うべきことは、私たちの子や孫の世代に公共施

設の維持管理に関する過大な負担を残さないために、必要な手立てをできるだけ早く講じておくことです。 

公共施設は、作れば終わりではなく、息長く使い続けるために施設の補修や大規模改修などの更新コ

ストや、利用に係る光熱水費、運営に係る職員等の人件費など維持管理コストが必ず発生します。また、

建物としての寿命を迎えれば建て替えが必要ともなります。こうしたコストは将来の世代が支払うことにな

るのです。従って、

必要があります。 

その実現に向けた取組を、ここでは「公共施設マネジメント」と呼びます。具体的には、①公共施設の維

持管理に関する将来の市民負担を可能な限り軽減し、かつ現在の市民サービスを可能な限り維持する

ことを目的として、②人口や財政など本市の将来見通しを見極め、③公共施設の老朽化や利用状況な

どに関する現状と問題点を客観的に分析・把握することを通じて、④公共施設の最適な再配置（更新・

統合・移譲・廃止）＊と効果的な管理運営の方針を明らかにし、⑤その実現に向けて抜本的な取組を進

めていく、という一連の取組を指すこととします。 

本計画は、この「公共施設マネジメント」を進めていくための基本的な考え方と取組方針を定めるもので

す。 

 

 

 

 

② 公共施設マネジメントの効果 

公共施設マネジメントを推進することにより、次に示すように、大きくは、ａ公共施設等の管理、ｂまちづく

り、ｃ国土強靭化、の３つ面での高い効果を得ることが期待できます。 

■公共施設マネジメントの効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊「公共施設の再配置」 

更新＝機能維持のため施設を建替えすること 

統合＝他施設との複合化で機能を移転すること 

移譲＝機能を民間事業者または地域社会に移管すること 

廃止＝機能維持をしないため施設を建替えせず解体すること 

ア 長期的・計画的な対応が可能となる 

イ トータルコストが縮減・平準化される 

ウ 市民サービスの維持が図れる 

ア 議会・住民との情報及び現状認識の

共有ができる 

イ 将来を見据えたまちづくりにつながる 

ウ 民間活力の有効な活用につながる 

ア 公共施設等の安全性が確保される 

イ 地域の安全性が確保される 

ａ 公共施設等の管理 

ｂ まちづくり ｃ 国土強靭化 



10 

ａ 『公共施設等の管理』に関する効果 

ア 長期的・計画的な対応が可能となる 

 全ての公共施設等を対象として現状と将来方向を明らかにすることにより、市としての長期的・計

画的な対応を総合的に進めることができる。 

イ トータルコストが縮減・平準化される 

 公共施設の必要性の評価を踏まえた再配置により、不要な施設を削減することで、将来にわたる

施設の更新費や管理運営費を削減できる。 

 更新時期を計画的に設定することで、更新費を平準化でき、安定的な財政運営ができる。 

 施設の削減や民間への資産の譲渡等により得られた貴重な財源を、より意義のあるサービスに

振り向けることができる。 

ウ 市民サービスの維持が図れる 

 公共施設の利用状況を把握し、不適当な使われ方や管理の仕方などを改善することができる。 

 機能が市民ニーズに合わなくなった公共施設について、今日的なニーズの変化に即した施設機

能への改善や転換ができる。 

 公共施設の再配置により、現状よりも一定の不便が生じることは避けられない場合においても、他

施設との機能の統合や複合化など横断的な工夫により、利便性の確保を図ることができる。 

 

ｂ 『まちづくり』に関する効果 

ア 議会・住民との情報及び現状認識の共有ができる 

 全ての公共施設等の客観的な状況を明らかにすることにより、公共施設等の現状認識を議会、

住民と市が共有し、方向性を検討する基盤ができる。 

イ 将来を見据えたまちづくりにつながる 

 公共施設はもとより、地域における生活や産業など、市民と行政の協働による将来を見据えたま

ちづくりにつながる。 

ウ 民間活力の有効な活用につながる 

 公共施設の再配置を通じて、民間活力の活用による市民サービスの向上等につながる。 

 

ｃ 『国土強靭化』に関する効果 

ア 公共施設等の安全性が確保される 

 老朽化状況等の正確な把握を通じて公共施設の修繕・更新や、耐震化など災害の安全性の向

上を図ることができる。 

イ 地域の安全性が確保される 

 様々な災害を想定して、避難場所機能などに配慮した公共施設の配置を行うことができる。 
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（３）公共施設マネジメント基本計画の枠組み  

 

① 基本計画の目的と位置づけ 

基本的な考え方を示した「公共施設マネジメント基本方針」、公共施設の再配置に関する具体的な方

向性を定めた「公共施設マネジメント基本計画」、施設機能別の再配置の推進プログラムとなる「公共施

設マネジメント実施計画」、そして、令和 3 年 3 月には、長寿命化対策の具体的内容やスケジュール等

をとりまとめた「公共施設マネジメント個別施設計画」を策定し、4層の計画体系としています。 

「まちづくり構想 福知山」で示されたビジョンのもと、分野別の各種関連計画とも連携して公共施設マ

ネジメントを推進しています。 

 

■公共施設マネ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注）なお、本基本計画は、「公共施設等の総

合的かつ計画的な管理の推進について」

（平成 26 年４月 22 日付総財務第 74 号

総務大臣通知）に基づく公共施設等総合

管理計画として位置付けるものとします。 

（ハード分野の主な関連計画） 

（ソフト分野の主な関連計画） 

 

福知山市公共施設 

マネジメント基本方針 

福知山市公共施設 

マネジメント基本計画 

福知山市公共施設 

マネジメント実施計画 

福知山市公共施設 

マネジメント個別施設計画 

* 計画策定、更新を R4年度末に予定しています。 

まちづくり構想 福知山（R4～8） 

福知山市 

行政改革大綱

2022-2026 
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② 対象とする公共施設 

本計画で対象とする公共施設は、市の「公有財産」（うち不動産）のうち、「行政財産」（市が公用又は

公共用に供している財産）を基本とします。具体的には、下図に示すように、大きくは、①公共施設（ハコ

モノ）と、②インフラの２つに分かれます。 

①公共施設（ハコモノ）は建築物であり、学校や公営住宅、福祉施設など、様々な機能を持った施設

があります。 

②インフラ（インフラストラクチャーの略）は都市基盤のことで、道路、橋梁、河川、上下水道、建築物

以外の施設を指します。 

本計画では、この２つをいずれも検討の対象とします。いずれもハード施設として最適に維持管理して

いくことが必要であり、またその更新費用は本市の財源（投資的経費）によって賄われるものであるため、

全体としての費用を見ておくことが必要だからです。 

これらは、市の会計区分から見ると、一般会計及び特別会計において税金をはじめとする市の経常的

な収入によって維持管理費用が賄われているものと、企業会計において事業収入による独立採算で賄

われるものがありますが、本計画では基本的には両者を対象とします。 

また、行政目的のない公有財産である「普通財産」についても、将来的には処分されるものであり、市

の財産として管理が必要なため、使用の有無によらず計画の対象とします。 

なお、市の保有する財産ではないものの、本市の出資により設立した地方独立行政法人である公立大

学法人福知山公立大学が保有する建物の更新、改修等は、実質市の財政負担を要することから、計画

の対象とします。 

 

■対象とする公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通財産 

行政財産以外の
公有財産 
 

行政財産 

市において公用
又は公共用に供
する財産 

公共施設マネジメント基本計画の対象 

福
知
山
市
の
公
有
財
産
（う
ち
不
動
産
） 

①公共施設 

（ハコモノ） 

②インフラ 

一般会計 
特別会計 

道路、河川、橋
梁、樋門、都市
公園・街路、その
他 

学校、生涯学習
施設、社会福祉
施設、庁舎、公
営住宅、その他 

 

上水道 
下水道 

病院  

その他の財産 
本市に属さないが、市の財
政負担が必要な財産 

大学（公立大学法人） 
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③ 基本計画の構成 

公共施設マネジメント基本計画は、次の内容で構成します。 

第 1 章では、公共施設マネジメントの意義と計画の基本的な目的及び計画の位置付けや対象範囲な

どの枠組みを示します。 

第 2章では、人口や財政の見通しと公共施設の現状と課題を整理します。 

第 3 章では、現状認識を踏まえて、公共施設マネジメントに取り組んでいく上での市の基本的な方向

性を示します。 

第 4 章では、公共施設マネジメントの基盤となる公共施設の再配置（更新・統合・移譲・廃止）につい

て、基本的な考え方、公共施設の将来目標（削減目標）及び再配置の方策を示します。 

第 5章では、再配置方針に基づいて存続する施設について、民間も含めた公共施設の管理運営の方

針（ソフト）を示します。 

第 6章では、同じく存続する施設について、施設の適切な維持更新の方針（ハード）を示します。 

第 7 章では、上記の再配置、管理運営、維持更新に係る方針に基づき、ハコモノ、インフラについて施

設区分別に今後の取組方向を示します。 

第 8章では、主に財政面での公共施設マネジメントの取組方向を示します。 

最後に第 9章では、公共施設マネジメントを着実に推進していくための体制と進め方を示します。 

 

■福知山市公共施設マネジメント基本計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②福知山市公共施設の現況及び将来の見通し 
・市の概況と人口・財政の見通し 
・公共施設の現状と更新コストの見通し 

③公共施設マネジメント基本指針 
・福知山市公共施設マネジメント基本指針 
・公共施設マネジメントの基本課題 

⑤公共施設の管理運営 
 
・基本的な考え方 
・最適な管理運営方法の選択 
・管理運営情報の一元化 
・公共施設利用料の見直し 

⑥公共施設の維持更新 
 
・基本的な考え方 
・点検・診断 
・安全確保 
・適切な維持管理と長寿命化 

⑧その他の取組 
・用途廃止財産の処分 
・基金の設置 
・固定資産台帳の整備 

①はじめに 

⑦公共施設の機能別の取組 
・ハコモノ ： 機能区分別の取組 
・インフラ ： 機能区分別の取組 

④公共施設の再配置 
・基本的な考え方 
・公共施設の将来目標（削減
目標） 

・公共施設再配置の検討手法 
・公共施設の再配置の方策 

基本計画の枠組み 

公共施設の現状の
「見える化」 

公共施設の削減 
存続施設のマネ
ジメント（ソフト） 

今後の取組体制と
スケジュール 

公共施設マネジメント
の基本的な考え方 

存続施設のマネ
ジメント（ハード） 

施設機能別再
配置計画の基礎 

⑨マネジメントの推進 
・推進体制 
・マネジメントサイクル、合意形成 
・推進スケジュール 

 

マネジメントの
着実な推進 
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④ 計画の推進 

本計画は、公共施設に関する情報の共有化を図り、一元的なマネジメントを担う福知山市公共施設マ

ネジメント推進本部（庁内組織）を中心に推進します。 

 

⑤ 計画期間 

公共施設のマネジメントの計画期間は、前述した 3 層の計画体系に基づき、「公共施設マネジメント基

本方針」については人口や財源の長期的な見通しのもと長期（30 年）の方向付けを行い、「公共施設マ

ネジメント基本計画」については中期（10 年）の取組み方向を示すこととし、「公共施設マネジメント実施

計画」については短期（5 年）の具体的な公共施設再配置（削減）計画を定めるものとします。これらによ

り、的確に進行管理を行います。 

■公共施設マネジメントの計画期間 

 

将来の人口や財政の枠内で持続可能な自治体経営を行うため長期を見通した公共施設の将来フレー

ム（財政、人口など身の丈にあった公共施設総量）を定めます。 

★目標：建物延床面積で約４割（約２０万㎡）の削減 

＊『公共施設の将来フレーム』とは？ 
  次の３つの視点から福知山市の身の丈にあった公共施設総量を試算したもの。 

○公共施設の維持・更新に充てる財源（いわゆる「投資的経費」）の将来見通しの枠内で、建て替
えや大規模改修を行うことにより保持し続けることが可能な公共施設の保有可能量 

○市民１人あたりの公共施設面積を全国平均まで削減することとした場合の公共施設の保有可能
量 

○人口減少に応じて公共施設面積を削減することした場合の公共施設の保有可能量 
 

 

１０年を期間とした『公共施設マネジメント基本計画』（施設機能別のマネジメント方針）を定めます。 

★目標：建物延床面積で約２割（約１０万㎡）の削減目標） 

 

 

基本計画の前期実施計画=『公共施設マネジメント実施計画』として施設機能別の具体的な再配置（削

減）計画を定めます。 

★目標：延床面積で約１割（約５万㎡）の削減、順次実施 

 

 

  

長期方針 

中期目標 

短期目標 

３０年 

５年 （５年目に後期計画を策定） 

１０年 （１０年ごとに見直し） 
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２．福知山市公共施設の現況及び将来の見通し     
人口減少と高齢化、厳しさを増す財政見通しの中で、公共施設の老朽化が進行し

ています。仮に現有施設をそのまま維持・更新し続けるのに必要な費用は、確保

可能な投資的経費の約 2倍に上るため、更新コストの抑制が必要です。 
 

(１） 市の概況と人口・財政の見通し  

 

① 福知山市の概況 

-広大な面積を持つ合併都市 

福知山市は、平成１８年１月１日に三和町・夜久野町・大江町

と合併し、552.6km2 という広大な市域面積を持つ新しい福知山

市としてスタートしました。 

京都市・神戸市からは約 60km、大阪市からは約 70km の距

離にあり、国道９号をはじめとする多くの国道や近畿自動車道敦

賀線、ＪＲ山陰本線・福知山線および北近畿タンゴ鉄道（ＫＴＲ）

宮福線などが通る北近畿の交通の結節点となっています。この

強みを生かし、本市では、ＪＲ福知山駅の高架化や周辺整備を

進め、恵まれた自然環境を生かして「北近畿の都」づくりを進めてきました。 

一方、公共施設については、老朽化の問題とともに、合併自治体特有の特徴として、同種の公共施設

を複数持つという課題も併せ持っています。そのため、合併時の「福知山市まちづくり計画」（H17.3）にお

いては、公共施設の適正配置を適切な時期に進めることがうたわれています。従って、“福知山らしいコ

ンパクトな都市”の推進の観点を踏まえながら、施設機能の重複等を改善していく必要があります。 

 

② 人口の動向と見通し 

―人口減少と高齢化が進行― 

（全市人口） 

本市の人口は減少傾向にありますが、将来的にも、少子高齢化の中で、減少を続けることが見込まれ

ます。国の推計（下図）によれば、本市の人口は、平成 27 年の 78,935 人から、令和 7 年には 75,610

人まで（平成 27 年の 95.7％）、さらに令和 27 年には 66,589 人（平成 27 年の 84.3％）にまで減少す

ると推計されています。 

■福知山市の将来人口及び人口構成 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：実績値は国勢調査、推

計値は国立社会保障人口問

題研究所「日本の地域別将

来推計人口（平成 30年 3月

推計）」 
10,917
13.9% 

10,041
13.3%

10,017
13.2%

9,451
12.8%

8,956
12.5%

8,638
12.5%

8,284
12.4%

44,673
57.0% 

42,693
56.4% 

42,515
56.2%

41,452
56.2%

39,909
55.8%

37,133
55.7%

35,086
52.7%

22,787
29.1%  22,974

30.3%
23,078
30.5%

22,804
30.9%

22,656
31.7% 23,327

33.8%
23,219
34.9%

78,935
77,306 75,610

73,707
71,521

69,098
66,589

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

65歳以上

15～64歳

0～14歳

（人）
実績 推計
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平成 27 年から 30 年後の令和 27 年の間の年齢別人口の変化を見ると、65 歳以上人口では、

22,787 人から 23,219 人へと実数では若干の増加ですが、全市人口に占める比率は 29.1%から 34.9%

へと大きく高まります。 

一方、生産年齢人口（15～64歳）では 44,673人（全市人口の 57.0％）から 35,086人（全市人口の

52.7％）まで減少すると予想されています。 

さらに、親世代の人口減少と少子化の影響で、0 歳～14 歳人口では 10,917 人（全市人口 13.9％）

から 8,284人（全市人口 12.4％）に減少することが見込まれます 

これらのことから、今後、本市の歳入を支える生産年齢人口の減少と高齢化による社会保障コストの

増大にどのように対処するかが、財政上の課題となると考えられます。 

（旧町別人口） 

また、旧市町別の将来人口を推計すると、旧福知山市よりも旧 3 町において人口減少と過疎化が早

い速度で進むと見込まれます。旧福知山市では令和 27 年人口は平成 27 年人口の 88.2%と、約 1 割

の減少に止まっているのに対して、旧三和町では 61.4%、旧夜久野町では 56.2%、旧大江町では 65.0%

と、約半分にまで減少する計算となります。 

■旧市町別の将来人口 

  

9,933 9,266 9,132 8,564 8,117 7,828 7,507

39,280 38,217 38,219 37,536 36,222
33,723

31,874

17,813
18,175 18,570 18,652

18,911
19,965

20,259

67,581
67,256 65,921 64,752

63,250
61,516

59,640

0

10,000

20,000
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40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

【旧福知山市】 65歳以上

15～64歳

0～14歳

（人）

実績 推計

249 182 253 267 251 237 224

1,709

1,432 1,341
1,188 1,105

1,007 933

1,466

1,434 1,379

1,290

1,176

1,066
945

3,424

3,048
2,973

2,745

2,532

2,310

2,102

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

【旧三和町】 65歳以上

15～64歳

0～14歳

（人）

実績 推計

H27の61.4％

264 203 232 234 220 214 206

1,587

1,249 1,220 1,101 1,023 946 901

1,652

1,615
1,464

1,330

1,181

1,024
862

3,504

3,067
2,916

2,665

2,424

2,184

1,969

0
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【旧夜久野町】 65歳以上
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（人）

実績 推計

H27の56.2％

471 390 400 386 368 359 347

2,097

1,795 1,735 1,627 1,559 1,457 1,378

1,856

1,750
1,665

1,532
1,388

1,272
1,153

4,426

3,935
3,800

3,545

3,315

3,088
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0
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（人）

実績 推計

H27の65.0％

H27の88.2％

資料：R7年度以降は本市独自推計。旧市町別の将来人口をコーホート変化率法により推計し、その合計値を前頁で示した国による

全市推計値と一致するよう補正したもの 
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③ 財政の動向と見通し 

―歳入の減少に応じた歳出の抑制― 

本市の歳入は、新型コロナウイルス感染症対策の事業費増加により令和 2 年度、3 年度において増

加していますが、人口減少に伴う税収の減少等により中長期的には減少傾向にあり、令和 13 年度には

平成 27年度の 91％にまで減少する見通しです。 

一方、歳出では、今後、人口の高齢化への対策や子育て対策等により扶助費等（義務的経費）の増

加が見込まれるため、行政運営の効率化や投資的経費の削減等を進めることになりますが、歳出の削

減を図っても、令和 10年度から財政収支が赤字に転落すると見込まれます。 

また、令和 13 年度以後についても、人口減少が進むことで税収の減少が見込まれること、高齢化が

進み、扶助費等の増加が見込まれることなど、財政は更に厳しさを増すことが予想されます。 

■市財政の見通し 

≪歳入≫ 

 

≪歳出≫ 

 

≪収支≫ 
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93 86 78 79 96

192

102 85 85 85 85 85 84 85 84 83 81

103 111 108 116
120

127

119
108 107 108 104 101 98 94 94 92 92

424 424
410 421

441
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419 419 420 416 409 402 398 394 389 385
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

その他

国・府支出金

地方交付税

地方税

予算←決算 見通し→
（億円）

208 213 212 212 209 211 214 210 213 216 213 211 208 207 208 204 202

75 53 43 58 71 66 56 61 56 53 51 47 44 41 38 37 35

37
38 36

35 37 38 39 39 40 41 42 42 43 43 44 44 45

110
109 110

110
120

213

135 107 109 110 110 109 108 108 105 105 104

430
413 401

416
437

528

443
417 418 419 415 409 402 399 395 390 385

0

100

200
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

その他

繰出金

投資的経費

義務的経費

予算←決算 見通し→
（億円）

7

11

9

5
4

10

1 1 1 1 0 0 0

-1 -1 -1
-0

-10

-5

0

5

10

15

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

予算←決算 見通し→
（億円）

（四捨五入の関係で合計が合わない場合がある）   資料：「福知山市中長期財政見通し」（R3.12） 
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こうした状況を踏まえて、公共施設については、確保可能な投資的経費（年間概ね 35 億円程度）の

枠内で、財政負担を削減するため、公共施設の再配置（更新・統合・移譲・廃止）や維持管理費の削減

など、最適なマネジメントを進める必要があります。  
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(２） 公共施設の現況  

 

① ハコモノの現状 

ア 施設数と面積 

―ハコモノの半数以上を占める教育施設と公営住宅― 

令和 2年 3月末時点では、公共施設（ハコモノ）は下表に示すように 637施設あり、延床面積は合計

で 435,565 ㎡です。このうち、用途別の延床面積を多い順に見ると、教育施設が 34.7%、公営住宅が

17.2%、市民文化系施設が 11.6%、生涯学習系施設が 10.8%となっています。上位 2つの教育施設と公

営住宅で、全体の 5割以上を占めていることがわかります。 

■公共施設の概要（令和 2年 3月末時点） 

施設用途 

施設数＊（件） 延床面積（㎡） 

H27 削減 
台帳
整理 

R1 H27 削減 台帳整理 R1 

公用施設 102 -33 11 80 35,610 -2,837 4,862 37,635 

教育施設 37 -1 38 74 144,000 -278 7,561 151,283 

公営住宅 47 -10 10 47 81,169 -4,004 -2,284 74,881 

市民文化系施設 136 -17 3 122 47,317 -2,992 6,418 50,743 

医療施設 11 0 -1 10 2,231 0 9 2,240 

子育て支援施設 38 -9 6 35 18,965 -3,480 2,815 18,300 

保健・福祉施設 13 -1 -1 11 10,313 -1,515 -1,417 7,381 

公園 107 0 -14 93 3,197 0 37 3,234 

産業系施設 68 -19 3 52 24,257 -3,697 -328 20,232 

観光・宿泊（研修）施設 39 0 -11 28 12,602 0 6,357 18,959 

生涯学習系施設 77 -3 -23 51 55,073 -844 -7,286 46,943 

その他 59 -2 -23 34 24,767 -276 -20,757 3,734 

総計 734 -95 -2 637 459,502 -19,923 -4,014 435,565 

＊施設数は、公共施設台帳を基に、原則棟単位で数える。 

なお、企業会計が適用されている市立福知山市民病院及び大江分院並びに地方独立行政法人である公立大学法

人福知山公立大学を除く数。 

 

 

公用施設, 80

教育施設, 74

公営住宅, 47

市民文化系施

設, 122

医療施設, 10

子育て支援施設, 
35

保健・福祉施設, 11

公園, 93

産業系施設, 52

観光・宿泊（研修）施設, 28

生涯学習系施設, 51

その他, 34

（施設数）

公用施設, 8.6%

教育施設, 34.7%

公営住宅, 
17.2%

市民文化系施

設, 11.6%医療施設, 0.5%

子育て支援施設, 4.2%

保健・福祉施設, 
1.7%

公園, 0.7%

産業系施設, 4.6%

観光・宿泊（研修）施設, 4.4%

生涯学習系施設, 10.8% その他, 0.9%

（延床面積比率）

資料：市資料（令和 2年 3月 31日時点） 
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 なお、本計画においては、公共施設を以下のとおりに分類しています。 

施設用途 用途小分類 

公用施設 庁舎、消防施設 

教育施設 小学校、中学校、学校給食センター 

公営住宅 市営住宅、その他住宅 

市民文化系施設 勤労青少年ホーム、市民会館・地域公民館、人権ふれあいセンター、集会施設 

医療施設 診療施設 

子育て支援施設 幼稚園、保育所、放課後児童クラブ教室、児童館 

保健・福祉施設 保健福祉センター、老人憩いの家、介護老人保健施設、その他の社会福祉施設 

公園 都市公園、その他公園 

産業系施設 産業振興、農業施設（共同作業所） 

観光・宿泊（研修）施設 観光施設、研修施設、宿泊施設 

生涯学習系施設 博物館、図書館、体育施設（体育館）、体育施設（運動場）、体育施設（プール）、その他施設 

その他 職員公舎、その他、用途廃止施設 

 

■台帳の整理について 

 台帳整理については、長寿命化に取り組むにあたり、より適切に施設を管理するため、施設の単位を機能単位から棟単位

へ変更したことによる施設数の増減、用途変更による用途間での施設異動（施設数、延床面積の異動）等を計上しています。 

 

 

 

 

 

 

 主な台帳整理の内容は以下のとおりです。 

（１）東部保健福祉センターを文化財収蔵庫に用途変更したことや、消防団詰所の新設により 11 施設 4,862 ㎡増加しまし

た。 

（２）当初 1施設としていた小・中学校を校舎と体育館の 2施設と改めたことや、廃校を教育施設として再整理したことにより、

38施設 7,561㎡増加しました。 

（３）生涯学習施設であった図書館等を市民交流プラザなど複合施設に統合したことにより、3施設 6,418㎡増加しました。 

（４）ファームガーデンやくの等の主要棟と付属棟からなる施設を 1施設に集約としたことや、御霊公園福知山パーキングを観

光施設として再整理したことを主因に、施設数は 11施設減少、延床面積は 6,357㎡増加しました。 

（５）図書館等を複合施設に統合したことや、ハコモノが付帯していないグラウンドの整理を主因に、23施設 7,286㎡減少しま

した。 

（６）廃校をはじめとする用途廃止財産等を再整理したことにより 23施設 20,757㎡減少しました。  

734

637

0

200

400

600

800

H27 R1

（施設数の推移）（施設）

459,502
435,565

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

H27 R1

（延床面積の推移）（㎡）

資料：同前 

機能 B 

機能 A 

【機能単位】 2施設 

付属棟 

【棟単位】 1施設 

主要棟 
校舎 

(主要棟) 

【小・中学校】 2施設 

体育館 

(主要棟) 
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資料：公共施設（ハコモノ）の現状調査（H25.9～H26.7実施） 
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 イ 施設の老朽化 

―4割が旧耐震基準による建物― 

本市では、全国と同様、昭和 50 年ごろから公共施設（ハコモノ）の建設が増えてきています。それらは

すでに築 35年を超え、さらに今後一気に大規模な改修や建替え更新の時期を迎えることになります。 

また、昭和 56 年に定められたいわゆる「新耐震基準」を境界とすると、この基準に合致する建物は延

べ床面積で 57％を占めますが、それ以前のものが 43％を占めています。 

本市では、これまで「福知山市建築物耐震改修促進計画」（平成 20 年 3 月）等に基づき、教育施設

をはじめ公共施設の耐震化を順次進めてきましたが、なお耐震化の必要な施設も残されています。 

従って、今後、公共施設（ハコモノ）の老朽化対応や耐震化等の課題に対応する必要がますます高ま

っていきます。 

■公共施設（ハコモノ）の築年別内訳 

 
資料：公共施設（ハコモノ）の現状調査（H25.9～H26.7実施） 

注）棟ごとの築年データにより集計したもの。 

 

■公共施設（ハコモノ）の築年数区分別の延床面積（㎡）と割合（％） 

 
資料：同前 
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■有形固定資産減価償却率の推移 

 

 

資料：H28～R元年度貸借対照表より集計 
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67% 67% 68% 69%
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32%

20%

40%
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80%
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一般会計等・ハコモノ 一般会計等・インフラ 公営企業等・ハコモノ 公営企業等・インフラ
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ウ 旧市町別の公共施設（ハコモノ）の状況 

―旧町では観光施設や保健・福祉施設の面積が大きい― 

旧市町別の公共施設（ハコモノ）の量は下表に示すとおりであり、旧福知山市が施設数で全体の 66％、

延床面積では全体の 74％を占めています。 

また旧町では、旧三和町で施設数 10％、延床面積 8％、旧夜久野町で施設数 13％、延床面積 9％、

旧大江町で施設数 11％、延床面積 9％をそれぞれ占めています。 

旧町では、観光施設、保健・福祉施設の面積が比較的多くなっています。 

 

■旧市町別・用途区分別の公共施設（ハコモノ）の概要 

（施設数） 

 実数 （箇所）    構成比     

旧福知山市 旧三和町 旧夜久野町 旧大江町 全市 旧福知山市 旧三和町 旧夜久野町 旧大江町 全市 

公用施設 64 14 21 3 102 62.7% 13.7% 20.6% 2.9% 100.0% 

教育施設 25 5 2 5 37 67.6% 13.5% 5.4% 13.5% 100.0% 

公営住宅 27 7 6 7 47 57.4% 14.9% 12.8% 14.9% 100.0% 

市民文化系施設 109 7 8 12 136 80.1% 5.1% 5.9% 8.8% 100.0% 

医療施設 6 4 
 

1 11 54.5% 36.4% 0.0% 9.1% 100.0% 

子育て支援施設 27 4 5 2 38 71.1% 10.5% 13.2% 5.3% 100.0% 

保健・福祉施設 4 3 3 3 13 30.8% 23.1% 23.1% 23.1% 100.0% 

公園 88 5 4 10 107 82.2% 4.7% 3.7% 9.3% 100.0% 

産業系施設 51 7 6 4 68 75.0% 10.3% 8.8% 5.9% 100.0% 

観光・宿泊（研修）施設 11 2 13 13 39 28.2% 5.1% 33.3% 33.3% 100.0% 

生涯学習系施設 36 8 20 13 77 46.8% 10.4% 26.0% 16.9% 100.0% 

その他 35 7 8 9 59 59.3% 11.9% 13.6% 15.3% 100.0% 

総計 483 73 96 82 734 65.8% 9.9% 13.1% 11.2% 100.0% 

（四捨五入の関係で合計が合わない場合がある） 

（延床面積） 
    

 

 実数 （㎡）    構成比     

旧福知山市 旧三和町 旧夜久野町 旧大江町 全市 旧福知山市 旧三和町 旧夜久野町 旧大江町 全市 

公用施設 27,965 3,699 2,875 1,072 35,610 78.5% 10.4% 8.1% 3.0% 100.0% 

教育施設 112,366 13,376 6,043 12,214 144,000 78.0% 9.3% 4.2% 8.5% 100.0% 

公営住宅 65,986 3,105 4,512 7,566 81,169 81.3% 3.8% 5.6% 9.3% 100.0% 

市民文化系施設 36,116 1,913 3,365 5,924 47,317 76.3% 4.0% 7.1% 12.5% 100.0% 

医療施設 1,003 1,057 
 

171 2,231 45.0% 47.4% 0.0% 7.7% 100.0% 

子育て支援施設 13,605 2,178 2,098 1,083 18,965 71.7% 11.5% 11.1% 5.7% 100.0% 

保健・福祉施設 5,508 2,392 276 2,137 10,313 53.4% 23.2% 2.7% 20.7% 100.0% 

公園 2,084 220 126 767 3,197 65.2% 6.9% 3.9% 24.0% 100.0% 

産業系施設 19,502 1,713 1,509 1,534 24,257 80.4% 7.1% 6.2% 6.3% 100.0% 

観光・宿泊（研修）施設 3,502 2,713 4,087 2,300 12,602 27.8% 21.5% 32.4% 18.3% 100.0% 

生涯学習系施設 39,709 1,854 8,043 5,467 55,073 72.1% 3.4% 14.6% 9.9% 100.0% 

その他 13,173 1,442 8,262 1,889 24,767 53.2% 5.8% 33.4% 7.6% 100.0% 

総計 340,520 35,662 41,197 42,124 459,502 74.1% 7.8% 9.0% 9.2% 100.0% 

（四捨五入の関係で合計が合わない場合がある） 

注）企業会計による市立福知山市民病院及び国民健康保険新大江病院を含まない 

資料：公共施設（ハコモノ）の現状調査（H25.9～H26.7実施） 
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■旧市町別・用途区分別の公共施設（ハコモノ）の構成比 

 
資料：公共施設（ハコモノ）の現状調査（H25.9～H26.7実施） 

注）企業会計による市立福知山市民病院及び国民健康保険新大江病院を含まない 
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一方、人口当たり公共施設（ハコモノ）延床面積を比較すると、旧福知山市が 5.02 ㎡/人であるのに

対し、旧三和町では 9.06 ㎡/人、旧夜久野町では 10.11 ㎡/人、旧大江町では 8.51 ㎡/人と、旧町で

は公共施設の偏在が見られます。 

 

■旧市町別・用途区分別の人口 1人当たり公共施設（ハコモノ）床面積 

 旧福知山市 旧三和町 旧夜久野町 旧大江町 全市 

住民基本台帳人口（H26.3末）（人） 68,286 3,731 3,871 4,872 80,760 

人口 1人

当たり公共

施設床面

積 

（㎡/人） 

公用施設 0.41 0.99 0.74 0.22 0.44 

教育施設 1.65 3.59 1.56 2.51 1.78 

公営住宅 0.97 0.83 1.17 1.55 1.01 

市民文化系施設 0.53 0.51 0.87 1.22 0.59 

医療施設 0.01 0.28 0.00 0.04 0.03 

子育て支援施設 0.20 0.58 0.54 0.22 0.23 

保健・福祉施設 0.08 0.64 0.07 0.44 0.13 

公園 0.03 0.06 0.03 0.16 0.04 

産業系施設 0.29 0.46 0.39 0.31 0.30 

観光・宿泊（研修）施設 0.05 0.73 1.06 0.47 0.16 

生涯学習系施設 0.58 0.50 2.08 1.12 0.68 

その他 0.19 0.39 2.13 0.39 0.31 

総計 4.99 9.56 10.64 8.65 5.69 

資料：公共施設（ハコモノ）の現状調査（H25.9～H26.7実施） 

注）福知山市公共施設マネジメント基本方針では、府内各都市と同じ条件での比較を行うため、平成 23年度末現

在の住民基本台帳人口と国民健康保険新大江病院を含む行政財産面積をベースとして、市民 1人当たり

5.7４㎡としているが、上記では、同病院を除くとともに施設面積の精査を行ったことにより、市民 1人当たり公共

施設面積は 5.69㎡となっている。 

 

■旧市町別・用途区分別の人口 1人当たり公共施設（ハコモノ）床面積 

 
資料：同前 

注）旧夜久野町の「その他」は統廃合され普通財産となった小中学校を含むため大きな値となっている 
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② インフラの現状 

―多様なインフラ施設を保有― 

インフラは、市民の生活を支えるうえで不可欠なものであり、公共施設（ハコモノ）と並ぶハード施設とし

て、将来にわたって維持管理していくことが必要であり、両者を合わせて全体として把握することが必要で

す。その内訳としては、道路や河川など更新費用が一般会計で賄われるものと、上・下水道など使用料

収入等による独立採算を基本とした企業会計で賄われるものがあります。 

■インフラの会計区分 

会計区分 インフラの種類 
一般会計等 一般会計  道路 

 河川 
 橋梁 
 樋門 
 都市公園・街路 
 環境パーク 
 斎場 

企業会計 法適用企業＊  上水道（水道事業会計） 
 下水道（下水道事業会計） 

法非適用企業＊  農業集落排水施設（農業集落排水施設事業特別会計） 
＊地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業は法適用企業、地方財政法第６条の規定により特別会計を設けて事業
の経理を行っている公営企業であって法適用企業以外のものは法非適用企業と呼ぶ。公営企業の経理は特別会計を設けて行
うこととされており、その特別会計を公営企業会計という。法適用企業の公営企業会計は、企業会計方式により経理が行われ、
法非適用企業は、一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処理が行われる。 

 

■インフラの概要（令和 2年 3月末時点） 

 

    資料：市資料（令和 2年 3月 31日時点）            （四捨五入の関係で増減が合わない場合がある） 

    ※一部区間共用延長を含む 

区分 
施設量 

H27 R1 増減（%） 

道路 

路線数（路線） 3,710 3,770 1.6% 

面積（㎡） 7,921,777 8,050,130 1.6% 

延長（m） 1,402,629 1,411,030 0.6% 

河川 
河川数（本） 380 380 0.0% 

延長（km） 370.6 370.9 0.1% 

橋梁 総数（か所） 1,101 1,081 -1.8% 

樋門 総数（か所） 12 12 0.0% 

都市公園 
総数（か所） 92 92 0.0% 

面積（ha） 174.42 177.8 1.9% 

街路 
全区間供用済み路線数（路線） 18 21 16.7% 

全区間共用済み延長（km）※ 43.1 44.5 3.2% 

環境パーク 延床面積（㎡） 12,790.34 12,790.34 0.0% 

斎場 延床面積（㎡） 1,948.61 1,948.61 0.0% 

上水道  

導水管延長（m） 20,573 20,726 0.7% 

送水管延長（m） 56,521 58,623 3.7% 

配水管延長（m） 995,780 1,003,628 0.8% 

下水道 
公共下水道延長（m） 585,680 601,896 2.8% 

農業集落排水延長（m） 213,853 217,500 1.7% 
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 ア 道路（一般会計） 

市が管理する道路は、路線数が 3,770 路線で、実延長は 1,411,030m、改良率は 56％、舗装率は

68％となっています。合併に伴い市域が拡大し、管理を要するインフラが増大する一方、施設の老朽化

が進んでいるため、今後一斉に修繕を要する事態が想定されます。 

また、近年の水害や土砂災害時には、道路交通が遮断されるといった事態も発生しており、災害時に

おける安全確保への対応も必要となっています。 

 

イ 河川（一般会計） 

市が管理する河川（準用河川及び普通河川）は、河川数が 380 本で、延長は 370.9km となっていま

す。なお、一級河川については、由良川は国の管理、その他の一級河川は京都府の管理となっています。 

 

ウ 橋梁（一般会計） 

市が管理する橋梁は総数 1,081 か所で、そのうち、延長 14.5m 以上のものが 191 橋、橋長 14.5m

未満のものが 890橋あります。 

また、架設後の経過年が 50年を超えるものが 65％、30年を超えるものは 92％となっており、今後老

朽化が進みます。そのため、平成 25 年度までに橋梁の点検調査（14.5ｍ以上）を実施し、それに基づき

「橋梁長寿命化計画」を策定し、順次補修等を進めており、引き続き老朽化対策を進めていく必要があり

ます。 

 

エ 樋門（一般会計） 

河川構造物である樋門（樋管）は、洪水流量の制御において非常に重要な施設であり、出水・洪水時

には堤内地への氾濫浸水を防止し、市民の生命・財産を守るために欠かすことのできない施設です。 

その整備は由良川を管理する国土交通省により進められ、整備完了後に、市の占用物件として市に

移管されます。これまで樋門 11か所、樋管 1か所が市に移管されています。 

そのうち１施設は建設から 32 年が経過し、ゲート扉体においては信頼性による取替・更新年数を迎え

ています（平均取替・更新年数約 50年）。 

また、由良川改修に合わせて、平成 16 年度から平成 28 年度までに 10施設が集中して整備されて

おり、将来的に取替・更新が集中する見込みです。 

 

オ 都市公園・街路（一般会計） 

≪都市公園≫ 

都市公園は、都市公園法に基づく公園又は緑地です。本市では三段池公園をはじめとして、92 施設、

面積 177.8ｈａと、数多くの施設を有しており、人口 1人当たり公園面積は 23.1㎡となっています。 

施設の老朽化が進んでいることから、平成 26年度に開設から 30年を経過し対策が必要な公園を中

心に「公園施設長寿命化計画」を策定し、計画的な維持・更新に取り組んでいます。 

≪街路≫ 

都市計画道路は、都市の骨格を形成し、安心で安全な市民生活と機能的な都市活動を確保する、

都市交通の基幹的な都市施設です。 

本市では、34 路線、延長約 60.4km が都市計画決定されており、うち全区間供用済みの路線が 21

路線、供用済み（一部区間共用延長を含む）延長が 44.5km（計画延長の約 73.6％）となっています。 

整備された都市計画道路は、管理区分に応じ国道、府道、市道として管理しています（「ア道路」の項

参照）。その一方で、計画決定後、長期にわたって未整備のものも残されており、必要性も含めた検討が
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必要となっています。 

 

カ 環境パーク（一般会計） 

福知山市環境パークは、廃棄物の減量・再資源化を推進するためのリサイクルプラザ、増大する可燃

物を焼却処理するための焼却炉棟及び不燃物等を適正に処分するための不燃物埋立処分場の 3施設

を備え循環型社会を目指した総合拠点として、平成 15年に整備が完了しました。 

各施設完成後、ごみ焼却棟は 20年、リサイクルプラザは 16年が経過しています。新たなリサイクルに

関する法整備や分別が進んでいることにより、家庭ごみは減少傾向にありますが、事業ごみは増加傾向

にあります。 

環境パークの廃棄物処理施設については、年間を通じて休まず稼動していますが、一般的に 10 年を

経過した機械設備は極端に故障が増え、その際には廃棄物の処理を休止して修理を行う必要がありま

す。そのため、休止期間の長期化や修理費の増大が問題化していることから、ごみ焼却施設については

平成 24年度に長寿命化計画を策定し、計画的な改修等を実施しました。 

また、不燃物埋立処分場の延命化ついては、既に埋立てが完了した第 1 期第 2 期埋立処分場の嵩

上工事を実施し、更なる処分容量の確保に努めています。 

 

キ 斎場（一般会計） 

本市では斎場を 1施設保有しています。平成 8年度に供用が開始され、25年が経過しています。 

火葬炉は、概ね 10年で耐用年数を迎えるため、既に平成 19～23年度に第 1回の全面改修が完了

し、第 2回が平成 29～令和 2年度に完了しました。今後も適宜必要な更新を行う必要があります。 

 

ク 上水道（企業会計（法適用企業）） 

上水道は、導水管延長が 20,726m、送水管延長が 58,623m、配水管延長が 1,003,628m となって

います。平成 29 年より 11 簡易水道事業と 1 飲料水供給施設を上水道事業に統合し、福知山市水

道事業として各系統で給水しています。 

合併により市域が拡大し、管理すべき水道管が増えており、また老朽化が進んでいます。また昭和 40

～50 年代に年平均 10km を超える管路整備をしており、今後、経年管が増加し、現在よりも一層多くの

布設替えが必要となります。旧簡易水道は年代不明の水道管が多く、耐震化されていない塩化ビニル

管が多いため、布設替えが必要となっています。 

上水道は企業会計による独立採算制をとっていますが、今後ますます増加する管路更新費用が会計

を圧迫する事が予想され、経営の合理化が求められています。 

 

ケ 下水道（企業会計（法適用企業））及び農業集落排水施設（企業会計（法非適用企業）） 

公共下水道事業は、福知山処理区、三和処理区、大江中部処理区において実施し、3 か所の処理

場及び整備区域内の管路の整備が完了しており、管路の総延長は 601,896m となっています。また、農

業集落排水は 19地区、19処理場の整備が完了しており、管路の総延長は 217,500mとなっています。 

一方、施設の老朽化が進んでおり、公共下水道では整備後 50年を経過する管路が 22,878m、40年

を超える管路は136,832mあり、昭和38年から管きょの整備を行ってきた公共下水道区域では、今後、

耐用年数を迎える管きょが増加します。また、処理場施設の老朽化も進むため、管きょ及び施設の適切

な更新が必要です。  
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（３） 公共施設の更新コストの見通し  

 

平成 26 年度の本計画策定時点において、ハコモノの更新費は、企業会計による病院及び用途廃止

を予定している公共施設を除く合計 44.4 万㎡を対象として試算しました。インフラの更新費についても企

業会計によるものを除いて試算しました。これらの更新費を合計すると、下図に示すとおり、30 年間の総

額では 1,632億円、年平均では 54.4億円が必要となる試算結果となりました。 

一方、当時の中長期財政見通しによると、今後投入可能な投資的経費は、平成 25～35年度の合計

で 436 億円であり、仮に平成 35 年度以降を毎年 30 億円と仮定して、同じく 30 年間に当てはめると、

総額は 1,006億円、年平均は 33.5億円となりました。 

 

■公共施設（ハコモノ）及びインフラの更新費（平成 26年度時点） 

区分 更新区分 
30年間総額 

（億円） 

年平均 

（億円/年） 

公共施設 

（ハコモノ） 

大規模改修 469.73 15.7 

建替 643.22 21.4 

小計 1,112.95 37.1 

インフラ 519.05 17.3 

合計 1,632.00 54.4 

（四捨五入の関係で合計が合わない場合がある） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（試算方法の概要） 
ハコモノ ： ふるさと財団「公共施設等更新費用試算ソフト」により試算。公共施設の建替え、大規模改修について、更

新年数経過後に現在と同じ延床面積等で更新すると仮定し、延床面積等の数量に更新単価（公共施設
等の大分類ごと）を乗じることにより、更新費用を試算。期間は調査年度から 30 年度分。更新年数は、建
替え 60年、大規模改修 30年。期首時点で建替え更新が積み残されているものについては当初 10年間
に分散して均等配分。なお、すでに築 30 年以上が経過したものについては、大規模改修は建て替えまで
先送りするものとした。 

インフラ ： Ｈ25～40はインフラの区分ごとに、各部局において今後の更新内容を想定し、その金額を積算。Ｈ41～54

は上記の年平均値をそのまま延長した。 
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令和 3 年度の一部改訂において、各公共施設の個別施設計画等をもとに、施設を耐用年数経過時に

単純更新した場合と、公共施設の長寿命化（適切に改修を行い、法定耐用年数を超え使用すること）を実

施した場合の中長期的な対策経費の見通しを試算しました。 

なお、基本計画策定の平成 27年から令和 26年までの計画期間 30年のうち、残りの 24年間について

を試算の対象期間としています。 

 

① 公共施設（ハコモノ）及びインフラの更新等経費（単純更新した場合） 

耐用年数経過時に、削減対象施設は除却、存続する施設は更新を行った場合、建物や設備の改修や

更新といった周期的に発生する投資的経費は、全施設にかかる経費の計画期間総額で 2,095 億円、年

平均では 87.3億円となりました。 

また、維持管理・修繕を含めた全施設にかかる全ての経費の合計は、計画期間総額で 2,846 億円、年

平均で 118.6億円が必要となる試算結果となりました。 

 

■公共施設（ハコモノ）及びインフラの更新等経費（単純更新した場合） 

会計等区分 施設区分 
計画期間総額（億円） 

改修及び更新等 維持管理・修繕 計 

一般会計等 

ハコモノ 945 314 1,258 

インフラ 747 89 836 

小計 1,691 403 2,094 

企業会計 

ハコモノ（病院） 182 118 300 

インフラ（上下水道） 185 222 407 

小計 367 340 707 

公立大学法人 ハコモノ（大学） 37 8 45 

合計 2,095 751 2,846 

（四捨五入の関係で合計が合わない場合がある） 
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② 公共施設（ハコモノ）及びインフラの更新等経費（長寿命化した場合） 

耐用年数経過時にそれぞれの施設の再配置区分に基づき、長寿命化等の対策を行った場合、建物や

設備の改修や更新といった周期的に発生する投資的経費について、将来見通しの推移は、計画期間総額

で 1,763億円、年平均で 73.5億円となりました。 

また、維持管理経費を含めた経費の合計は、計画期間総額で 2,603 億円、年平均で 108.5 億円が必

要となる試算結果となりました。 

 

■公共施設（ハコモノ）及びインフラの更新等経費（長寿命化した場合） 

会計等区分 施設区分 
計画期間総額（億円） 

改修及び更新等 維持管理・修繕 計 

一般会計等 

ハコモノ 820 353 1,174 

インフラ 646 91 736 

小計 1,466 444 1,910 

企業会計 

ハコモノ（病院） 75 166 240 

インフラ（上下水道） 185 222 407 

小計 259 388 647 

公立学校法人 ハコモノ（大学） 38 8 46 

合計 1,763 840 2,603 
（四捨五入の関係で合計が合わない場合がある） 
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年度

年平均 108.5億

（億円）
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＜参考・試算方法概要＞ 

（基本的な考え方） 

ア 改修・更新等経費 

・個別施設計画等の長寿命化計画が策定されている施設は各計画の試算結果による。 

・試算が令和 26年度まで実施されていない場合は試算期間の平均値をスライドした。 

・それ以外の施設については以下のとおり。 

（ア） ハコモノ 

福知山市公共施設マネジメント個別施設計画の試算方法による。 

【参考・個別施設計画における試算方法】 

・公共施設の建替え、大規模改修について、耐用年数経過後に現在と同じ延床面積等で更新すると仮定し、延床面積

等の数量に更新等単価（公共施設等の大分類ごと）を乗じることにより、更新等費用を試算。 

・更新年数は、単純更新パターンの場合は建替え 60年、大規模改修 30年で、長寿命化パターンの場合は建替え 80

年、長寿命化改修 40年、中規模修繕 20年。 

（イ） インフラ 

調査年度における施設保有量を、インフラの区分ごとに一定の周期で更新すると仮定し更新対象施設量に更新単

価を乗じて試算。 

イ 維持管理等経費 

現在要している経費が将来も継続すると仮定して試算。 

（類型別の試算方法） 

ア ハコモノ施設 

    「公共施設マネジメント個別施設計画」「学校施設長寿命化計画」「公営住宅等長寿命化計画」「公園施設長寿命化

計画」「公立大学法人福知山公立大学インフラ長寿命化計画」により必要経費が試算されている施設を除き、「公共施

設マネジメント個別施設計画」と同条件で試算を行った。 

イ インフラ施設 

道路を除くインフラ施設については、それぞれ「橋梁長寿命化修繕計画」「公園施設長寿命化計画」「ごみ焼却施設長

寿命化計画書」「公共施設マネジメント個別施設計画」「福知山市水道事業経営戦略」の試算結果による。 

（ア） 道路 

全整備面積（道路の保有量）を 15 年で割った面積を 1 年間の舗装部分の更新量と仮定し、面積×更新単価により

試算した。  
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③ 計画策定当初（平成 26年度）と比較した更新等経費 

マネジメント計画策定以来、ハコモノの削減を中心に進めてきました。 

その結果、令和元年度末時点において、ハコモノにかかる更新等経費は年平均 37億円から 35.7億円

へ 1.3億円減少しています。 

一方、インフラにかかる更新等経費は、年平均 17億円から 27億円へ増加しています。これは、更新費

等経費の将来見通しの試算方法を所管課へのヒアリングから、国の定めるシミュレーション条件に変更した

ことが主因です。高度経済成長期に整備され、全国的に更新時期を迎えているインフラ設備については、

今後計画的に更新等が必要であると考えられ、費用の増加を見込んでいます。 

中期財政見通し（R3.12）によると、令和 3～13年度の投資的経費は合計で 517億円を見込んでいま

す。この状況から、令和 14年度以降も中期財政見通しにおける令和 13年度の投資的経費と同額の 35

億円と仮定して令和 26年度までの 13年間に当てはめると、総額は 972億円、年平均では 40億円と基

本計画策定当初の 33.5億円から 6.5億円増加しています。これは、公共施設等適正管理推進事業債な

ど有利な財源を活用し、地域公民館の長寿命化改修など大規模な改修に着手したことなどが要因と考え

られます。 

しかし、依然として更新等費用の試算額は中期財政見通しを上回って推移しているため、引き続き公共

施設マネジメントによる削減の取り組みを継続し、更新等費用の抑制を図る必要もありますが、一方で、存

続する施設については、有利な財源を確保した計画的な長寿命化改修や世代間の負担の公平性に配慮

した基金の活用等により、収支のバランスを図り持続可能な財政運営を行っていくことが必要です。 

 

■令和元年度時点と基本計画策定当初の比較                   【参考】 

施設区分 会計区分 

改修及び更新等 

計画期間総額 

（億円） 

年平均 

（億円/年） 

計画策定当初 

年平均 

（億円/年） 

ハコモノ 

一般会計 820 34.1 37 

公立学校法人 38 1.6 - 

小計 858 35.7 37 

インフラ 一般会計 646 27 17 

 合計 1,504 62.7 54 
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（４） 長寿命化による効果額  

 

長寿命化による効果額の試算は、公共施設の長寿命化を実施した場合の中長期的な対策費用の見

通しと、施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の費用の見通しの差額として把握します。直近の

10 年間では長寿命化にかかる投資が先行するため、効果額は 23 億円（年平均 2.3 億円）にとどまりま

すが、計画期間全体を通した効果額は 243億円（年平均 10.1億円）となります。 

長寿命化による費用削減は年平均 10 億円以上であり、一定の効果が見込めるといえます。一方で、

長寿命化のみでは抜本的に経費を削減することは困難であるため、施設面積の削減や運営の効率化な

ど、様々な対策を組合せて実施していく必要があります。 

 

【効果額の試算結果】 

（四捨五入の関係で合計が合わない場合がある） 

 

【効果額（年間）の試算結果グラフ】 
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項目 10年間 
（R3～R12年） 

計画期間 
（R3～R26年） 

単純更新した場合（①） 約 1,036億円 

（103.6 億円/年） 

約 2,846億円 

（118.6 億円/年） 

長寿命化した場合（②） 約 1,013億円 

（101.3 億円/年） 

約 2,603億円 

（108.5 億円/年） 

効果額（②-①） △23億円 

(△2.3 億円/年) 

△243億円 

（△10.1 億円/年） 

年平均：2.3億円

億円 

年平均：10.1億円

億円 
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３．公共施設マネジメント基本指針              
将来にわたって持続可能な都市を目指し、全体として福知山市の身の丈に合っ

た、バランスのとれた公共施設の状態を、「選択と集中」を通じて実現します。その

基本となる考え方を指針としてまとめたものです。 
 

(１） 福知山市公共施設マネジメント基本指針  

 

（公共施設マネジメントの必要性） 

今後、少子化・高齢化のなかで人口が減少し、財政はますます厳しさを増していくなかで、現在の公共

施設やインフラをそのまま全て維持更新しようとすれば、大きな財政負担が強いられることとなり、また人

口減少のなかで、利用されない過大な施設を持ち続けることになります。 

言い換えれば、今日の自治体経営において厳しく問われているのは、「現在暮らしている住民のあらゆ

るニーズに応えるため、さらなる基金取り崩しや借金を重ねて、次世代への負担を増やしていく」のか、あ

るいは「行政サービスの範囲を財政規模にふさわしいにものに見直し、市独自の財源を少しでもつくって、

次世代への負担軽減を図る」のか、このどちらを選択するべきかということです。 

施設の老朽化が確実に進んでおり、放置すれば安全性や利便性に大きな問題が生じる状況が目前に

あることから、早急な手立てが必要となっています。 

（基本姿勢） 

 

 

 

これまで引き継がれてきた公共施設の課題を明らかにした上で、現在の市民の暮らしを守りつつ、私た

ちの子どもや孫、その子どもたちなど未来の世代に大きな負担を背負わせず、安心して暮らし、働き、学

び続けることができるまち、ふるさとでいつまでも幸せを実感できる持続可能な都市を目指します。 

そのため、市が保有する全ての公共施設について、全体として福知山市の身の丈に合った将来にわた

ってバランスのとれたものとなっていることとなるよう を推進します。現在及び将

来の市民にとって本当に必要なもの、価値のあるもののみを選りすぐって継承していくこと、すなわち公共

施設の を行います。 

（推進にあたって） 

人口減少と高齢化が進むなかで、地域においては、「地域社会そのものが将来存続できるのか」といっ

た将来にわたる生活の維持や安全安心の確保などが大きな課題となりつつあります。 

そのため、将来の地域の姿や暮らしのあり様をどのように考えるのか、その中で本当に必要な公共施設

はどのようなものかを明らかにしていく必要があります。公共施設を単独で考えるのではなく、地域におけ

る生活拠点の配置、安全・安心な環境の整備、交通手段の確保など、持続可能な地域づくりと結びつけ

て検討していくことが重要です。 

その際、重要なことは、市民が自ら地域の将来像を考え、本当に必要な公共施設は何かを吟味し選

択するということです。市民と行政が、地域の課題を共有し、地域のまちづくりと結び付けながら、協働して

公共施設マネジメントの取組を推進していくものとします。 
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(２） 公共施設マネジメントの基本課題  

 

① 進む少子化・超高齢化への対応  

 

本市の人口は平成 18 年以降減少に転じており、平成 22 年には約 8 万人あった人口が概ね 30 年

後の平成52年には約6万人に減少する見通しです。少子・高齢化の中で、生産年齢人口（15～64歳）

は約 4万 7千人から 3万 2千人に減少する見込みです。 

従って、今後人口の減少に歯止めをかけ、定着を図っていくために必要な手立てを講じることは重要で

すが、一方では、一定の人口減少を想定した準備と対応を早期に着手し、市民の利用ニーズの量や、高

齢化の進展に伴うニーズの質の変化を勘案した最適な規模と機能の公共施設へと再配置を図ります。 

再配置に伴い公共施設の統廃合や削減を行うにあたって他施設との機能の統合や複合化など横断

的な工夫により、利便性の確保に努める必要があります。 

 

② 公共施設の老朽化への対応 

 

公共施設は、年を経ればより老朽化や設備の不具合が生じます。これらを放置すれば、老朽化が一

層早い速度で進み、使い勝手はもとより、安全性の確保も難しくなります。従って、市民にとって本当に必

要な施設として継承することとする施設については、耐震化はもとより、改修や更新を計画的に推進し、

市民の安全と利便を確保する必要があります。 

 

③ 公共施設の重複への対応 

 

1 市 3 町の合併前、昭和４０年代から５０年代の人口増加を背景に、各旧市町では、自治体が備える

一通りの公共施設を「フルセット」で整備してきました。 

各地域に同種の公共施設を保有すれば、もちろん利用者にとっては便利で、貴重な資産ともなります

が、その反面、建設費、維持費、改修費などの大きなコストを全て市民の税金によって賄うことになります。

また、必要な更新ができなければ、結果的に利便性の低下にもつながります。 

このため、合併により目的が重複または類似する公共施設の再配置を進め、公共施設全体の保有総

量を削減する必要があります。 

 

④ 厳しい財政状況への対応 

 

本市の財政は、合併による地方交付税の特例が縮減・終了するとともに、今後の人口減少に伴う地方

税収の減少などの一方で、高齢者比率の増加を背景とした扶助費などの義務的経費が増加するなど、

厳しい見通しです。公共施設の整備や更新にかけられる財源（投資的経費）は年間約 30 億円程度（歳

出総額の 8％）と見込まれますが、一方では、現在保有する公共施設をそのまま保持し続けるためには

年間約 54億円程度が必要となります。 

将来にわたり、確保可能な財源の枠内で、選択と集中により最適な公共施設の更新を進め、将来に

わたって持続可能な公共施設サービスを提供していくため、福知山市の身の丈にあった公共施設総量

を設定し、現在の保有量から抜本的な削減を図る必要があります。 
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また、公共施設の再配置の検討の結果、引き続き存続することとする公共施設については、日常的な

施設の運営や維持管理に係るコストについて全面的に見直し、ムダをなくすことを基本として、できる限り

の経費削減を進める必要があります。 

さらに、合併の経緯等から、施設の管理に関する条例が煩雑となっている面もあることから、施設の公

共性の度合いや利用実態等を勘案しつつ、施設の利用ルールや使用料の見直しなどを進め、合理的な

受益者負担を確立する必要があります。 

 

⑤ 民間活力の活用 

 

公共施設の再配置の検討の結果、引き続き存続することとした公共施設については、市直営施設とし

て運営コスト削減を図るだけでなく、指定管理者制度等をはじめとした民間による施設管理運営への参

画の仕組みを効果的に活用し、民間の活力や運営の工夫等を積極的に取り入れます。 

また、廃止する施設については、民間等に賃貸又は譲渡することとなりますが、その際にも、より有効な

マネジメントが必要です。具体的には、譲渡によって新たに立地を誘導することが望ましい機能やその経

営主体は何か、地域にとってふさわしいものであるかどうか、譲渡によってどれだけの収益が見込めるか、

といった評価軸を明らかにし、民間の多様な参画手法（貸与、譲渡、事業参画など）について検討する必

要があります。 
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４．公共施設の再配置                     
公共施設マネジメント基本指針に基づき、公共施設の将来目標（削減目標）を定

め、再配置（更新・統合・移譲・廃止）を推進します。 
 

（１） 基本的な考え方  

 

公共施設の再配置に当たって、まず、将来確実に訪れる人口減少と、確保可能な投資的経費の縮

小の見通しを踏まえ、持続可能なまちづくりの観点から、現在保有している公共施設（ハコモノ及びインフ

ラ）の適切な目標量（削減必要量）を定め、計画的な再配置の推進の基礎とします。 

そして、その目標に基づき、次に示す、①ムダの解消、② 施設重視から機能重視への転換、③市民

協働による再配置、の３つの考え方を基本として、公共施設の現状を評価し、公共施設の再配置を推進

します。 

 

① ムダの解消 

ア 公共施設のムダの解消 

公共施設のムダの解消を重視します。施設の中には、利用頻度が低い施設、利用の偏りがあるなど有

効に利用されていない施設、有効に活用されていない余剰空間を持つ施設などがあり、その状態を解消

することが必要です。ムダなもの、不要なものについては統合や廃止を大胆に推進します。 

イ 新たな公共施設の建設は、既存施設のスクラップ＆ビルドを条件に 

また、既存施設を保有したまま類似する新たな公共施設を建設することも、一つのムダと言えます。も

ちろん、様々な要因により新たな公共施設の必要性が生じることも考えられます。その場合には、類似施

設や近接施設など既存の複数施設を廃止（スクラップ）して、新たな１つの施設を建設（ビルド）することな

どにより、保有総量を削減します。 

 

② 施設重視から機能重視への転換 

ア 公共サービス内容の吟味と民間サービスの活用 

かつて、潤沢な財源（税金）をベースに自治体が「あれもこれも」と担ってきた時代がありました。しかし、

少子化・超高齢化が進む中、行政があらゆる市民ニーズに対応するサービスを提供することは不可能と

なっています。今後、持続可能な行政サービスを提供していくためには、行政が行うべきサービスと民間

等にゆだねるべきサービスを仕分けして、限られた財源の使い道を選択し、集中していく必要があります。 

そうした観点から、市が公共施設を通して直接担うべき公共サービスを吟味し、優先順位をつけ、民

間が担うことのできるサービスは、施設の管理運営も含めて民間に委ねていきます。 

イ 「1機能・１施設」の縦割型サービスからの脱却 

これまので多くの公共施設は、国による補助制度の制約もあり、１つの機能のために１つの施設を整備

するという縦割的な考え方により配置されてきました。このため、新たな公共サービスを増やす際には新

たな公共施設を建設してきました。しかし、こうした「１施設・１機能」の考え方にこだわれば、その施設で

提供できるサービスが限定され、今後、施設の再配置を図ることが困難です。 

従って、従来型の考えから脱却し、必要な公共サービスについては、施設ではなく、機能の維持を最

優先に考えます。そのため、複合化による「１施設・多機能」を積極的に導入し、施設の合理的利用を図
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るとともに、サービスのワンストップ化や機能間の連携でサービスの相乗効果を生み出すなど、公共サー

ビスの質の向上を図ります。 

ウ フルセット配置から地域特性に応じた配置へ 

合併前の行政区域や地域単位ごとにまったく同じように公共施設を配置する、「フルセット配置」はもは

や不可能となっています。一方で、地域に必要な公共サービスは、それぞれの地域の実情やニーズによ

って当然異なります。また、サービスの提供主体も、行政だけでなく、地域住民や事業者が担うことも当

然考えられます。これらを勘案して、地域特性に応じて住民の納得できる優先順位に基づいて公共施設

の再配置を推進します。 

 

③ 市民協働による再配置 

地域における公共施設の問題は、単に公共サービスを提供する行政とサービスを受ける住民という一

方通行の関係ではなく、施設を利用して地域をどう経営するかという自治のあり方、地域の未来のあり方

の問題でもあります。 

いわゆる「補完性の原理」と呼ばれる次の考え方を基本に、市民の主体的な地域経営を行政がバック

アップするという役割分担を確立することが、これからの公共施設のあり方を検討する上で非常に重要な

鍵となります。 

補完性の原理 

 地域住民でできることは地域住民が担う 

 地域住民ができないことは自治会やＮＰＯなど地域社会を構成するみんなが担う 

 それでもできないことは市・府・国が担う 
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（２） 公共施設の将来目標（削減目標）  

 

公共施設の再配置において、施設の削減を図るには、市民の共感と合意を得て、市民と行政の協働

の取組みが不可欠となります。その基礎となるのは合理的な削減目標の設定です。その上で、その達成

に向けて知恵を出し合い、方策と道筋を具体化し、進捗の各段階で取組みの効果を検証することが可能

です。 

そこで、以下では削減必要量を客観的な指標から試算した上で、目標量の設定を行います。 

 

①  削減必要量 

将来にわたって確保可能な投資的経費の額の枠内で公共施設の持続的な維持・更新を行うことを前

提とします。具体的には、将来財政見通しから年間で確保可能な投資的経費 33.5億円/年の枠内で更

新費を賄うとした場合、現状の公共施設（ハコモノ）の床面積 44.4万㎡※に対して将来的には 23.6万㎡

（現状保有量の 53.1％）にまで削減する必要があります。従って、将来的に削減すべき必要面積は約

20.8万㎡となります。 

※対象とする公共施設（ハコモノ）の床面積は、総面積約 46.0 万㎡から企業会計による病院及び用途廃止を予定

している公共施設を除く、約 44.4万㎡とする。 

 

■保有可能量及び削減必要量の試算 

試算手順 数量 単位 備考 

ａ 確保可能な投資的経費 33.5 億円/年 P31推計結果＊1 

ｂ インフラの現状維持に必要な更新費 13.8 億円/年 a×80%＊2 

ｃ ハコモノ更新費に充当が可能な投資的経費 19.7 億円/年 a-ｂ 

ｄ ハコモノの現状維持に必要な更新費 37.1 億円/年 P31試算結果 

e ｃのｄに対する比率 53.1 ％ c/d×100％ 

ｆ 現状のハコモノ延床面積 44.4 万㎡ 積み上げ 

ｇ 将来にわたって保持可能なハコモノ延床面積 23.6 万㎡ ｆ×e 

h 削減必要面積 20.8 万㎡ f-g 

（試算手順の補足） 

＊1 将来にわたって確保可能な投資的経費の額としては、中期財政見通しをもとに基本計画策定時に試算した

33.5億円/年を基礎とする。 

＊2 道路、橋梁など、ネットワークとして成立しているインフラについては、ハコモノと異なり部分的な削減が困難では

あるが、全体の投資的経費の縮小を踏まえて、ここでは、インフラについても更新コストを 2割程度削減するもの

とする。 

 

≪参考≫ 他のケースの場合の試算 

ケース 試算 

○全国平均への削減 
市民 1 人あたり公共施設
面積を全国平均レベルま
で削減するとした場合 

（1人当たり公共施設面積） 
・全国平均：3.42㎡/人（東洋大学 PPP研究センターによる H22.3時
点データ） 

・福知山市：5.69㎡/人（第 2章） 
（試算） 
○将来保持面積   ：44.4万㎡×3.42/5.69＝26.7万㎡ 
○削減必要面積   ：44.4万㎡－27.6万㎡＝17.7万㎡ 

○人口減少に応じた削減 
福知山市の今後の人口減
少に応じて公共施設面積
を削減するとした場合 

（福知山市人口） 
・H22年国勢調査実績：79,652人 
・H52年推計人口   ：60,414人（30年後） 
・H52/H22=75.8％ 

（試算） 
○将来保持面積   ：44.4万㎡×75.8％  ＝33.7万㎡ 
○削減必要面積   ：44.4万㎡－35.0万㎡＝10.7万㎡ 
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② 公共施設の将来フレーム（削減目標） 

前項の削減必要量を踏まえ、公共施設の将来フレームとしては、次に示すように段階的に削減を図る

目標を設定するものとします。 

なお、この目標は、中長期の財政見通しを前提としており、今後の社会情勢の変動は必ずしも見通しき

れるものではありません。そのため、社会情勢の変化を分析しつつ、定期的に目標の見直しを図っていく

こととします。 

ア 短期（5年）  …  

本基本計画の前期 5 年間においては、第５次福知山市行政改革実施計画をはじめ、各分野の既定

計画（義務教育施設、保育所等々）で統廃合が定められている公共施設（ハコモノ）については、計画に

基づく統廃合を推進します。また、本基本計画で方向付けを行う施設についても、この期間内で具体的

な統廃合に着手します。それ以外の公共施設分野については、基本となる計画、マスタープランの見直

しに際して、公共施設の再配置に関する具体的な方針を位置付け、削減に着手し、推進を図ります。 

イ 中期（10年）  …  

本基本計画の後期 5年間においては、引き続き上記施設の削減を推進します。 

また、この間に更新や大規模改造の時期が到来する公共施設については、その都度施設の設置効果

を見直し、統合廃止の検討を行います。 

ウ 長期（30年）  …

概ね 30 年の長期について、人口動向や経済社会情勢、確保可能な投資的経費の動向を見極めな

がら、他自治体に比して保有量が多い施設などについて、大規模改修や建て替え時期を迎えた段階で

削減を検討・推進していきます。 

 

■公共施設延床面積の段階的な削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

約 44万㎡ 

 約 39万㎡ 

約 34万㎡ 

 

約 24万㎡ 

現状 短期 中期 長期 

 （5年） （10年） （30年） 

▲約 5万㎡ 

（▲11％） 

注）人口は 30年後には現在の

約 76%まで減少する見込み 

▲約 10万㎡ 

（▲23％） 

▲約 20万㎡ 

（▲45％） 

削減目標 削減目標 削減目標 
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➂ 実施計画の進捗状況（これまでに行った対策の実績） 

  公共施設の削減目標を実行に移すため、個々の公共施設の再配置方針とスケジュールについて定め

た実施計画を 5年ごとに策定し（前期：H27～H31年度、後期：R2～R6年度）、実施計画の進捗状況を取

りまとめて HPで公開しています。 

 初年度である平成 27年度は、7施設（3,989㎡）の削減に止まりましたが、翌年の平成 28年度は、消防

施設や農業施設（共同作業所）を中心に、34施設（5,246㎡）を削減しました。平成 30年度は、集会施設

や消防施設など規模の小さな施設を削減したことにより、削減面積が 2,934 ㎡に対し、施設数は 26 施設

と多くなっています。令和元年の削減施設数は 9 施設とやや少ないものの、規模の大きな市営住宅を除却

したことにより、3,882㎡の延床面積の削減に繋がりました。 

 前期実施計画（H27～R1）5 年間の短期目標約 5 万㎡に対し、累計で 95 施設 19,923 ㎡を削減し、目

標達成率は 44.0％となりました。 

 令和 2年度より後期実施計画（R1～R6）により、前期実施計画の未完了分を含め、中期目標約 10万㎡

に向けて取り組みを進めています。 

 

前期実施計画（平成 27年度～令和元年度）の削減面積進捗状況表(延べ床面積) 

 

 

前期実施計画（平成 27年度～令和元年度）の削減施設進捗状況表(施設数) 
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（３） 公共施設再配置の検討方法  

 

① 公共施設再配置の検討視点と手順 

公共施設の再配置を多様な関係主体の合意を得ながら推進するためには、公共施設の再配置の検

討と実施プロセスが統一的で透明性の高い考え方に基づいた合理的なものであることが大切です。 

そのため、次の 6つの視点と手順を設定し、公共施設の現状分析と評価を行います。 

視点①  公共施設の配置に偏りがないか？ 

≪手順≫    ・当該施設の本来的な配置の在り方、すなわち配置圏域としてはどのような単位（全

市、旧市町、中学校区、小学校区、地区・集落、その他）であるべきか、またそれは

なぜか、について規定します。 

・その上で、公共施設を小学校区・中学校区毎にマッピングした「公共施設配置マッ

プ（福知山市公共施設配置一覧）」を利用し、上記の在り方に照らして、施設の地

域的な分布状況の偏りや重複の有無を分析します。 

≪分析ツール≫ そのため、「公共施設配置マップ」（４９頁）を作成し、人口規模を示した小学校区別

に公共施設数や施設規模を視覚的に分かりやすい形で整理します。 

≪評価≫     A 偏りや重複なく配置されている 

B 若干の偏りや重複がある 

C 偏りがあり改善が必要である 

視点②  同じ機能を持つ施設が近隣にないか？ 

≪手順≫    ・同じく「公共施設配置マップ（福知山市公共施設配置一覧）」を利用し、異なる施設

間で、同種・類似機能の偏りや重複の有無を分析します。 

≪分析ツール≫ 同じく「公共施設配置マップ」を用いて施設機能別に偏りや重複の状況を分析します。 

≪評価≫     A 近傍に同種・類似施設を持つ施設はない 

B 近傍に同種・類似施設を持つ施設がある 

C 近傍に代替可能な同種・類似施設を持つ施設がある 

視点③  民間に任せられないか？ 

≪手順≫    ・当該施設の本来的な位置づけから、そもそも民間に任せることができない場合、そ

の法的、制度的根拠を整理します。 

・本市か他市町村かを問わず、当該施設機能を民間に任せている事例の有無を把

握します。 

・実際に任せることができる民間（既存の指定管理者や類似の民間施設の事業者等

を含む）の有無を把握するとともに、可能な限り意向（参入可能性）を把握します。 

≪分析ツール≫ 公共施設の管理運営を担いうる民間事業者の有無について、既に指定管理制度を

導入している施設の指定管理者、類似の民間施設の事業者等を対象として現状や

意向を把握します。 

≪評価≫     A 当該施設の本来的な位置づけから、民間に任せることはできない 

B 当該施設を民間が運営する事例がある、もしくは施設の機能に照らして民間に任

せることが可能である 

C 具体的に参入希望をもつ民間や可能性のある民間が存在する（既存の指定管
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理者を含む） 

視点④  利用ニーズは高いか？規模は適正か？ 

≪手順≫    ・「公共施設（ハコモノ）の現状調査」結果を活用し、公共施設の利用がなされている

かどうか（稼働率等）、また利用者に偏りはないかなど、利用状況を整理把握し、施

設の利用ニーズの高さや施設規模の適否等を分析します。 

≪分析ツール≫ 「公共施設利用状況調査」（５０頁）により、個々の施設別に詳細な利用実態を把握

します。 

≪評価≫     A 施設の利用ニーズが高く、かつ、利用者の偏りがなく、適切に利用されている 

B-1 施設の利用度は低い（稼働率 30％未満）が、運営の改善によって利用ニー

ズを高め稼働率を向上することが可能 

B-2 施設の利用者に偏りがあるが、運営の改善によって、幅広い市民の利用に供

することが可能 

C 施設の利用ニーズが低い（稼働率 30％未満）、又は利用者の偏りがあり、運営

の改善によってもこれらを改善できない 

参考）福知山市公共施設の稼働率の現状 

施設区分 概要 稼働率 平均稼働率 

(4) 市民文化系施設 地域公民館、各種集会施設 1～50％ 12％ 

(5) 産業系施設 労働会館、物産館、農業関係施設等 8～100％ 72％ 

(10) 観光・宿泊（研修）施設  0～42％ 11％ 

(11) 生涯学習系施設 図書館、スポーツ施設（小学校除く）等 0～100％ 30％ 

    同 小学校体育館 小学校体育館 0～122％ 50％ 

注）稼働率は、会議室や研修室、宿泊施設、スポーツ施設等の貸室の利用度を示す指標 

稼働率＝年間延利用回数／（年間供用日数×1日当たり利用可能回数） 

平均稼働率：各施設の稼働率の単純平均 

視点⑤  老朽化や利便性は？ 

≪手順≫    ・「公共施設配置マップ（福知山市公共施設配置一覧）」等を活用し、公共施設の築

年数、耐震診断・改修、大規模改修、部分改修・修繕等の履歴などを把握します。 

・老朽化による安全性や利用上の問題点について、現在把握されている事項を整理

します。 

≪分析ツール≫ 「固定資産台帳」を整備し、施設の機能、規模、所管、改修履歴、資産評価等の一

元的なデータベースを整理します。また、「公共施設配置マップ」にも施設の老朽状

況を示します。 

≪評価≫     A 耐震上の問題がなく（新耐震対応又は耐震改修済み）、必要な修繕・改修等に

より適切に維持管理が行われている 

B 耐震上は問題ないが、老朽化が進んでおり、利便性等に問題が生じている 

C 耐震上の問題があるか又は耐震診断が未実施であり、危険性に懸念がある 

視点⑥  将来の利用需要は？ 

≪手順≫    ・全市及び小・中学校区別将来人口の見通しを参考にして、当該公共施設の利用圏

域人口の減少を想定します。なお、これらはあくまで近年の動向をトレンド的に延長

した推計値であるため、地域の動向等も加味して評価します。 

≪分析ツール≫ コーホート変化率法により旧市町別の別将来人口推計（年齢 5 歳階級）を行います。 

≪評価≫     ・平成 22年人口（国勢調査実績値）を 100 としたときの平成 37年（平成 26年現
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在から概ね 10年後）における当該施設の利用圏域の人口の指数を評価します。 

全市の指数＝70,415人（H37）÷79,652人（H22）＝88（12％減少） 

A 全市の指数 88 よりも大きい（減少率 12％未満） 

B 全市の指数を下回る（指数 70～87（減少率 13～30％） 

C 全市の指数を大きく下回る（指数 70未満（減少率 30％超）） 

 

② 公共施設の再配置方針の区分 

以上の評価により、施設小区分別の客観評価を整理したうえで、次の４つの区分により再配置方針を

検討していくものとします。 

なお、6 つの評価視点は、いずれも質の異なる指標であり、その数の単純な多寡で機械的に区分を選

択するものではありません。6つの指標を総合的に勘案しながら、最も重要な評価視点とその理由を明確

にし、最適な区分を選択します。 

区分①  譲渡する公共施設 

≪考え方≫ 

ア 施設の利用者が限定された地域の住民に限られるコミュニティ施設で、地域住民が保有・管理

することがふさわしい施設については、自治会等の住民組織に譲渡します。その場合、譲渡後の

適切な運営について、必要な支援を行います。 

イ 公共施設として保有し続けるためには税財源の投入が避けられない施設である一方、民間事業

者による収益事業としての実施例があり、民間事業者の自主的な運営に託すことで、より効率的・

効果的に業務遂行ができると考えられる施設は、積極的に民間事業者に譲渡します。 

（注）なお、譲渡する施設は、当該用途の継続を原則とし、用途変更（及び転売等）は基本的に認めら

れませんが、公共の福祉の増進と認められるもの場合は、用途の転用できるものとする。 

区分②  統合・廃止する公共施設 

≪考え方≫ 

ア 何らかの理由により設置時の目的（機能の必要性）が消滅した施設については廃止します。 

（例） 

・他の同種・類似施設が整備され、当該施設の必要がなくなった 

・整備時に設定された目的が、制度の変更その他の理由で現在では公共サービスとして提供

する必要がなくなった 

・その他 

イ 施設の利用度が極めて低いかまたは利用者の偏りがあり、税財源を投入して維持し続けることが、

市民への公平なサービス提供の観点から見て不適切であるものについては、公共施設としては

廃止します。 

（例） 

・施設の稼働率が 30％未満であり、利用率改善の見通しがないもの 

・特定の利用者の専用施設のような状況にあり、広く公共の利用に供するための改善の見通し

がないもの 

ウ 人口減少等の要因により、施設の維持に係る効率が他施設と比べて極度に低くなることが見込

まれる施設で、隣接地域に同種・類似施設がある場合には、必要なサービス水準を維持するた

めに施設の統合を行います。 



48 

（例） 

・教育施設、福祉施設など、同種施設が多数あるもの 

・類似施設への併設・統合が可能な施設 

（注）なお、廃止した施設については、原則的に他用途への用途転換は行わず、売却等により処分す

るものとします。 

区分③  用途を変更し存続する公共施設 

≪考え方≫ 

ア 施設の現状等から、本来的には区分②とすべきであるものの、法制度に変化や市民ニーズの変

化に基づいて公共施設機能の整備が必要となった場合に限って、用途を変更し存続することが

できるものとします。 

区分④  存続する公共施設 

≪考え方≫ 

ア 区分①～③のいずれにも当てはまらず、公共施設として保持し続けることが必要である施設につ

いては、存続するものとします。 

 

③ 公共施設削減目標の設定 

以上の区分を行ったうえで、短期（5 年）、中期（10 年）の時期における公共施設削減目標量を明確

にします。 

≪時期区分≫ 

ア 短期削減目標（5年）  （現保有量の約 11％削減を基準とする） 

イ 中期削減目標（10年）  （現保有量の約 23％削減を基準とする） 
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■『公共施設配置マップ』の概要 

 

（公共施設配置マップの構成） 

 公共施設の機能及び配置の状況を分かりやすく示した一覧表 

 マップの縦軸には公共施設の機能・目的を、横軸には公共施設の立地（自治会・小学校区・中学

校区）を設定し、公共施設全体のバランスシートとして作成 

 

（公共施設配置マップの機能） 

次の３つの視点で施設の分布や機能の重複を分析 

 視点① 公共施設の配置に偏りがないか？ ⇒公共施設を小学校区毎にマッピング 

 視点② 同じ機能を持つ施設が近隣にないか？ ⇒公共施設を機能毎にグルーピング 

 視点⑤ 老朽化や利便性は？  ⇒公共施設のストック情報の確認 

 

（公共施設マップの作成効果＝施設情報の「見える化」） 

 全ての公共施設を配置することにより、用途や所管に関わらず、施設の機能性や老朽度に注目し

た公共施設の再配置の検討が容易になる。 

 利用情報（利用圏域、稼働率、利用率）の追加により、公共施設（機能）の様々な偏りが確認でき

る。 

 民間施設情報の追加により、施設の代替性の確認が容易になる。 

 公共施設情報の一元的な提供により、市民の施設利用の選択の幅が広がる。 

 

公共施設配置マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

：概ね 30年程度を見越した将来の人口や財

政の枠内で持続可能な自治体経営を行うた

め

を定めま

す。 

 

：10年を本計画の計画期間として

を定めます。 

（１０年ごとに見直し） 

 

：本計画の前期 5年間の実施計画（公共施設

再配置計画）として

を定め、順次実施し

ていきます。 

（5年ごとに見直し）

公共施設のマッピング 

公
共
施
設
の 

グ
ル
ー
ピ
ン
グ 

公共施設のストック 

情報の確認 

     築 50年以上経過した施設 

     築 40～49年経過した施設 
類似機能を持つ公共施設を設置用途に拘らず

グループ分けし、機能の重複を確認 

小学校区・中学校区毎に公共施設を配置

し、施設の偏りと利用圏を確認 

 
公共施設マップを作成し、
福知山市の全ての公共施設
を配置します。 
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■『公共施設利用状況調査』 

（公共施設利用状況調査の機能） 

次の視点から公共施設の利用実態を詳細に把握 

◆視点④ 利用ニーズは高いか？規模は適正か？ ⇒公共施設の利用状況の確認 

 

公共施設の調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稼働率の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福知山市公共施設の用途別延床面積の構成比率 

 

  

（３）供給情報
01_対象者

H21 H22 H23 H24 H25
02_01運営時間・日 8
02_02休日 その他
02_03休日(その他)
03_01利用_年間供用日数 308
03_02利用_年間延べ利用者数 284474
03_03利用_有料利用者数
03_04利用_年間実利用者数

H21 H22 H23 H24 H25
04_01稼働率_年間延べ利用回数 3778
04_02稼働率_1日当たり利用可能回数 21
04_03稼働率 58% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

H21 H22 H23 H24 H25
05_01利用率_年間延べ利用者数 5000
05_02利用率_1日当たり定員 500
05_03利用率 3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

06_設備（ホール、会議室）

毎週月曜日、12/31～1/3

午前 午後 夜間
大会場(例10/1) 500人 500人 500人

大会場定員 500 人
利用者数 1,500 人
利用率 300%

午前 午後 夜間
研修室１ ○ × ○
調理室 × ○ ×
和室 ○ ○ ○

利用可能回数 9 回
利用回数 6 回
稼働率 66.7%

◇利用率の考え方（ホールなど） 

   利用率_年間延べ利用者数 

   利用率_1日当たり定員 

◇稼働率の考え方（会議室など） 

   稼働率_年間延べ利用回数 

   稼働率_1日当たり利用可能 

         回数 

公用施設, 102 教育施設, 37

公営住宅, 47

市民文化系施設, 
136

医療施設, 11
子育て支援施設, 

38

保健・福祉施設, 13

公園, 107

産業系施設, 68

観光・宿泊（研修）

施設, 39

社会教育系施設, 
77 その他, 

59

（施設数）

公用施設
7.7%

教育施設
31.3%

公営住宅
17.7%

市民文化系施設
10.3%

医療施設
0.5%

子育て支援施設
4.1%

保健・福祉施設
2.2%

公園
0.7%

産業系施設
5.3%

観光・宿泊（研修）

施設
2.7%

社会教育系施設
12.0%

その他
5.4%

（延床面積比率）

資料：公共施設（ハコモノ）の現状調査

（H25.9～H26.7実施） 
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④ 個々の再配置の判断方法 

個々の公共施設について、維持更新するのか、統合して合理化するのか、民間や地域社会に移譲す

るのか、あるいは廃止するのかといった再配置の方針を策定する際には、判断基準を明確にして取り組

むものとします。 

例えば、下図に示す「ポートフォリオ」による分類評価は有効な手法です。具体的には、公共施設の評

価に係る２つの指標を設定し、更新、統合、移譲、廃止に関する評価を行います。指標としては、公共施

設の利用ニーズや利用率、義務的施設であるかどうか（法的な位置づけの有無等）、施設の老朽度等が

考えられ、施設の用途区分に応じて適切な指標を設定することで、分かりやすい判断を行うものとします。 

 

■「ポートフォリオ」による公共施設の分類評価 

（方 法） ・公共施設の評価に係る２つの指標（それぞれ３つのランク）を設定し３×3＝9 つのセ

ルを持つマトリクスにより、更新、統合、移譲、廃止に関する評価パターンを作成し、当

該用途区分の施設を全て当てはめることで統一的な評価を行う 

（指標例） ・公共施設の利用ニーズや利用率 

  ・義務的施設であるかどうか（法的な位置づけの有無等） 

  ・施設の老朽度等 

＊これらのなかから、用途区分のグループごとに比較評価が可能な適切な指標の組み

合わせを設定 

（市民ニーズと義務的の度合いを二軸とした例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

高 
 
 
 
 
 

中 
 
 
 

 
 
 

低 

統合 

または 

移譲 

低        中         高     

統合 

または 

廃止 

廃止 

更新 

または 

統合 

統合 

または 

移譲 

移譲 

または 

廃止 

更新 

更新 

または 

統合 

統合 

または 

移譲 

有効利用 

市民ニーズ 

高 

低利用 

市民ニーズ 

中 

未利用 

市民ニーズ 

低 

民間・代替可

能施設 

準義務的 

施設 
義務的施設 

施設の需要があり、近隣に代替
機能をもつ施設がないハコモノ 
 ◆義務教育施設・地域 

コミセンなど 

施設の需要（利用度）も少
なく、近隣の公共施設が類
似機能を持つハコモノ 

施設の需要はあるものの
民間による運営が可能
なハコモノ 
◆地域集会所など 

機能を統合（公）または移譲（民）

のどちらでも担うことができるゾー

ン。こうした役割分担をＰＰＰ（公民

連携）といいます。 

更新＝機能維持のため施設を建替えすること 

統合＝他施設との複合化で機能を移転すること 

移譲＝機能を民間事業者または地域社会に移管すること 

廃止＝機能維持をしないため施設を建替えせず解体すること 



52 

（４） 公共施設の再配置の方策  

 

① 公共サービス自体の見直し 

公共サービス自体について、ムダの有無や優先度等の視点から見直します。 

公共施設の中には、利用頻度が低い施設（サービス自体の必要度が低いもの）、利用の偏りがあるな

ど有効に利用されていない施設、有効に活用されていない余剰空間を持つ施設などがあり、その状態を

解消することが必要です。 

本市における公共施設の利用状況を見ると、市民文化系施設（市民会館、厚生会館、勤労青少年ホ

ーム、集会所等）では、会議室等稼働率が 2割以下のものが 91％（利用率の把握できた 58施設中 53

施設）を占めています。 

こうした稼働率の低さの一つの背景としては、施設の利用情報が広く公開されておらず、使いたい人に

情報が十分に届いていない、施設の利用者が固定化され、施設が仮予約されることによりそれ以外の人

が利用しづらいなどの問題も考えられます。これらについては、運営の改善を図ることで、稼働率の向上

を図ることが必要です。 

しかし、類似の施設が複数あり、機能が重複している、そもそも市民の利用ニーズが高くないといった問

題もあるため、公共施設において現在提供されているサービスについて、幅広い市民が利用できる公共

性が高いものであるかどうか、サービス自体を引き続き提供することが必要かどうかを吟味します。 

義務教育をはじめ、法的に公共に提供義務があるサービス、市民にとって必要なものとして総合計画

において明確に位置づけられている公共サービス、代替不可能な公共サービスについては、優先度の高

い公共サービスとして引き続き維持し、またその受け皿となる公共施設等については、適切な維持更新

を図ります。 

一方、市民の利用ニーズが低い場合や、一部の利用に偏っている場合など、利用度が低く、また公共

サービスとして維持する必要性が低いものについては、サービス自体の廃止や、受け皿となる公共施設

の再配置を進めます。 

 

サービスの区分 考え方 対応する公共施設 

優先度の高い公

共サービス 

○法的に義務づけられた公

共サービス 
・義務教育施設など 

○総合的な政策判断から市

民にとって必要なものとして

「まちづくり構想 福知山」

に位置付けられている公共

サービス 

・市民生活の基盤として不可欠な公共サー

ビスを提供する公共施設 

・将来にわたって地域の課題解決に役立つ

地域経営の戦略的な拠点とする公共施設 

○代替不可能な公共サービ

ス 

・利用可能な圏域に他の類似の施設がな

く、当該施設以外には、民間も含めてサー

ビス提供の代替手段がない公共施設 

優先度の低い公

共サービス 
○上記以外 

・サービス自体を見直すとともに、サービス

が不要となる場合には当該公共施設の再

配置を推進 

 

② 公共施設の統廃合 

施設の重複等によるムダが見られるものや、公共サービスの必要性はあるものの、現在その利用度が

高くなく、今後とも人口減少等を踏まえた利用量の縮小が見込まれるものについては、施設のムダを解

消し、更新コストを削減するため、可能な限り同種・類似施設の統合化を図ります。 
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また、統合の結果、余剰となった施設は、更新・管理コストを新たに発生させないよう、原則的には他

の公共施設用途への転用は行わず、用途廃止により処分します。 

 

③ 公共施設の複合化・多機能化 

１施設・１機能の縦割型サービスではなく、１施設の中で複合化・多機能化が図れるものにあっては、

「施設重視から機能重視への転換」の観点からできる限り複合化し、公共施設保有量やランニングコスト

の削減を進めます。 

また、機能の複合化に即したサービスメニューの見直しや機能間の連携強化により、サービス水準の

向上を図るとともに、異なる機能の利用者間の交流など、相乗効果の発揮も期待されます。 

なお、複合化の結果、余剰となった施設は、更新・管理コストを新たに発生させないよう、原則的には

他の公共施設としての転用は行わず、用途廃止により処分します。また、公共施設の部分的なスペース

の削減が図れる場合にも、他の公共施設用途への転用は行わず、民間への賃貸等により有効活用を図

ります。 

 

④ 新規施設建設の原則 

公共施設の総量を削減するため、新規施設の建設については、原則抑制します。 

一方、新たな社会的要請等により、新規建設がやむを得ない場合においても、類似施設や近接施設

などがある場合には、「スクラップ＆ビルド」の原則により、類似施設や近接施設など既存の複数施設を廃

止（スクラップ）して、新たな１つの施設を建設（ビルド）することで、保有総量を削減します。 

また、その場合にも、前述の「複合化・多機能化」を追求するとともに、利用ニーズの変化に伴って施

設機能を柔軟に変更することができる「スケルトン・インフィル方式」を採用するなど、長期を見通したライ

フサイクルコストが削減できるよう、十分に工夫します。 

 

⑤ 広域連携による公共施設の適正配置 

隣接自治体も含めた広域的な施設機能の重複の解消を視野に入れ、公共施設の適正配置を行いま

す。 

特に、現在、国は、人口減少と少子・高齢化が進む中、地方圏において安心して暮らせる地域を形成

するため、「定住自立圏」の構築を促進しています。地域の資源を活用して圏域内の市町村が相互に役

割分担し、連携・協力することにより、地域住民のいのちと暮らしを守るため圏域全体で必要な生活機能

を確保し、地方圏への人口定住を促進する政策です。 

本市はその「中心市＊」としての要件を備えており、その役割発揮が期待されるポジションにあることから、

今後、近隣市町と調整・連携しながら、広域的な観点から公共施設の適切な配置を進めていきます。 

＊定住自立圏における「中心市」の要件①人口：５万人程度以上（少なくとも４万人超）、②昼夜間人口比率：１以上（合併市の場合

は、人口最大の旧市の値が１以上も対象とする。） 

 

⑥ 市民協働によるまちづくりと公共施設の再配置 

地域住民による施設に管理運営が可能かつ適切な場合には、「補完性の原理」を踏まえ、公共施設

の地域コミュニティへの移譲を行います。 

例えば、地域集会所や共同作業所など施設の利用者が特定の地域住民であるコミュニティ圏域施設

については、自助・共助による施設運営を基本に、利用者である地域コミュニティへ移譲します。 

また、施設の再配置とあわせて、地域の将来のまちづくり方向を市民と行政の協働により検討していき

ます。  
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⑦ ＰＰＰ（公民連携）による再配置 

「施設重視から機能重視への転換」の視点から、民間が効果的・効率的に担うことのできるサービスに

ついては、積極的に民間事業者に委ねていくこととし、施設の整備、更新、維持管理、運営など公共施

設の再配置に係るあらゆる場面において PPP＊（公民連携）を推進します。 

既存公共施設の管理運営については、次章で示す指定管理者制度等の導入を進めます。 

また、前述の「スクラップ＆ビルド」の原則に基づいて新たな施設の整備を行う場合には、ＰＦＩ＊＊の導入

など、民間活力の積極的な活用を検討します。 

さらに、施設そのものの民間への譲渡も視野に入れて再配置を進めます。特に、観光施設や集客施

設など、民間事業として持続的に経営することが可能かつ妥当な場合には、民間事業者に施設を譲渡

することにより、ニーズ変化に機敏に対応するサービスの提供を図ります。また、その際には、市有財産の

最適な処分となるよう留意します。 

＊PPP ：パブリック・プライベート・パートナーシップの略。公民が連携して公共サービスの提供を行う様々な方法の総称。 

＊＊PFI ：プライベート・ファイナンシャル・イニシアティブの略。公共施設の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを

活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的なサービスの提供を図る手法。 

 

⑧ 公共施設の防災の視点からの再配置 

市が有する公共施設には、災害時に避難所として活用する施設があります。避難所には、市立小中

学校や地域コミセンなどの市が開設・運営を行う広域避難所と、地域の集会所など自治会や自主防災

組織が開設・運営を行う地区避難所があります。加えて、広域避難所のバックアップとして、直下型地震

などの大規模災害時に広域避難所だけでは対応しきれないことを想定し、市立保育園などの比較的小

規模な市有施設や府立高等学校などを避難所として指定しています。 

こうした避難所としての機能は、施設本来の目的や実際の使用頻度からみて 2次的な要素として捉え

られますが、市民の生命・財産を守る市の責務として、市民の安全な避難先（避難所）の確保を行う必

要があることから、公共施設の再配置にあたっては、施設の本来目的と合わせて、防災上の観点も加え

て判断するものとします。 

■避難所確保の考え方 

（広域避難所） 
・市民の安心・安全を確保するという観点から、地理的要件、地域人口、市民の避難実績、災害リス
ク等を加味して、広域避難所の最適な配置を行うものとする 
・現状の指定広域避難所を基本とする（現にある施設を活用する） 
・１小学校区に広域避難所一つを基本とする 
・特に人口が密集する市街地においては、浸水リスクや被災想定人口を踏まえ、可能な限りの市有施
設を広域避難所として確保する 
・広域避難所として位置づけられる施設については、その安全性の確保や機能維持のため、必要に応
じて重点的に投資を行う 

（その他の市有施設避難所） 
・大規模災害時に開設するバックアップの市有施設については、公共施設再配置の観点を優先させ
判断することとする（フルセットを求めない） 
（地区避難所） 
・地域の集会所等の地区避難所については、自治会や自主防災組織により開設・運営が判断される
ものであることから、マネジメントの取組みにあたっては地域の判断に委ねることとする 
・市は、地域の広域避難所の確保と地区避難所の資機材等の備蓄への補助など側面支援を行う 
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５．公共施設の管理運営                    
今後とも存続する公共施設については、施設の特性に応じた効率的・効果的な管

理運営方法を選択するとともに、管理運営情報の一元化や公共施設使用料の見

直しを実施します。 
 

（１） 基本的な考え方  

公共施設再配置計画に基づいて何らかの形で存続することが決まった施設については、更に日常的

な管理運営方法についても、低コストでありながらサービスの向上を求められます。 

公共施設の選択と集中に加え、管理手法の工夫を積み重ねることによって、全体としてコストを削減し、

本当に必要な公共サービスの維持に充てることが可能となります。 

 

① 管理運営コストの削減 

現在、公共施設の管理運営に要する費用は、年間約 59億円、施設の減価償却費を加えると年間約

73 億円の経費がかけられています。市の一般会計歳出額 454 億円（平成 24 年度実績）の約 16％と

なります。従って、前述した再配置による削減とともに、保有し続ける施設についても、その管理コストの削

減は重要な課題です。 

■福知山市公共施設の管理運営に係る費用と収入（平成 24年度） 

（費用）                            単位：百万円 

管理運営費用 
減価償却費 総費用 

事業運営費 維持補修 小計 

5,010 899 5,909 1,409 7,317 

 

そのため、管理運営コストの削減に向け、次の諸点を踏まえて取り組むものとします。 

○公共性が高く、市が直接管理運営を行う必要がある施設は市が直営管理を行います。その際にも

民間委託の活用も含めて、管理運営方法を不断に見直し、改善します。 

○それ以外については、原則として PPP（公民連携）による公共サービスの提供を行う取組を積極的に

推進し、管理運営コストの低減化を図ります。具体的には指定管理者制度、包括的利用者への貸

付等の手法を実情に即して選択します。 

○サービス自体は廃止できないが、現状のサービスの提供体制に対してサービスの需要量が小さいも

のや利用度が低いものについては、部分的にはムダを生じています。そのため、利用時間帯を削減

するなどサービス水準を引き下げることで、管理運営コストの削減を図ります。 

○施設管理の一元的なマネジメントを行うことで、施設の維持管理コストの低減を図るとともに、利用サ

ービスの一元的なマネジメントを行うことで、利用率の向上による使用料収入の増加につなげます。 

 

② サービスや利用ルールの改善 

今後とも存続することとなった公共施設については、改めて提供すべきサービスの内容を吟味し、利用

者のニーズ変化等を的確に踏まえたサービスの質の向上を図ります。特に、利用料収入が施設運営費

の原資となる施設については、施設の利用率の向上による収益の向上も視野に入れてサービス内容の

改善を図っていきます。 

また、公共施設の使用料も含めた利用管理方法は基本的には条例とそれに基づく規則で定められま

すが、市町合併時の個々の施設ごとの条例が今日そのまま継承されている状況です。そのため、同種・
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類似の施設についても利用管理方法等が個別にゆだねられ、施設間のバランスを欠く状況も見られ、公

平性の面で問題があります。 

また、指定管理制度は 41施設（平成 26年 4月 1日現在）で導入されていますが、これについても、

指定管理に関する共通的なルールや基準等の統一が十分に図られているとはいえません。そのため、

公共施設の管理運営について、サービス水準がまちまちであり、また一元的な把握や評価ができにくい

状況であり、改善が必要となっています。 

また、利用料金制度においても、ほとんどの施設が利用料のみでは維持管理費を捻出できない状況

にあり、指定管理料の精査が必要です。 

こうしたことから、次のような取組により、サービスや利用ルールの改善等を図ってきます。 

○それぞれの施設における提供しているサービス内容を改めて吟味し、質の向上を図ります。 

○施設におけるサービスの水準のばらつきをなくし、利用者の利便が図られるよう、施設区分ごとの管

理運営方法の一元的なルール化や各種基準の見直しを行います。 

○公共施設の適切な維持管理に必要な原資となる公共施設使用料を見直します。 

 

 

（２） 最適な管理運営方法の選択  

 

① 管理運営方法の区分 

公共施設の管理運営には次に示す 4つの方法があります。 

ア 直営 

直営は、公共施設の管理やサービス提供を市が直接行うものです。 

公共性が高く、市が直接管理運営を行う必要がある施設、例えば市庁舎、消防署などの公用施設や、

市主催行事を中心に担う地域公民館などについては市が直営管理を行います。 

なお、その場合であっても、サービス水準を維持しつつコストダウンを追求し、一部業務の委託や施設

の管理委託等を効果的に導入します。 

イ 貸付・目的外使用許可 

（行政財産の貸付・目的外使用許可） 

行政財産として公用又は公共用に使用されている公共施設について、その一部を民間に賃貸、また

は使用を許可するものです。 

当該公共施設の敷地や建物に空きスペース等の余裕があり、かつ当該施設の本来の機能が阻害さ

れず、更に本来の機能の向上に資する場合など、施設の本来の設置目的にかんがみ総合的に検討を

加えた上で、差支えないものに限って行います。 

具体的には、施設の再配置により公共施設に部分的に余剰スペースが生じた場合について、新たな

サービスを展開する施設として有効活用を図ります。例えば、各支所における空きスペースの利用として、

住民票など各種証明書の取り扱いが可能な郵便局の配置などが考えられます。 
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■本市における事例  ― 施設の余剰部分の活用（大江支所） 

大江支所 2 階にある旧大江町の議場を活用するため、京都府に
対して議場の使用を許可し、京都府立大江高等学校が地方創生教
育の拠点となる校外教室とするべくサテライト教室として整備しまし
た。 

 

（普通財産の貸付） 

普通財産については、原則売却を前提としますが、場合によってはその一部又は全部を民間に賃貸し

ます。 

行政目的以外で現に民間に貸し付けられ、何らかの目的で利用されている施設については、売却等

に向けて利用者との調整を行います。 

現在利用されていない普通財産で、今後の活用計画が決まらないなど、売却先が決まるまでに期間

を要する場合は、財産の経済価値を発揮させるために、その所有の目的に応じて貸付を行い、有効な活

用を図ります。 

ウ 指定管理 

指定管理者制度は、市が所管する公の施設＊について、管理、運営を民間会社やその他の団体に委

託することができる制度で、公の施設の管理、運営に民間等のノウハウを導入することにより、管理運営

の効率化を目指すものです。 

また、民間活力をより効果的に発揮させるため、施設の機能に応じて利用料金制と使用料制をバラン

スよく組み込みます。特に、利用料金制については、指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくす

る効果が期待され、また、市及び指定管理者の会計事務の効率化が図られることから、有効に活用し、

利用者・事業者・市が相互にメリットのある、“三方よし”の関係づくりを目指します。 

＊公の施設：「『住民の福祉を増進する目的をもつて、その利用に供するため』に地方公共団体が設ける施設」と定義さ

れ（地方自治法第 244条第 1項）、「公の施設」の設置及び管理に関する事項は条例で定めることとされ

ている（同法第 244 条の 2 第 1 項）。従って、住民の利用に供さない施設、住民の福祉の増進を目的と

しない施設は公の施設とは位置付けられず、指定管理者制度は適用できない。 

エ 包括的民間委託 

包括的民間委託は、近年普及しつつある性能発注による民間委託制度であり、下水道などの処理施

設で導入が図られています。民間事業者が施設を効果的・効率的に運転し、一定の性能（パフォーマン

ス）を発揮することができるのであれば、施設の運転方法の詳細等については民間事業者の自由裁量に

任せるという考え方であり、施設の管理コストの低減が期待される手法です。今後、その有効性について

検討していきます。 
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② 管理運営方法の選択 

基本的には、民間活力の積極的な活用を念頭に置き、施設の現状や特性に応じて、最も効果的・効

率的な管理運営方法を導入します。 

特に、「公の施設」については、提供するサービスの公共性、効率性、サービス水準等を勘案して、有

効性が高いと判断されるものについては、指定管理者制度等により、民間事業者の積極的な活用を行い

ます。 

 

■公共施設の管理方法の区分の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「公の施設」の指定管理者制度等の適用に当たってのチェックポイント 

（参考）神戸市「公の施設の指定管理者制度運用指針」（平成 26年 4月）より 

既に指定管理者制度を導入済みの施設を含めすべての公の施設について下記の項目をチェ

ックする。該当する項目数が多いほど、民間事業者等の管理運営の領域であると考えられる。 

特に、下記の項目のうち④、⑤、⑥のいずれかに該当する施設については、民間事業者等に

よる運営を念頭に入れ指定手続を行う必要がある。 

①民間事業者等に任すことで、利用ニーズにあった開館日、開館時間の拡大などサービス内

容の充実や民間事業者等のノウハウの活用が期待できる。 

②民間事業者等に任すことでコスト削減が図れる可能性がある。 

③利用の平等性、公平性など（守秘義務の確保等を含む）について、行政でなければ確保で

きない明確な理由がない。 

④同様・類似サービスを提供する民間事業者等が存在する。 

⑤施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を勘案して、民間事業者等の

運営が可能である。 

⑥税負担ではなく使用料・利用料金により運営を行う収益的施設である。 

  

公用施設 
市庁舎、消防署等 

公共用の施設 
公用施設以外 

行
政
財
産 

普
通
財
産 

現在利用されていない施設 

現に民間に貸し付けられ何ら

かの目的で利用されている施

設 

直営 

指定管理 

包括民間委託 

一部業務
の委託 

売却 

貸付 

原則直営 

将来売却 

原則売却 

当面の有効活用 

当面の有効活用 

余剰スペース
の貸付 

＊最適な方法を選択 
公の施設 

公の施設
以外 

《施設の区分》 《管理運営方法の区分》 

専門ノウハウ活用 



59 

③ 管理運営方法の評価 

民間が公共施設の管理運営を担う場合には、管理業務が適切に行われているかどうか評価し、業務

内容の改善を図っていく必要があります。 

現在、指定管理施設については、指定管理者が条例、規則等に従い、適切かつ確実なサービスを安

定的、継続的に提供しているかどうかを監視（測定・評価）するため、毎年度「モニタリング」を実施してい

ます。指定管理者自身の自己評価を受けて市が評価を行い、指定管理者に対して必要に応じて改善に

向けた指導・助言等を行っています。 

今後、さらに効率的かつ効果的な施設の管理運営へと不断に改善していくことが必要であり、そのため、

現行のモニタリング制度について、第三者による評価の仕組みを導入することで、評価の客観性や中立

性を更に高め、進行中の指定管理業務の改善につなげるとともに、指定管理の枠組みそのものの見直し

や再構築にもつなげていくものとします。 

 

 

（３） 管理運営情報の一元化  

 

① 施設管理の一元的マネジメント 

今後、施設の老朽化や耐用年数の到来に伴い、施設の維持補修費はますます増加していきます。従

って、施設の管理費や維持補修を、「全体最適」の観点からいかに効率的にマネジメントしていくかが課

題となります。現在、本基本計画を策定するために用いた公共施設状況調査などによって、各施設の管

理運営費を把握していますが、将来的には、公有財産管理台帳と連携したアセットマネジメントシステム

（施設管理システム）を導入するなど、最小の費用で最大の効果が得られるよう一元管理を行っていく必

要があります。 

特に、施設のライフサイクルコスト（LCC）、すなわち、建物を建築し、維持管理して、最終的に解体・廃

棄するまでの、建物の全生涯に要する費用の総額を把握することが重要となっています。これにより、建

替え、大規模改修、長寿命化等の最適な更新手法を選択します。 

 

② 利用情報の一元的マネジメント 

施設の利用率の低さや利用の偏在の問題については、より利用しやすい仕組みを導入することで、施

設のＰＲにつなげ利用率の改善を図ることが必要です。 

そのため、インターネットによる一元的な公共施設利用システムにより予約状況の「見える化」を図るな

ど、利用者の利便性を向上する方策について検討します。また、あわせて予約キャンセルに対する賦課

等を設定するなどにより、市民の公共施設利用の公平性を担保することにもつなげます。 

なお、その際には、インターネットを利用できない層に対する情報提供方法を十分に配慮することが不

可欠です。 

 

③ 条例及び各種規定の見直し 

施設管理に関する条例及び各種規定を横断的に見直し、同種のサービス機能別の統合などにより、

一元的な管理、サービス水準の統一等を図ります。 
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（４）公共施設使用料の見直し  

 

① 基本的な考え方 

公共施設再配置計画に基づき存続する公共施設において、使用料収入は維持管理にとって不可欠

な原資であり、その合理的な収受の考え方を整理することが大切です。 

公共施設（ハコモノ）は全て一定の行政目的のため、基本的には市民の税金により整備されています

が、誰もが平等に受けられる一般の行政サービスとは異なり、施設内でサービスを提供するという特性を

持っているため、義務教育施設を除いては、それを「使う人」と「使わない人」が存在し、施設の維持管理

費の不足については「使わない人」を含む全市民の税により賄われています。 

公共施設を使う人と使わない人との負担の公平性を考えたとき、使う人＝受益者に応分の負担をお

願いし、施設の維持更新費を確保するため、使う人と使わない人のどちらもが納得していただける使用料

の適正化が必要です。 

公共施設の管理運営には、日常的な施設の修繕や改修費、電気代や光熱水費、サービスの提供に

係る職員の人件費などのコストが発生します。こうしたコストについては、提供するサービスの公共性が高

いか低いかの度合いに応じて、市民が納める税金で賄うか、受益者の負担で賄うかをバランスさせること

になります。 

受益者負担の具体的な形は公共施設の使用料であり、今後、公共施設の再配置に合わせて使用料

の見直しの考え方を明確にしていきます。 

基本的には次の視点から考え方を検討していきます。 

○「全体最適」の観点から、公共施設管理運営総コストに占める受益者負担の全体的なバランスのあ

り方を検討します。 

○公共性と公益性を踏まえた施設ごとの受益者負担のあり方を検討します。 

○使用料見直しプロセスを市民が納得できる透明なものにします。 

 

② 使用料の算定の考え方と水準 

ア 受益者負担の全体的なバランスのあり方の検討 

公共施設全体として見たときの管理運営コストの適正な受益者負担の観点から、施設運営費総額に

占める受益者負担総額の比率と税（一般会計）による負担の比率のあり方を見直します。 

イ 公共性と公益性を踏まえた施設ごとの受益者負担のあり方の検討 

施設区分ごとの受益者負担のあり方については、税で運営コストを負担する場合における公共性と公

平性の明確化、受益者負担を求める場合の考え方と範囲等を見直します。 

また、類似施設における料金体系の統一（時間単位・単価・付帯設備使用）を図るほか、減額・免除

規定を見直します。 

 

③ 定期的な見直しと検証 

施設使用料の見直しにあっては、市民全体に負担を求めることから、改定にあたって十分な周知期間

を設けることとし、料金設定の根拠を明確に説明できるよう努めます。 

利用者と市民全体の負担割合や、減免基準の根拠となる市の施策や市民意識は日々変化すること

から、現在の情勢に合致した使用料となっているか、適宜、検証を行います。 

また、使用料見直しプロセスを市民が納得できる透明なものにできるよう、直接的な利用者はもとより、

施設の維持管理コストの大部分を担っている納税者としての市民を対象として、パブリックコメント等による
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意見の把握を行います。その際には、持続可能な公共施設管理の観点からのわかりやすい使用料見直

し方針を作成することとします。 

使用料を見直し、現在以上の負担を求める場合は、激変緩和措置など、実態に即して必要な対応を

検討します。 
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６．公共施設の維持更新                    
今後とも存続する公共施設については、施設の老朽化等に対応し、安全確保や

長寿命化に資する修繕・改修や更新を実施。 
 

（１） 基本的な考え方  

公共施設の再配置に関する検討の結果、今後とも存続することとなった施設については、安全確保を

最重視し、長期にわたって効率的な利用を持続できるよう、施設の計画的な維持更新や長寿命化を進

めるものとします。 

 

（２） 点検・診断  

再配置の検討を行う際に、施設の劣化度が未把握のものについては、施設の安全性を把握するため、

経年による施設・設備の劣化や、外的負荷（気候天候、使用特性等）による性能低下の状況等について

点検・診断を行うとともに、過去の管理状況を把握し、施設の保有に関する優先度を評価します。 

また、今後とも存続することになった施設については、引き続き安全確保を重視し、定期的に施設の点

検・診断を行い、計画的な維持更新の基礎とします。 

 

（３） 安全確保  

① 安全確保 

施設に故障がある場合や、点検・診断により高い危険性が認められた公共施設については、利用の制

限等必要な措置を講じたうえで、安全確保に係る応急措置や改修を速やかに実施します。 

また、用途廃止を行い、他用途への転用が予定されていないものについては、施設の撤去に至るまで

の間、安全上の問題が生じないよう、施設への立ち入り禁止など、必要な措置を講じます。 

 

② 耐震化 

今後とも存続することになった施設で、耐震診断の結果、いわゆる「新耐震基準」を満たしていない建

物について、必要な耐震改修を進めるものとします。 

そのため、平成 20～２７年度を計画期間とする「福知山市建築物耐震改修促進計画」を見直し、耐

震化の進捗状況の整理を踏まえて、改めて施設ごとの耐震化の目標と取組方策を定めます。 

 

（４） 適切な維持更新と長寿命化  

① 修繕・更新 

今後とも存続することになった施設については、故障部位の修繕や老朽部位の更新を行うことで、施

設の安全性や利便性を維持します。 

また、施設ごとに長期にわたる維持管理コストを把握したうえで、施設の重要度や劣化度等に応じて優

先度を整理し、全体としての維持管理コストを勘案しながら、計画的に改修・更新を進めます。 

 

② 長寿命化 

今後とも存続することになった施設については、平均的な耐用年数を超えて施設の長寿命化を図るこ

とで、財政負担を軽減し、かつ長期にわたって安全性、利便性を維持できる場合があります。 

そのため、そうした条件のある施設については、長寿命化計画を策定し、計画的な改修更新を行うこと
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とします。 

 

③ ユニバーサルデザイン化 

公共施設等の改修や更新を行う際には、福知山市ユニバーサルデザイン推進指針や関係法令等を

踏まえて、ユニバーサルデザイン化への対応に努めていきます。 

 

④ 脱炭素化の推進 

脱炭素※1社会実現のため、「ゼロカーボンシティ表明※2」「再エネ 100宣言 REアクションへの参加※3」

及び「福知山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、公共施設等の維持管理及び整備

等に合わせて、2050 年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロに向けて公共施設等の脱炭素化に取り

組みます。 

 

※1脱炭素（カーボンニュートラル） 

   脱炭素とは、地球温暖化の原因となる温室効果ガス（主に二酸化炭素）の排出量を抑えるとともに、植樹や森林管理な

どで温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を進め、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質的な排出量を

ゼロにすること。 

※2ゼロカーボンシティ 

   環境省では、「2050 年に CO2（二酸化炭素）を実質ゼロにする旨を首長自らが又は地方自治体として公表された自治体」

をゼロカーボンシティとしています。 

※3再エネ 100宣言 REアクション 

   企業、自治体、教育機関、医療機関等の団体が使用電力を 100％再生可能エネルギーに転換する意思と行動を示し、

再エネ 100％利用を促進する枠組みです。 
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７．公共施設の機能別の取組                 
公共施設の機能別に、施設の概要と利用状況を整理するとともに、再配置の方向

や今後の取組予定等を記載します。 
 

 

７－１ ハコモノ 

 

【削減目標の考え方】 

① 期間の考え方 

削減目標の期間は、基本計画の計画期間である中期（１０年間）とします。 

このうち、既に統廃合の方針が定まっているもの、施設配置の偏りや機能の重複等が見られ、かつ期

間内に大規模改修や施設更新時期が到来する施設、施設の稼働率が著しく減少している施設、利用実

態等から民間移譲が可能な施設などを対象に、短期（５年間）の削減目標をあわせて設定します。 

短期目標を設定しない機能別公共施設についても、後述する方針に基づき、随時、再配置の取組み

を推進します。 

 

② 目標数値の考え方 

削減目標は、機能別公共施設削減割合、すなわち、公共施設区分毎の総延床面積に対する削減延

床面積の割合で表記しています。 

また、機能別公共施設管理（整備）計画（分野別の各種関連計画）を策定する施設については、当該

計画により具体的な削減目標を設定するものとします。 

 

③ 削減効果 

本取組みによる削減効果（削減延床面積）は、10年間で、福知山市の公共施設総量の約 20%（概ね

10万㎡）を目指します。 

また、後述の公共施設の機能別に削減の取組みを進めるとともに、ここに記載のない公園施設などそ

の他施設についても、随時、削減を進めるものとします。 

 

 

【機能別の取組方向】 

以下、機能別に取組方向を述べます。 

 

≪データの見方≫ 

 データは、原則「公共施設(ハコモノ)の現状調査」（H25.9～26.7実施）による。 

 平均築年数は、棟単位で計算。 

 年間延利用者数及び平均稼働率は、利用者数データのある施設のみの値 

 施設の収支 

【支出】事業運営費：正職員人件費、嘱託職員人件費、臨時職員人件費、人件費その他

（指定管理者）、賃金・報償費 需用費(運営分)、役務費(運営分)、

事業委託料、その他 

【支出】施設管理費：需用費（光熱水費）、需用費（修繕料）、需用費（その他）、役務費、

委託料、使用料・賃貸料、公債費、その他、減価償却費 
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（１） 公用施設  

 

① 現状と課題 

ア 施設概要 

用途小分類 所管課 
施設数 

(施設) 

棟数 

（棟） 

延床面積 

(㎡) 

平均延床 

面積(㎡) 

平均築年数

(棟単位) (年) 

庁舎 総務課ほか 12 25 28,245 2,354 37 

消防施設 消防本部 68 83 9,390 138 22 

イ 施設の利用状況 

用途小分類 
年間延利用者数(人) 

平均稼働率 主な施設 
総数 施設平均 

庁舎 374,157 28,781 - 本庁舎、支所庁舎 

消防施設 31,100 349 - 消防防災センター、東分署、北分署、詰所 

ウ 施設の収支状況 

用途小分類 
支出(千円) 収入(千円) 

事業運営費 施設管理費 計 使用料・利用料 国府補助 その他 計 

庁舎 148,808 192,399 341,207 106  5,211 5,317 

消防施設 991,200 37,121 1,028,321 - -  - 

 

② 取組の方向 

用途小分類 削減目標(案) 施設の課題と再配置の方向 

庁舎 

中期目標 

(10 年) 

10％ 

うち短期目標 

(５年) 

5％ 

公共施設の現状分析 

ア 行政本位の利用や効率化の視点だけではなく、市民の視点にたち、

組織の枠にとらわれない配置やレイアウトの工夫により、わかりやすさや

利便性の向上をめざすとともに、スペースを有効に活用することで、市

民の活動スペースの提供など市民に開かれた庁舎を実現する必要が

ある。 

イ 支所等の公共施設は、市町合併後、市民生活に急激な変化がない

よう、地域の特性やバランスを考えて配置してきたが、支所機能の本

庁への集約化が進んでいる。このため、各支所庁舎については、事務

室や会議室、議場などの余剰スペースがある。 

ウ 庁舎（支所含む。）の他、倉庫等の小規模公用施設が点在している。 

再配置の方針 

ア 今後、大規模災害に対する危機管理拠点としての整備のほか、地域

の拠点としての再整備を進める。 

また、余剰スペースを民間企業へ貸付けすることなどにより、施設

機能の補完や収益の向上に努める。 

イ 小規模公用施設については、積極的な整理・統廃合を検討し、点在

する小規模公用施設を大規模施設へ集約し、不用施設を抽出するこ

とや資産価値の低い施設（調整区域に設置された施設等）への集約

などにより、不用施設の売却処分を進める。 
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消防施設 

中期目標 

(10 年) 

30％ 

うち短期目標 

(５年) 

15％ 

公共施設の現状分析 

消防団の施設整備は、団員の高齢化、若年層人口や農村・中山間地

域の人口減少などにより団員の確保や活性化など課題を克服していく必

要がある。 

また消防水利においても老朽化により順次更新が必要となるため、計

画的に進めていく必要がある。 

再配置の方針 

地域の実情に応じた消防団の再編や統合を計画に基づき実施し、効

率的な部隊運用、消防施設、資機材の整備を進めるとともに、老朽化し

ている防火水槽や消火栓についても適正配置方針に基づき順次改修

する。 
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（２） 教育施設  

 

① 現状と課題 

ア 施設概要 

用途小分類 所管課 
施設数 

(施設) 

棟数 

（棟） 

延床面積 

(㎡) 

平均延床 

面積(㎡) 

平均築年数

(棟単位)(年) 

小学校 教育総務課 53 196 96,192 1,815 39 

中学校及び 

小中一貫校 
教育総務課 18 77 50,042 2,780 32 

学校給食 

センター 
学校給食センター 3 6 5,050 1,683 15 

イ 施設の利用状況 

用途小分類 
年間延利用者数(人) 

平均稼働率 主な施設 
総数 施設平均 

小学校 1,069,929 44,580 -  

中学校 555,255 61,695 -  

学校給食 

センター 
- - -  

ウ 施設の収支状況 

用途小分類 
支出(千円) 収入(千円) 

事業運営費 施設管理費 計 使用料・利用料 国府補助 その他 計 

小学校 221,530 269,491 491,021 0 0 0 0 

中学校 73,797 171,186 244,983 0 0 0 0 

学校給食 

センター 
249,838 48,794 298,632 0 0 9,544 9,544 

 

② 取組の方向 

用途小分類 削減目標(案) 施設の課題と再配置の方向 

小中学校 

中期目標 

(10 年) 

児童生徒数

推計により

新たな計画

を策定 

うち短期目標 

(５年) 

15％ 

公共施設の現状分析 

複式学級の解消を目的に「福知山市立学校教育改革推進プログラ

ム」や「福知山市公立学校施設整備計画」に沿って、地域の実情にあわ

せた統廃合や施設再整備を進める。 

再配置の方針 

ア 複式学級のある学校を対象に適正規模・適正配置を進める。 

イ 学校施設の更新にあたっては、スケルトン方式を採用し、地域ニーズ

に的確に対応した施設の複合化を進める。 

また、学校施設が避難所となる場合には，想定避難者数や、災害種

別のリスクを考慮し、防災担当部局と連携して、避難所として必要とな

る機能を障がい者、高齢者、妊産婦等の要配慮者の利用を踏まえて

計画する。 

ウ 統合により学校の機能のなくなった施設については、廃止を基本と

し、跡地の利活用については、民間施設として貸付・売却を原則とした

活用方法を地域と共に検討する。 
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学校給食 

センター 

中期目標 

(10 年) 

児童生徒数

推計により

新たな計画

を策定 

うち短期目標 

(５年) 

20％ 

公共施設の現状分析 

児童・生徒数の減少により、施設性能が過大となる見込みである。 

再配置の方針 

児童・生徒数の推計により、計画的に施設の一元化を進める。 
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（３） 公営住宅  

① 現状と課題 

ア 施設概要 

用途小分類 所管課 
施設数 

(施設) 

棟数 

（棟） 

延床面積 

(㎡) 

平均延床 

面積(㎡) 

平均築年数

(棟単位)(年) 

市営住宅 建築住宅課 23 188 62,002 2,696 39 

その他住宅 建築住宅課ほか 24 61 12,879 537 31 

イ 施設の利用状況 

用途小分類 
年間延利用者数(人) 

平均稼働率 主な施設 
総数 施設平均 

市営住宅 - - -  

その他住宅 - - - 
特定公共賃貸住宅、改良住宅、一戸建て

住宅、定住促進住宅等 

ウ 施設の収支状況 

用途小分類 
支出(千円) 収入(千円) 

事業運営費 施設管理費 計 使用料・利用料 国府補助 その他 計 

市営住宅 41,600 200,746 242,346 150,190 0 9,768 159,958 

その他住宅 24,747 43,241 67,988 51,992 0 192 52,184 

 

② 取組の方向 

用途小分類 削減目標(案) 施設の課題と再配置の方向 

市営住宅 

 

中期目標 

(10 年) 

10％ 

公共施設の現状分析 

ア 管理戸数等 

24団地 974戸を管理 （令和 2年 3月 31日現在） 

入居戸数 735戸（空家戸数 239戸） 入居率 75.4％ 

イ 空家募集状況等 

過去 5年間の空家募集状況は、募集 100戸に対して申込 503世帯 

再配置の方針 

福知山市市営住宅整備計画に基づき、用途廃止や統合建替え方針

の住宅については、住替え等を促進し、早期に住宅の集約化を進める。 

また、建替対象としている市営住宅についても、人口減少や民間の住

宅供給量を勘案し、最低限の更新に留めるものとする。 

その他住宅 

中期目標 

(10 年) 

40％ 

公共施設の現状分析 

ア 一戸建て住宅（令和 2年 3月 31日現在） 

管理戸数 20戸のうち、入居戸数 14戸 

イ 特定公共賃貸住宅、改良住宅 

5団地 52戸を管理 （令和 2年 3月 31日現在） 

入居戸数 26戸（空家戸数 26戸） 入居率 50.0％ 

ウ 定住促進住宅 

3団地 75戸を管理 （令和 2年 3月 31日現在） 

入居戸数 37戸 入居率 52.8％ 

エ 立地企業等従業員住宅 

1団地 20戸を管理 （令和 2年 3月 3１日現在） 

入居戸数 10戸 
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再配置の方針 

ア 一戸建て住宅については、持家化促進の事業目的を果たすため、使

用者への譲渡を促進する。 

イ 特定公共賃貸住宅については、入居率等を勘案し、他用途への転

用を検討する。 

ウ 改良住宅については、既存入居者の動向を勘案しながら、入居者へ

の譲渡や多用途への転用を検討する。 

エ 定住促進住宅については、入居率等を勘案し、長期にわたって入居

のない住宅を抽出し、廃止する。 

オ 立地企業等従業員住宅については、起債償還後の工業団地立地

企業への譲渡を検討する。 
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（４） 市民文化系施設  

① 現状と課題 

ア 施設概要 

用途小分類 所管課 
施設数 

(施設) 

棟数 

（棟） 

延床面積 

(㎡) 

平均延床 

面積(㎡) 

平均築年数

(棟単位)(年) 

勤労青少年ホーム  生涯学習課 1 1 990 990 45 

市民会館 

地域公民館 
中央公民館ほか 12 23 23,467 1,956 32 

人権ふれあい 

センター 
人権推進室 5 6 1,881 376 31 

集会施設 まちづくり推進課ほか 104 141 24,405 235 34 

イ 施設の利用状況 

用途小分類 
年間延利用者数(人) 

平均稼働率 主な施設 
総数 施設平均 

市民会館 

地域公民館 
446,013 37,168 10% 市民交流プラザ、厚生会館、地域公民館 

人権ふれあい 

センター 
23,793 4,759 9%  

集会施設 73,970 1,720 12% 
地域集会施設、農村研修集会施設、教育

集会所、その他集会施設 

ウ 施設の収支状況 

用途小分類 
支出(千円) 収入(千円) 

事業運営費 施設管理費 計 使用料・利用料 国府補助 その他 計 

市民会館 

地域公民館 
56,924 122,029 178,953 14,553 0 0 14,553 

人権ふれあい 

センター 
49,258 14,346 63,604 0 25,778 0 25,778 

集会施設 15,319 67,080 82,399 0 4,055 0 4,055 

 

② 取組の方向 

用途小分類 削減目標(案) 施設の課題と再配置の方向 

市民会館・ 

地域公民館 

中期目標 

(10 年) 

施設稼働率

を勘案し、

施設更新時

に規模縮小 

公共施設の現状分析 

ア 地域の中核コミュニティ施設として、災害時の広域避難所としてのニ

ーズは、今後も増すことが予測されるが、現在のところ施設稼働率は

高くはない。 

イ ホール施設は、機能別・利用圏域別に整理し、民間施設を含めた類

似機能施設の近接状況や市域全体のバランス、稼働状況等を勘案

し、再配置を進める必要がある。 

 

再配置の方針 

ア 地域公民館施設の更新にあたっては、スケルトン方式を採用し、地

域ニーズに的確に対応した施設の複合化を進める。 

イ 併せて、当該施設が避難所となる場合には，想定避難者数や、災害

種別のリスクを考慮し、防災担当部局と連携して、避難所として必要と

なる機能を、障がい者・高齢者・妊産婦等の要配慮者の利用を踏まえ
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再整備する。 

ウ 他用途施設の機能を集約することにより、当該施設の付加価値を高

めることで日常的な利用拡大をめざすとともに、効率的な管理体制に

よる施設運営を進める。 

人権ふれあい 

センター 

中期目標 

(10 年) 

15％ 

公共施設の現状分析 

ア 福祉の向上、人権啓発及び市民交流の促進を図るために設置し、

相談事業・地域福祉事業・啓発事業・市民交流事業・人材育成事業

に供している。 

イ 地域改善対策特別措置法等に基づく対策により、近隣には教育集会

所・児童館などの人権尊重等に関わる施設がある。 

再配置の方針 

公共施設マネジメント基本方針に基づき、児童館他公共施設との複合

化や統合について検討し、施設の再編整備を進めるとともに、更新にあ

たっては規模の適正化に留意し総量削減に努める。 

集会施設 

中期目標 

(10 年) 

30％ 

うち短期目標 

(５年) 

20％ 

 

公共施設の現状分析 

ア 地域集会所・農村研修集会施設 

市が設置する集会施設の多くは、地元自治会により運営されている。 

施設建築当初の補助事業等の制限により、市所有となったものの、

施設の機能としては地元所有と市所有の区分はないため、施設の維持

管理について負担の公平性を確保する必要がある。 

イ 教育集会所 

福祉の向上、人権啓発及び市民交流の促進を図るために設置し、

相談事業・地域福祉事業・啓発事業・市民交流事業・人材育成事業に

供している。 

近隣に、同じ地域改善対策特別措置法等に基づく対策により設置さ

れた人権ふれあいセンター・児童館などの人権尊重等に関わる施設が

あるところが多い。 

再配置の方針 

ア 地域集会所・農村研修集会施設 

地域バランスを是正し、多機能化を推進するため、地域公民館（コミ

セン）以外の公設集会施設については、地域合意のもとで、地域に施設

を譲渡するとともに、隣接する地域が開放型自治会館として利用できる

よう（地域における貸館機能を有する施設として運用できるよう）、維持・

更新等に補助制度を設け、地域が地域の施設として管理運営を行って

いけるよう支援する。 

なお、当該施設が避難所となる場合には、譲渡にあたっても施設本

来の目的と併せて、防災上の観点も加え必要な支援を検討する。 

イ 教育集会所 

公共施設マネジメント基本方針に基づき、児童館他公共施設との複

合化や統合について検討し、施設の再編整備を進めるとともに、更新に

あたっては規模の適正化に留意し総量削減に努める。 

教育集会所でおこなっている啓発事業については、必要性や事業主

体の検討を行い、必要に応じて継続する。 

  



73 

（５） 医療施設  

① 現状と課題 

ア 施設概要 

用途小分類 所管課 
施設数 

(施設) 

棟数 

（棟） 

延床面積 

(㎡) 

平均延床 

面積(㎡) 

平均築年数

(棟単位)(年) 

診療施設 保険年金課 10 12 2,240 224 36 

イ 施設の利用状況 

用途小分類 
年間延利用者数(人) 

平均稼働率 主な施設 
総数 施設平均 

診療施設 3,403 1,134 - 

休日急患診療所、国民健康保険診療所、

病院（国民健康保険新大江病院）、その

他診療所 

ウ 施設の収支状況 

用途小分類 
支出(千円) 収入(千円) 

事業運営費 施設管理費 計 使用料・利用料 国府補助 その他 計 

診療施設 52,851 9,503 62,354 41,752 14,503 121 56,376 

 

② 取組の方向 

用途小分類 削減目標(案) 施設の課題と再配置の方向 

診療施設 

中期目標 

(10 年) 

20％ 

うち短期目標 

(５年) 

10％ 

公共施設の現状分析 

ア 概ね中学校区に内科診療所が１箇所以上あることが望ましいと考え

ている。 

イ 公設公営である国民健康保険診療所１箇所及び公民連携（施設貸

付）による公設民営診療所 6箇所を保有しているが、施設の老朽化が

著しいものや、医師の確保が困難なため休診している診療所も存在す

る。 

※福知山市休日急患診療所を除く 

再配置の方針 

人口減少、近隣医療施設の有無、交通アクセスの有無等を勘案した

上で、必要最低限の維持・更新に留めるものとする。 
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（６） 子育て支援施設  

① 現状と課題 

ア 施設概要 

用途小分類 所管課 
施設数 

(施設) 

棟数 

（棟） 

延床面積 

(㎡) 

平均延床 

面積(㎡) 

平均築年数

(棟単位)(年) 

幼稚園 子ども政策室 3 9 2,331 777 40 

保育所 子ども政策室 15 28 8,510 567 34 

児童館 子ども政策室ほか 11 18 4,707 428 35 

放課後児童クラ

ブ教室 
生涯学習課 6 10 2,752 459 23 

イ 施設の利用状況 

用途小分類 
年間延利用者数(人) 

平均稼働率 主な施設 
総数 施設平均 

幼稚園 33,687 4,211 -  

保育所 231,300 19,275 -  

児童館 69,902 6,990 - 児童館、児童センター 

放課後児童クラ

ブ教室 
90,537 30,179 -  

ウ 施設の収支状況 

用途小分類 
支出(千円) 収入(千円) 

事業運営費 施設管理費 計 使用料・利用料 国府補助 その他 計 

幼稚園 169,333 13,965 183,298 14,595 224 0 14,819 

保育所 945,521 76,896 1,022,417 178,533 0 0 178,533 

児童館 128,051 12,204 140,255 0 1,486 0 1,486 

放課後児童クラ

ブ教室 
26,712 1,496 28,208 7,586 7,654 0 15,240 

 

② 取組の方向 

用途小分類 削減目標(案) 施設の課題と再配置の方向 

保育所 

中期目標 

(10 年) 

45％ 

うち短期目標 

(５年) 

25％ 

公共施設の現状分析 

再編を行い、6 園を 3 園として平成 27 年度から 3 年保育を開始した

ところである。開始 5 年は定員を上回る希望者数があったが、今後は出

生数の減少により児童数は緩やかに減少していくと見込まれる。 

再配置の方針 

就学前教育のニーズに応じ、適正規模を鑑みて再配置を検討する。 

幼稚園 

中期目標 

(10 年) 

児童生徒数

推計により

計画の見直

し 

うち短期目標 

(５年) 

40％ 

公共施設の現状分析 

出生数の減少など、推計児童人口が減少傾向にあり、児童数と保育

園ニーズは緩やかに減少していく見込みである。 

市街地に近い保育園については民間活力を導入する民営化を検討

する必要がある。 

再配置の方針 

ア 休園中の保育園施設は、地域の理解を得ながら、再整備又は廃止

を進める。 

イ 民営化が可能な保育園について、事業の民営化と施設の譲渡を促

進する。 
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児童館 

中期目標 

(10 年) 

15％ 

公共施設の現状分析 

ア 子どもの人材育成、子育て支援、児童虐待防止の地域拠点施設とし

て運営しており、乳幼児とその保護者、児童が利用している。 

イ 地域改善対策特別措置法等に基づく対策により、近隣には教育集会

所・人権ふれあいセンターなどの人権尊重等に関わる施設がある。 

再配置の方針 

児童の健全育成、子育て支援の重要な拠点施設となっているが、施

設の利用状況の検証を踏まえ、近隣公共施設（人権ふれあいセンター

等）との複合化や統合について検討し、施設の再整備を進めるとともに、

施設の更新にあっては規模の適正化に留意し、総量削減に努める。 

放課後児童 

クラブ専用教室 

中期目標 

(10 年) 

児童生徒数

推計により

計画の見直

し 

公共施設の現状分析 

市中心部の大規模校と周辺部の小規模校では、状況が大きく異な

る。周辺部の小規模校では、児童数が減少傾向にあり、校舎（教室）に

余裕もあり、空き教室などを利用しているが、大規模校では校舎（教室）

に空きは無く、今以上の教室の利用は難しい状況である。 

このため、学校の協力を得ながら既存施設の利用を最大限計画しつ

つ、専用のクラブ棟を整備する必要もある。 

再配置の方針 

学校施設や既存の公共施設を活用した設置を基本とし、サービス水

準や運営形態の統一化に留意した施設の適正な再配置を進める。 
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（7） 保健・福祉施設  

① 現状と課題 

ア 施設概要 

用途小分類 所管課 
施設数 

(施設) 

棟数 

（棟） 

延床面積 

(㎡) 

平均延床 

面積(㎡) 

平均築年数

(棟単位)(年) 

保健福祉センター 健康医療課ほか 3 3 1,235 412 22 

介護老人保健

施設 
高齢者福祉課 1 1 91 91 20 

老人憩いの家 高齢者福祉課 1 1 185 185 28 

その他社会福

祉施設 
社会福祉課ほか 6 8 5,870 978 20 

イ 施設の利用状況 

用途小分類 
年間延利用者数(人) 

平均稼働率 主な施設 
総数 施設平均 

保健福祉センター 31,090 15,545 - 中央保健福祉センター 等 

介護老人保健

施設 
    

老人憩いの家 159 159 - 夜久野町老人憩いの家 

その他社会福

祉施設 
62,426 10,404 - 総合福祉会館、高齢者福祉センター 等 

ウ 施設の収支状況 

用途小分類 
支出(千円) 収入(千円) 

事業運営費 施設管理費 計 使用料・利用料 国府補助 その他 計 

保健福祉センター 696,751 32,207 728,958 6 89,943 1,386 91,335 

老人憩いの家 0 2,329 2,329 0 0 0 0 

その他社会福

祉施設 
131,902 42,015 173,917 5,247 17,456 289 22,992 

 

② 取組の方向 

用途小分類 削減目標(案) 施設の課題と再配置の方向 

保健福祉センター 

中期目標 

(10 年) 

40％ 

うち短期目標 

(５年) 

30％ 

公共施設の現状分析  

ア 東部保健福祉センターについては、施設機能を支所に移し、建物に

ついては用途変更し、文化財資料の収蔵庫等として利用している。 

イ 北部保健福祉センターについては、施設機能を存続しつつ、社会福

祉協議会や地域協議会の事務局等、複合的な施設利用をしている。 

再配置の方針 

ア 地域ニーズに的確に対応した施設の複合化、又は他の公共施設へ

の移転統合を推進し、保健・福祉のワンストップサービスの実現や、各

種事業の連携による事業の充実をめざした再配置を進める。 

イ 施設余剰部分を他の（施設）機能に用途変更し、施設の機能複合化

を進めることで、公共施設総量の削減に努める。 

介護老人保健

施設 

短期目標 

(5 年) 

100％ 

公共施設の現状分析  

ア 夜久野地域を対象とした施設であり、市内に類似機能施設はない。 

イ 民間事業者による事業継続が可能である。 
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再配置の方針 

事業継続に係る課題を整理し、施設の維持・更新等に係る補助制度

等を検討した上で、民間事業者への譲渡を進める。 

老人憩いの家 

短期目標 

(５年) 

100％ 

 

公共施設の現状分析 

本用途としては市内唯一の施設であるが、利用者が施設の存する地

域住民に限定されており、また、近隣に類似機能を持つ公共施設が存

在する。 

再配置の方針 

地域合意のもとで、地域に施設を譲渡するとともに、複数の地域が開

放型自治会館として利用できるよう（地域における貸館機能を有する施

設として運用できるよう）、維持・更新等に補助制度を設け、地域が地域

の施設として管理運営を行っていけるよう支援する。 

その他社会福祉

施設 

中期目標 

(10 年) 

60％ 

うち短期目標 

(５年) 

15％ 

 

公共施設の現状分析 

ア 高齢者福祉センター等 

市域（市内全域）を対象とした施設であり、需要も高いが、民間事業

者による運営が可能な施設である。 

イ 大江町老人福祉センター 

利用状況が著しく低迷しており、老朽化が著しく、大規模改造が必要

な施設があることから、今後の公共施設としての必要性を継続検討す

る必要がある。 

ウ 総合福祉会館 

旧市を対象とした施設であって、稼働状況も良好であるが、民間事

業者による運営が可能な施設である。 

また、老朽化が著しく、大規模改造の必要があることから、今後の公

共施設としての必要性を継続検討する必要がある。 

エ 子ども発達支援相談ステーション 

市域を対象とした施設であって、公共による運営が必要な施設であ

る。また、今後も需要が継続することが見込まれることから効率的な運

営に留意しつつ、機能を拡充する。 

再配置の方針 

ア 事業継続に係る課題を整理し、施設の維持・更新等に係る補助制度

等を検討した上で、民間事業者への譲渡を進める。 

イ 利用状況の低下及び施設の大規模改修が想定されることから、地元

説明、利用者合意のもと統合・廃止とする。 

ウ 市域を対象とした施設であって、公共性が著しく高い施設（民間事業

者による運営が可能な施設）であるため、機能を拡充し、施設を継続

設置する。 
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（８） 産業系施設  

① 現状と課題 

ア 施設概要 

用途小分類 所管課 
施設数 

(施設) 

棟数 

（棟） 

延床面積 

(㎡) 

平均延床 

面積(㎡) 

平均築年数

(棟単位)(年) 

産業振興施設 大江支所ほか 17 41 16,236 955 29 

農業施設 

（共同作業所） 
農林業振興課ほか 35 42 3,996 114 40 

イ 施設の利用状況 

用途小分類 
年間延利用者数(人) 

平均稼働率 主な施設 
総数 施設平均 

産業振興施設 100,915 9,174 72% 

長田野企業交流プラザ、商工会館、公設

地方卸売市場、家畜市場、商工物産会

館、三和町農業振興センター等 

農業施設 

（共同作業所） 
  - 共同作業所、農機具保管庫等 

ウ 施設の収支状況 

用途小分類 
支出(千円) 収入(千円) 

事業運営費 施設管理費 計 使用料・利用料 国府補助 その他 計 

産業振興施設 34,284 63,436 97,720 9,384 19,499 16,352 45,235 

農業施設 

（共同作業所） 
263 9,227 9,490 0 0 0 0 

 

② 取組の方向 

用途小分類 削減目標(案) 施設の課題と再配置の方向 

産業振興施設 

中期目標 

(10 年) 

20％ 

公共施設の現状分析 

市の直営及び貸館施設として、施設利用をしているが、一部建物

の老朽化及び施設全体利用がされていない施設もある。 

再配置の方針 

ア 事業継続に係る課題を整理し、施設の維持・更新等にかかる補助制

度等を検討したうえで、民間事業者へ譲渡と廃止を検討する。 

イ 施設の維持や更新にあっては、施設規模の最適化に留意し、施設総

量の削減に努める。 

農業施設 

（共同作業所） 

短期目標 

(５年) 

100％ 

公共施設の現状分析 

ア 産業系の施設のうち農業共同利用施設は、農業という産業の側面か

ら地域の環境改善を目的に市の施設として設置され、今日に至るまで

に他の事業も相まって地域の環境改善に一定の成果を上げてきた。 

イ 一方で農業共同利用施設は、農業経営者のみが利用する施設であ

り、関係農業者団体に譲渡を行っても、地域農業の振興という点では

事業趣旨を損なうことがないと考えられる。 

ウ また、農業は収益性のある産業であることから、その基盤となる施設

を市の財産として保有することは本来の姿ではないと考えられ、公共

性の有無や民間の農業施設との公平性の観点から判断する。 
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再配置の方針 

ア 施設の継続利用により事業効果の見込まれる施設については、管理

者に譲渡する。 

イ 施設の老朽化等により継続利用の見込めない施設については、廃止

する。 
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（９） 観光・宿泊（研修）施設  

① 現状と課題 

ア 施設概要 

用途小分類 所管課 
施設数 

(施設) 

棟数 

（棟） 

延床面積 

(㎡) 

平均延床 

面積(㎡) 

平均築年数

(棟単位)(年) 

観光施設 夜久野支所ほか 16 27 8,536 533 25 

宿泊（研修）施設  三和支所ほか 12 44 10,424 869 33 

イ 施設の利用状況 

用途小分類 
年間延利用者数(人) 

平均稼働率 主な施設 
総数 施設平均 

観光施設 225,893 13,288 8% 
ファームガーデンやくの、元伊勢観光セン

ター 等 

宿泊（研修）施設  125,557 5,707 11% 
三和荘、ファームガーデンやくの、大江山

鬼瓦工房 等 

ウ 施設の収支状況 

用途小分類 
支出(千円) 収入(千円) 

事業運営費 施設管理費 計 使用料・利用料 国府補助 その他 計 

観光施設 106,888 70,810 177,699 83,616 0 20,195 103,811 

宿泊（研修）施設  118,760 82,010 200,770 17,888 0 41,042 58,930 

 

② 取組の方向 

用途小分類 削減目標(案) 施設の課題と再配置の方向 

観光施設 

中期目標 

(10 年) 

15％ 

うち短期目標 

(５年) 

10％ 

公共施設の現状分析 

地域の観光資源や活性化の観点から、単純に利用率による継続性の

判断は困難なものの、周辺公共施設や類似民間施設との競合性や採

算性を確認しながら、公共施設としての必要性を明確にした上で、施設

の維持・更新の優先度を判断し、再配置(民間移譲・廃止を含む。)を推

進する必要がある。 

再配置の方針 

ア 将来において、利用率の改善が見込めず、採算性の著しく低い施設

にあっては廃止を原則とする。 

イ 公共施設としての必要性を明確にする中で、民間事業者による事業

継続が可能な施設においては施設の民間移譲により公共施設として

は廃止する。 

宿泊（研修）施設  

公共施設の現状分析 

地域の観光資源や活性化の観点から、単純に利用率による継続性の

判断は困難なものの、周辺公共施設や類似民間施設との競合性や採

算性を確認しながら、公共施設としての必要性を明確にした上で、施設

の維持・更新の優先度を判断し、再配置(民間移譲・廃止を含む。)を推

進する必要がある。 

再配置の方針 

ア 将来において、利用率の改善が見込めず、採算性の著しく低い施設

にあっては廃止を原則とする。 

イ 公共施設としての必要性を明確にする中で、民間事業者による事業

継続が可能な施設においては施設の民間移譲により公共施設としては

廃止する。 
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（１０） 生涯学習系施設  

① 現状と課題 

ア 施設概要 

用途小分類 所管課 
施設数 

(施設) 

棟数 

（棟） 

延床面積 

(㎡) 

平均延床 

面積(㎡) 

平均築年数

(棟単位)(年) 

博物館 大江支所ほか 16 56 12,112 757 31 

体育施設 

（体育館） 

文化・スポーツ振興

課ほか 
18 22 27,259 1,514 42 

体育施設 

（運動場） 

文化・スポーツ振興

課ほか 
13 38 4,889 326 30 

体育施設 

(プール) 

文化・スポーツ振興

課ほか 
1 1 1,525 1,525 38 

その他施設 生涯学習課 3 3 1,158 386 25 

イ 施設の利用状況 

用途小分類 
年間延利用者数(人) 

平均稼働率 主な施設 
総数 施設平均 

博物館 197,382 9,399 51% 和紙伝承館、治水記念館、 等 

体育施設 

（体育館） 
368,540 18,427 32% 三段池公園総合体育館、市民体育館 等 

体育施設 

（運動場） 
177,430 7,714 28% 市民運動場、三和町鹿倉運動公園 等 

体育施設 

(プール) 
78,718 78,718 - 温水プール、三和町鹿倉運動公園プール 

その他施設 3,070 3,070 8% 夜久野町文化コミュニティ会館 等 

ウ 施設の収支状況 

用途小分類 
支出(千円) 収入(千円) 

事業運営費 施設管理費 計 使用料・利用料 国府補助 その他 計 

博物館 56,219 131,427 187,646 35,136 0 5,819 40,955 

体育施設 

（体育館） 
74,684 254,832 329,515 32,825 0 0 32,825 

体育施設 

（運動場） 
38,135 24,045 62,179 14,855 0 0 14,855 

体育施設 

(プール) 
27,554 28,602 56,156 12,563 0 0 12,563 

その他施設 0 590 590 0 0 0 0 

 

② 取組の方向 

用途小分類 削減目標(案) 施設の課題と再配置の方向 

博物館・資料館 

中期目標 

(10 年) 

25％ 

うち短期目標 

(５年) 

15％ 

公共施設の現状分析 

ア 歴史・文化は地域の特性やアイデンティティーを構成する重要な項

目であり、これを体系的且つ視覚的に解説する博物館・資料館及び類

似施設の設置は社会教育を推進する上で極めて重要な施策である。

一方、これら施設はその収蔵品をもとに展示・発表の手法によって地

域の魅力を内外に強く情報発信する力を持ち、地域資源、観光資源

として活用して潜在能力を十分に引き出すことが求められる。 

イ 博物館、資料館に収蔵される文化財、文化資料、芸術作品はその
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学術性とともに代替性の無いものであり、調査研究を進めて後世に継

承することも施設の重要な業務である。また恒久的で安全な保管のた

め、適切な管理運営に努めなければならない。 

ウ 近年、インターネットなど高度情報化により、利用者の要求が高度化・

細分化・専門化し、展示の高機能化、高度情報化、高品質化が求め

られている。そのためには、知識のある学芸員を施設に配置し、利用

者の要求に対して、迅速に解説やリファレンスを行えるスキルが求めら

れるものである。 

再配置の方針 

ア 管理運営方法の改善を行い存置することを原則とするが、利用状況

や施設機能を勘案した上で、施設機能の集約化・多機能化を進める。 

  その際、収蔵物については他施設を利用した機動的な展示を行う。 

イ 施設機能を検証し、展示目的や事業内容、来場者の状況、地域特

性を十分考慮した中で、展示物等の魅力を創出する観点から、他用

途施設との統合についても検討する。 

ウ 収蔵庫のある施設は、指定文化財等を優先的に保管すること。収蔵

資料については、トリアージの手法を取り入れ、保管資料の選択を行

い、収蔵スペースの適正化を図る。 

エ 開館期間の見直しや一体管理等により効率的な施設運営を進める。 

体育施設 

（体育館） 

中期目標 

(10 年) 

機能拡充 

規模縮小 

公共施設の現状分析 

築後 30年以上経過している施設が多い。市民体育館の稼働率は高い

が、旧町体育館は周辺人口が少なく稼働率が低くなっている。 

再配置の方針 

築後 30 年以上経過している施設が大半のため、民間施設として譲渡

できる施設については譲渡し、利用需要増の見込めない施設について

は、延命改修をせず維持管理できなくなる時期を見て廃止する。 

また、利用需要の高い市民体育館については延命化を図り存続させ

る。 

体育施設 

（運動場） 

中期目標 

(10 年) 

15％ 

うち短期目標 

(５年) 

10％ 

公共施設の現状分析 

市民運動場の稼働率は高いが、旧町運動場は周辺人口が少なく稼

働率が低くなっている。 

再配置の方針 

施設の使用者が特定地域に限定されている施設は、廃止又は譲渡に向

け準備を進める。 

体育施設 

（プール） 
 

公共施設の現状分析 

ア 温水プール（S56築）、鹿倉運動公園プール（S57築）は、ともに建築

後年数がたっている。 

イ 温水プール利用の需要は高く、施設規模の拡大を求める利用者もあ

る。 

再配置の方針 

ア 温水プールは、老朽化が著しいため一旦廃止し、民間事業所との協

働による設置を新たにめざす。 

イ 鹿倉運動公園プールは地元協議をし理解を得た上で早期の廃止を
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めざす。 

その他生涯学

習系施設 

中期目標 

(10 年) 

100％ 

うち短期目標 

(５年) 

70％ 

公共施設の現状分析 

旧福知山高校夜久野分校の跡地で、一部（給食センター建物部分は

市所有）を除いて京都府から貸付を受けている。 

敷地は、現状、校舎（現教育文化会館）・グラウンド・プールの 3つのブ

ロックに分かれている。 

再配置の方針 

近隣公共施設との機能集約により、積極的な整理、統廃合を進める。

また遊休資産については積極的に利活用を行う。 
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７－２ インフラ 
 

（１） 道路（一般会計）  

① 現状と課題 

ア 現状 

■道路（市道）の現況 

種類 
路線数 

（路線） 

面積 

（㎡） 

実延長 

（m） 

改良 舗装 

延長（m） 率（％） 延長（m） 率（％） 

1級市道 63 939,857 105,535 95,782 90.8 100,054 94.8 

2級市道 100 941,696 135,183 100,116 74.1 117,934 87.2 

その他 3,576 6,161,321 1,168,837 588,370 50.3 740,969 63.4 

自転車歩行者道  10 1,712 287 287 100.0 287 100.0 

歩行者専用道 21 5,543 1,188 1,164 98.0 1,188 100.0 

計 3,770 8,050,130 1,411,030 785,720 55.7 960,432 68.1 
資料：市資料（令和 2年 3月 31日現在） 

■整備費の推移（H27以降の事業実績）     （千円） 

年度 改修費※ 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27 425,238 9,221 434,459 過疎対策 66,578 広域交通網 94,968 

H28 664,101 7,893 671,994 中心市街地活性化 182,424 防衛施設周辺整備 73,408 

H29 529,396 7,214 536,610 社会資本整備総合交付金 101,664 広域交通網 105,832 

H30 873,285 4,856 878,141 社会資本整備総合交付金 359,536 中心市街地活性化 262,995 

R1 991,498 28,266 1,019,764 社会資本整備総合交付金 533,114 地域間交流促進 151,499 

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

イ 課題 

・道路施設の適切な改修により長寿命化を図っていく必要がある。 

・水害や土砂災害等の災害時に道路交通が遮断されないような道路網の確保が必要である。 

・高齢化が進む中、高齢者をはじめ、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの考え方に基づく道路

の整備、改修が必要である。 

 

② 取組の方向 

項目 概要 

ア 基本方針 

・将来の市のあり方を検討し、道路網の再構築を行う。 

・施設の維持又は更新に関する計画を策定し、計画的な施設の管理を行う。 

・社会要請に応じバリアフリーやユニバーサルデザインの考えに基づく施設の更新

を行う。 

・真に必要な道路のみを新設し、施設の維持管理に重点を置く。 

・安全で安心して利用できる交通施設を設置する。 

イ 新規整備の方向性 

・災害などの不測事態に柔軟に対応できる交通網確保に向けて、幹線道路の再

構築を推進する。 

・維持管理に重点を置き、新設については必要最小限とする。 

ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 

・道路（舗装）の計画的な施設管理を行うため、予防保全型の道路（舗装）維持

管理計画の策定を推進する。 

エ 長寿命化計画の考

え方 

・適切な管理手法の選定により維持コストの適正化を図るため、路面性状調査を

定期的に実施し、現状の把握を行う。 
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オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 

・設計段階において維持管理の容易さと道路資材の規格化を進め、将来コストの

縮減に努める。 

・路面性状調査結果をデータベース化し、経年の劣化予測に活用する。 

カ 民間活力の活用 ・必要に応じて業務委託する 

 

③ 今後の長寿命化整備目標値                                        

長寿命化対象 短期(5年間) 

目標整備率 

短期(5年間) 

実績 

中期(10年間） 

目標設備率 

道路(舗装)1,403ｋｍの内、重

要路線 71.8ｋｍ 
8.4％（6.0ｋｍ） 5.4%（3.9Km） 19.6％(14.1ｋｍ) 
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（２） 河川（一般会計）  

① 現状と課題 

ア 現状 

■河川（市管理）の現況 

 
河川数

（本） 

延長

（km） 
備考 

準用河川 48 53.0  

普通河川 332 317.9 災害対応のみ 

計 380 370.9  
資料：市資料（令和 2年 3月 31日現在）       

■整備費の推移（H27以降の事業実績）    （千円） 

年度 改修費※ 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27 2,462  2,462 調節池整備事業 

H28 18,827  18,827 調節池整備事業 

H29 276,309  276,309 調節池整備事業 

H30 289,643  289,643 調節池整備事業 

R1 739,541  739,541 調節池整備事業 726,723 内水対策事業 12,818 

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

イ 課題 

・市が管理する準用河川は整備がほぼ完了しているが、普通河川の老朽化に対して、適切な改修を進

める必要がある。 

・治水対策については、国、府と連携しながら、適切な対策を講じていく必要がある。 

 

② 取組の方向 

項目 概要 

ア 基本方針 
・氾濫の被害軽減を図るため、河川改修を行う。 

・総合的な内水対策を実施する。 

イ 新規整備の方向性 ・流域全体における貯留施設等を整備する。 

ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 
- 

エ 長寿命化計画の考

え方 
- 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 
- 

カ 民間活力の活用 ・必要に応じて業務委託する 

 

③ 今後の長寿命化整備目標値                                        

長寿命化対象 短期(5年間) 

目標整備率 

短期(5年間) 

実績 
中期(10年間） 

目標設備率 

準用河川 53.8ｋｍ 1.1％（0.6ｋｍ） 0.4％（0.2ｋｍ） 2.2％（1.2ｋｍ） 
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（３） 橋りょう（一般会計）  

① 現状と課題 

ア 現状 

■橋梁の現況(歩道橋を含む) 

 
総数 延長の内訳（か所） 

（か所） 14.5m以上 14.5m未満 

橋長別橋数 1,081 191 890 
資料：市資料（令和 2年 3月 31日現在） 

■施設の老朽化状況 ※歩道橋ｗ＝2.0ｍ未満 31橋除く 

架設 
10年

未満 

11～

20年 

21～

30年 

31～

40年 

41～

50年 

51～

60年 

61～

70年 

71～ 
計 

鋼橋 3 2 6 18 39 18 3 24 113 

コンクリート橋 3 18 55 99 139 112 18 524 968 

計 6 20 61 117 178 130 21 548 1,081 
資料：市資料（R2年 3月 31日現在） 

■整備費の推移（H27以降の事業実績）     （千円） 

年度 改修費※ 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27 18,852 0 18,852 橋りょう長寿命化対策事業 

H28 90,864 0 90,864 橋りょう長寿命化対策事業 

H29 119,221 0 119,221 橋りょう長寿命化対策事業 

H30 74,173 0 74,173 橋りょう長寿命化対策事業 

R1 34,734 83,091 117,825 橋りょう長寿命化対策事業 34,734 弘法川河川改修関連 83,091 

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

イ 課題 

・早期に補修が求められるものをはじめ、長寿命化につながる修繕を進めていく必要がある。 

・地域にとって本当に必要な橋りょうを選択し、施設の維持管理に重点をおく必要がある。 

 

② 取組の方向 

項目 概要 

ア 基本方針 ・橋梁長寿命化計画に沿って修繕を行う。 

イ 新規整備の方向性 ・新設については、必要最小限とする。 

ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 

・策定した橋梁長寿命化計画に沿って計画的に維持管理及び修繕を行う。 

エ 長寿命化計画の考

え方 

・点検要領や管理基準に従って、橋りょうを点検した結果から、橋梁の現状及

び劣化予測を把握し、橋梁の長寿命化計画の見直しを行う。 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 

・橋りょうの長寿命化計画の見直しに合わせ、従来手法である事後保全による

維持管理費用との検証を実施する。 

カ 民間活力の活用 ・必要に応じて業務委託する 
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③ 今後の長寿命化整備目標値 

長寿命化対象 
短期(5年間) 

目標整備率 

短期(5年間) 

実績 
中期(10年間） 

目標設備率 

橋梁 1,081橋 100.0％（42橋） 0％（0橋）  
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（４） 樋門（一般会計）  

① 現状と課題 

ア 現状 

■樋門の現況 

種類 樋門の名称 地区 形式 完了(建設)年月 
占用許可年月日 

（移管） 

樋門 

三段池樋門 猪崎 門柱式 昭和 63年 2月 平成 7年 5月 19日 

波江樋門 波江 門柱式 平成 11年 3月 平成 18年 4月 1日 

観音寺樋門 観音寺 門柱式 平成 16年 9月 平成 18年 4月 1日 

安井樋門 安井 門柱式 平成 18年 3月 平成 25年 4月 22日 

安井樋管 安井 門柱レス 平成 21年 3月 平成 25年 4月 22日 

戸田樋門 戸田 門柱式 平成 21年 6月 平成 25年 4月 22日 

常津樋門 常津 門柱式 平成 18年 2月 平成 25年 4月 22日 

千原樋門 千原 門柱式 平成 24年 2月 平成 27年 7月 21日 

勅使大仙樋門 勅使 門柱レス 平成 25年 3月 平成 27年 7月 7日 

古地川樋門 南三 門柱式 平成 28年 9月 平成 29年 3月 7日 

矢津川樋門 南四 門柱式 平成 28年 9月 平成 29年 3月 7日 

五日市樋門 北四 門柱レス 平成 29年 3月 平成 29年 11月 2日 
資料：市資料（R2年 3月 31日現在） 

■整備費の推移（H27以降の事業実績）     （千円） 

年度 改修費※ 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27 0 0 0  

H28 0 0 0 国交省により整備 

H29 0 0 0  

H30 0 0 0  

R1 0 0 0  

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

イ 課題 

・早期に補修が求められるものをはじめ、長寿命化につながる修繕を進めていく必要がある。 

 

② 取組の方向 

項目 概要 

ア 基本方針 

・再配置はできず、また、代替性はない。 

・点検・整備・更新マニュアルを作成し、設備の信頼性を確保した効率的か

つ効果的な維持管理を行う。 

・費用負担が集中しないように計画するとともに財政措置（補助制度の要望、

市として積立等）が必要である。 

イ 新規整備の方向性 

・平成２５年６月に策定された由良川水系河川整備計画に基づき、国土交

通省により整備される施設について、市への移管を受け、市の占用物件と

する。 

ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 

・定期点検により早期の取替・修繕を行い、施設の長寿命化を図る。 

・点検・整備・更新マニュアルを作成し、ゲート扉体、開閉装置、制御機器毎

に計画的な取替・更新を実施し、施設の長期的な維持管理を行う。 

エ 長寿命化計画の考 ・適切な管理と維持コストの適正化を図るため、点検を定期的に実施し、現
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え方 状を把握する。 

・早期発見による早期取替・修繕にて費用を抑える。 

・機器・装置毎に取替・更新年数を示し、信頼性を確保する。 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 

・設計段階において、維持管理の容易さとコスト低減を国土交通省と協議す

る。 

カ 民間活力の活用 ・管理、点検、操作 

 

③ 今後の長寿命化整備目標値                                        

長寿命化対象 
短期(5年間) 

目標整備率 

中期(10年間） 

目標設備率 

樋門 12門 ※当面の間、耐用年数は十分あり、通常の定期点検・補修を実施する。 
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（５） 都市公園・街路（一般会計）  

① 現状と課題 

ア 現状 

≪都市公園≫ 

■都市公園の現況 

 総数（か所） 面積計（ha） 

都市公園 92 177.80 
資料：市資料（R2年 3月 31日現在） 

■整備費の推移（H27以降の事業実績）    （千円） 

年度 改修費 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27 43,278 2,162 45,440 三段池公園城山地区整備、動物園拡張整備、街区公園等遊具改修 

H28 20,295 0 20,295 三段池公園遊具等改修 

H29 32,014 0 32,014 園内トイレ改修 

H30 2,808 0 2,808  

R1 30,546 0 30,546 福知山城公園改修 

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

≪街路≫ 

■街路の現況 

 総数（路線） 延長（km） 

街路 34 60.4 

 うち供用済み※ 21 44.5 
※供用済み路線数は全区間供用済みのみ、延長は一部区間共用延長を含む。 

資料：市資料（R2年 3月 31日現在） 

■整備費の推移（H27以降の事業実績）    （千円） 

年度 改修費 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27 0 304,170 304,170 多保市正明寺線（高畑工区） 

H28 0 142,328 142,328 多保市正明寺線（高畑工区）、篠尾線（篠尾工区） 

H29 0 185,266 185,266 多保市正明寺線（高畑工区） 

H30 0 133,304 133,304 多保市正明寺線（高畑工区）、篠尾線（篠尾工区） 

R1 0 2,475 2,475 篠尾線（篠尾工区） 

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

イ 課題 

≪都市公園≫ 

・人口減少が見込まれる中で、長期を見据えた施設の維持・更新を計画的に進めていく必要がある。 

・誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの考え方に基づく公園の整備、改修が必要である。 

≪街路≫ 

・今後、都市計画道路の見直しにより、未整備道路の必要性を精査するとともに、整備すべき都市計画

道路については、優先度の高いものから計画的に整備を進める必要がある。 

 

② 取組の方向 

≪都市公園≫ 

項目 概要 

ア 基本方針 ・公園長寿命化計画等の施設の維持・更新に関する計画を策定し、計画的な
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施設の管理を行う。 

・ユニバーサルデザインに対応した誰もが利用しやすい施設に更新する。 

イ 新規整備の方向性 
・積極的な新規公園整備は行わないが、三段池公園、長田野公園について

は、運動施設の集約などにより拡充する。 

ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 

・都市公園施設の計画的な施設管理を行うため、92 公園の内開設後 30 年

を経過し対策が必要な 44 公園について公園施設長寿命化計画を平成 26

年に策定した。 

・公園長寿命化対策支援事業により計画的に維持管理を行う。 

エ 長寿命化計画の考

え方 

・都市公園の中から規模設置年度を勘案し 44 公園を選定、日常的に維持管

理のみ行い施設の機能が果たせなくなった時点で更新する場合（事後保全

型）と、定期的にコストをかけて手入れを行い、施設をできるだけ長持ちさせた

上で更新する場合（予防保全型）に分け計画的に更新する。 

・安全面から緊急性の高い遊具を中心に更新する。 

・体育館等の施設は補修し長寿命化を図る。 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 

・各施設における事後保全型及び予防保全型維持管理費用のコスト比較の検

証を実施する。 

・計画的に更新を行うことで更新費用を平準化し、ばらつきがある管理費を計

画的に管理する。 

・計画的な更新により施設の劣化スピードを鈍化させ、長寿命化につなげる。 

カ 民間活力の活用 ・指定管理制度による企画維持管理を継続する。 

≪街路≫ 

項目 概要 

ア 基本方針 
・整備後に市道として管理する路線は、長寿命化の方向については「（１）道

路」による。 

イ 新規整備の方向性 

・未整備の都市計画道路について必要性を精査する都市計画道路網の見直

しを平成 28年度に実施した。 

・都市計画道路網見直しにより存続となった路線については、他の幹線道路の

整備状況や危険度の高い路線等を検証し、優先度の高い都市計画道路か

ら計画的に整備を行う。 

 

③ 今後の長寿命化整備目標値                                        

《都市公園》 

長寿命化対象 
短期(5年間) 

目標整備率 

短期(5年間) 

実績 

中期(10年間） 

目標設備率 

公園 92箇所 23.9％（22箇所） 10.9％（10箇所） 47.8％（44箇所） 

《街路》 

長寿命化対象 
短期(５年間) 

目標整備率 

中期(１０年間) 

目標設備率 

街路 約 44.5km ※整備後は、市道として長寿命化を図って行く。 
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（６） 環境パーク（一般会計）  

① 現状と課題 

ア 現状 

■環境パークの現況 

 敷地面積（㎡） 延床面積（㎡） 供用開始 処理能力等 

ごみ焼却施設 
28,600 

3,938.59 Ｈ12.4 3.125t/h×2炉 

リサイクルプラザ 7,237.64 Ｈ15.7 不燃ごみ・缶・プラ 

浸出水処理施設 5,095.11 1,000.11 (1期)Ｓ63．5 

(2期)Ｈ8．2 
(3期)Ｈ26．
12 

290㎥/日 

不燃物埋立処分場 85,800   1期～3期 

大油子不燃物埋立処分場 2,500 建物  25㎡ Ｓ54.4 埋立面積 

梅原不燃物埋立処分場 4,700 建物  310㎡ Ｈ14.8   〃 

三河不燃物埋立処分場 5,500 建物  279㎡ Ｈ9.4   〃 

二俣不燃物埋立処分場 13,303   Ｓ53.4   〃 
資料：市資料（令和 2年 3月 31日現在） 

■整備費の推移（H27以降の事業実績）    （千円） 

年度 改修費※ 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27 872,262 - 872,262 
ごみ焼却施設修繕、リサイクルプラザ修繕、水処理施設改修、埋立処

分場整備 

H28 616,957 - 616,957 ごみ焼却施設修繕、リサイクルプラザ修繕、埋立処分場整備 

H29 205,370 - 205,370 ごみ焼却施設修繕、リサイクルプラザ修繕、埋立処分場整備 

H30 197,306 - 197,306 
ごみ焼却施設修繕、リサイクルプラザ修繕、水処理施設修繕、埋立処

分場整備 

R1 135,580 - 135,580 ごみ焼却施設修繕、リサイクルプラザ修繕、水処理施設修繕 

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

イ 課題 

・リサイクルプラザ及び水処理施設等についても、長寿命化計画を策定し、計画的な維持管理を進め

ていく必要がある。 

 

② 取組の方向 

項目 概要 

ア 基本方針 

・全般的には公共施設として市で保有・管理することを基本とし、施設の役目を

終了したものについては廃止する。 

・保有・管理する施設については、長寿命化計画を策定し、適切な整備・点

検・補修を実施すると共に、定期的なオーバーホールを繰り返しながら更新

時期に対応する。 

・埋立の完了した旧三町の埋立処分場については、順次廃止の手続きを行

い、管理施設から除外する。 

イ 新規整備の方向性 
・更なる不燃物の埋立て容量を確保するため、新規不燃物埋立処分場（第 4

期不燃物埋立処分場）の整備を進める。 

ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 

・ごみ焼却施設については、平成24年度に長寿命化計画を策定し、国の交付

金を受けて基幹的設備の改良工事を実施した。 

・今後リサイクルプラザ並びに水処理施設等についても、同様に長寿命化計画

を策定する必要がある。 
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エ 長寿命化計画の考

え方 

・施設の使用頻度や重要性、老朽度等を判定し、整備箇所や順序等について

長期的な修繕計画を立て、そのスケジュールに従い補修を進め、いずれ訪

れる全面更新に対応する。 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 

・機械設備については、老朽化が進むなかで維持費の軽減は困難である。 

・そのため、設置の早い段階から、機器・設備の耐用年数を踏まえた小規模な

補修やメンテナンスを定期的に又、経費の平準化を踏まえて事前に実施す

ることで、大規模な故障の防止につなげる。 

・これにより、機器・設備の寿命を延ばし、ライフサイクルコストの縮減につなげ

る。 

カ 民間活力の活用 - 

 

③今後の長寿命化整備目標値 

長寿命化対象 
短期(5年間) 

目標整備率 

短期(5年間) 

実績 

中期(10年間） 

目標設備率 

1.2.3期処分場、各施設 24.0％ 24.7％ 39.2％ 

                                        

 

 

  



95 

（７） 斎場（一般会計）  

① 現状と課題 

ア 現状 

■斎場の現況 

 敷地面積（㎡） 延床面積（㎡） 処理能力等 

斎場 26,457.00 1,948.61 火葬炉５基、胞衣炉１基 
資料：市資料（令和 2年 3月 31日現在） 

■整備費の推移（H27以降の事業実績）    （千円） 

年度 改修費※ 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27  3,175 -  3,175 火葬炉設備修繕他 

H28 16,038 - 16,038 中央監視システム更新、火葬炉設備修繕他 

H29 35,709 - 35,709 火葬炉全面改修、外壁防水改修 

H30 40,302 - 40,302 火葬炉全面改修、外壁防水改修 

R1 44,388 - 44,388 火葬炉全面改修、外壁防水改修 

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

イ 課題 

・火葬炉等の設備の耐用年数に即した改修を行うとともに、長期を見通した施設の更新を計画的に進

める必要がある。 

 

② 取組の方向 

項目 概要 

ア 基本方針 
・現状どおり、市の直営施設として施設運営管理を行う。（周辺自治会との操

業協定に基づく） 

イ 新規整備の方向性 ・現状通り、1施設とする。 

ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 
・斎場施設、設備改修計画を策定し、計画的に改修を進める。 

エ 長寿命化計画の考

え方 

・保守点検により、現状の把握を行い、計画的な修繕により適正な維持管理を

し、長寿命化を図る。 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 
・委託内容の見直し、競争の促進により、経費節減を図る。 

カ 民間活力の活用 
・施設機器について、業者委託により、保守点検・修繕を実施し、適正な維持

管理に努める。 

 

③ 今後の長寿命化整備目標値                                        

長寿命化対象 
短期(5年間) 

目標整備率 

短期(5年間) 

実績 

中期(10年間） 

目標設備率 

施設(火葬炉、機械設備等) 17.0％ 16.6％ 29.8％ 
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（８） 上水道（企業会計（法適用企業））  

① 現状と課題 

ア 現状 

■上水道の現況 

 導水管（m） 送水管（m） 配水管（m） 

上水道 20,726 58,623 1,003,628 
資料：市資料（令和 2年 3月 31日現在） 

■整備費の推移（H27以降の事業実績）    （千円） 

年度 改修費※ 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27 1,256,926 1,790 1,258,716 堀浄水場緩速ろ過池更新、水道管路の更新、新設 

H28 265,484 1,800 267,284 水道管路の更新、新設 

H29 653,608 1,720 655,328 水道管路の更新、新設 

H30 475,184 10,443 485,627 水道管路の更新、新設 

R1 547,911 28,905 576,816 水道管路の更新、新設 

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

イ 課題 

水道事業においては、施設整備は完了しているものの、耐用年数を経過した老朽化施設を多く

抱えており、優先度の高い施設から更新整備を進めているが、今後、人口減少などにより収益が

減少する中で、経営の健全化を図りつつ、強靭で持続可能な施設による安定供給を確保できる

よう、長期を見通した計画的な更新整備を進める必要がある。 

 

② 取組の方向 

項目 概要 

ア 基本方針 

・福知山市水道事業ビジョン・経営戦略に基づき、計画的に施設の更新を行

う。 

・管路の上流から更新を行う。 

・災害拠点病院、災害時広域避難所などを優先的に整備する。 

・漏水の多発している管路の更新を行う。 

・鉛給水管の多く残存する管路の更新を行う。 

イ 新規整備の方向性 
・福知山市水道事業ビジョンに基づき、将来の水道施設の整備方針を見据

え、安心安全で災害に強い水道施設の整備を推進する。 

ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 

・ライフラインであるため、すべての管路、施設を対象とする。 

・水道施設更新計画に基づき、効率的な更新を行いつつ、水道事業ビジョンの

施策に合わせて、定期的に計画の見直しを行う。 

エ 長寿命化計画の考

え方 

・水道管路情報をマッピングシステムにより経過年数、管種等を整理し更新の

優先順位を把握し、アセットマネジメントにより事業量の平準化を図る。 

・有収率の向上を図るため、水道管路の漏水調査を定期的に実施し、漏水の

多発している更新の必要な管路の把握を行う。 

・水道施設においては耐震補強を含めた長寿命化、管路においては計画的な

耐震管路更新を行う。 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 

・設計段階において管口径の適正化を図り、コスト縮減に努める。 

・管路更新時には、耐震管を採用し、管路のブロック化を図ると共に災害に強
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い管路を整備する。 

・その他工事と共同施工ができる路線は関係機関と調整し、コスト縮減を図る。 

カ 民間活力の活用 
・水道事業は、平成 31年 4月から 5年継続で包括的民間委託を実施し業務

の効率化を図る取り組みを行っており、今後も委託を継続していく。 

 

③ 今後の長寿命化整備目標値                                        

長寿命化対象 
短期(5年間) 

目標整備率 

短期(5年間) 

実績 
中期(10年間） 

目標設備率 

配水管 1,003km 3.3％(33km) 4.6％（46ｋｍ） 6.0％(60ｋｍ) 
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（９） 下水道（企業会計（法適用企業））及び農業集落排水施設（企業会計（法非適用企業））  

① 現状と課題 

ア 現状 

■下水道の現況 

 延長（ｍ） 

公共下水道（ｍ）  601,896 

農業集落排水（ｍ） 217,500 
 

■整備費の推移 （H27以降の事業実績）    （千円） 

≪公共下水道≫ 

年度 改修費※ 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27 836,219 584,473 1,420,692 管更生、貯留施設築造 

H28 952,193 1,290,132 2,242,325 管更生、貯留施設築造 

H29 682,960 860,545 1,543,505 管更生、貯留施設築造、雨水ポンプ場建設 

H30 571,587 2,642,633 3,214,221 貯留施設築造、雨水ポンプ場建設 

R1 576,716 2,485,144 3,061,861 貯留施設築造、雨水ポンプ場建設 

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

≪農業集落排水≫ 

年度 改修費※ 新設費 合計 摘要(主な整備内容等） 

H27 5,836 0 5,836 管路整備(民間開発・移設等) 

H28 16,012 79,456 95,469 管路整備(民間開発・移設等)、統合管路布設 

H29 18,686 60,444 79,130 管路整備(民間開発・移設等)、統合管路布設 

H30 39,007 5,508 44,515 管路整備(民間開発・移設等) 

R1 8,675 11,117 19,792 管路整備(民間開発・移設等)、マンホールポンプ更新 

※大規模改修、耐震改修等の一般建設事業費で、小修繕費を含まない 

イ 課題 

下水道事業においては、管きょ・施設整備がほぼ完了し、今後、人口減少などにより収益が減少

する中で、耐用年数を経過し老朽化した主要設備や管きょの本格的な更新時期を迎えることか

ら、経営の健全化を図りつつ、災害に強い安定した下水の処理が確保できるよう施設の改良、更

新整備を進める必要がある。 

 

② 取組の方向 

≪公共下水道≫ 

項目 概要 

ア 基本方針 

・福知山市下水道ビジョン・経営戦略に基づき、計画的に施設の更新を行う。 

・下水道管は埋設深が深く、自然勾配をとる必要があるため、布設替えスペー

スを新たに道路下で確保することが困難であることから、管の更生＊を主体に

行う。 

・処理場、ポンプ場施設の耐震化・改良・更新整備を行う。 

・不明水調査を行い、効率的な改修を行う。 

・浸水被害を解消するため、浸水対策を行う。 

イ 新規整備の方向性 

・管きょ・施設整備はほぼ完了しており、上記の管更生及び施設の改良・更新

を主体とする。 

・地域に合わせて排水路や雨水貯留施設等の整備を行う。 

資料：市資料（令和 2年 3月 31日現在） 
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ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 

・ライフラインであるため、すべての管きょ・処理場・ポンプ場を対象とする。 

・施設の耐用年数に応じて対象地域を定め、長寿命化計画を策定する。 

エ 長寿命化計画の考

え方 

・長寿命化計画の実施にあたり、平準化を図りながら経過年数・重要度・事業

費に応じて計画範囲を定める。 

・今後の点検データを整理し、効率的な簡易点検手法を検討する。 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 

・長寿命化対策（管の更生）を行った場合と布設替えによる改築を行った場合

等のコスト比較を実施する。 

カ 民間活力の活用 
・管きょ・処理場・ポンプ場すべてにおいて、包括的民間委託への移行を検討

する。 

＊管の更生：管きょの布設替えではなく、既存の管路を生かし、管の内面から新管と同等以上の品質で「改良」する工法 

≪農業集落排水施設≫ 

項目 概要 

ア 基本方針 

・福知山市下水道ビジョン・経営戦略に基づき、計画的に施設の更新を行う。 

・下水道管は埋設深が深く、自然勾配をとる必要があるため、布設替えスペー

スを新たに道路下で確保することが困難であることから、管の更生＊を主体に

行う。 

・処理場、ポンプ場の改良・更新整備を行う。 

・維持管理費の縮減のため、施設の統合を行う。 

・不明水調査を行い、効率的な改修を行う。 

イ 新規整備の方向性 
・管きょ施設整備は、ほぼ完了しており、上記の管更生及び施設の改良・更新

を主体とする。 

ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 

・昭和に整備されたものが 3 地区、残りの 16 地区については平成に入っての

整備である。管きょについては、一番古いもので布設後 40 年であるため、更

新期までには時間的余裕があり、現在のところ長寿命化計画策定の予定は

ない。機械電気設備等の施設については、平成 26・27 年度に施設診断を

行っており、それをもとに今後、改良・更新の計画を策定する。 

・将来的には、不明水調査の結果等も踏まえて、公共下水道と同様に、長寿

命化計画を策定し、計画的な更新を行う。 

エ 長寿命化計画の考

え方 

・将来的には、公共下水道と同様の対応を行う。 

・今後の点検データを整理し、効率的な簡易点検手法を検討する。 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 

・将来的には、公共下水道と同様な対応を行う。 

・施設の統合を行う。 

カ 民間活力の活用 
・管きょ・処理場・ポンプ場すべてにおいて、包括的民間委託への移行を検討

する。 

③ 今後の長寿命化整備目標値                                        

《公共下水道》 

長寿命化対象 
短期(5年間) 

目標整備率 

短期(5年間) 

実績 
中期(10年間） 

目標設備率 

管きょ整備費 602ｋｍ 0.5％（2.8km） 0.9％（5.3ｋｍ） 1.9％（10.9ｋｍ） 

《農業集落排水施設》 

長寿命化対象 
短期(５年間) 

目標整備率 

中期(１０年間） 

目標設備率 

管きょ整備費 218ｋｍ 
※当面の間、耐用年数は十分であり、通常の定期点検・補修を実

施する。 
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７－３ 市民病院 
 

① 現状と課題 

ア 経緯 

≪市立福知山市民病院≫ 

市立福知山市民病院は、明治 31年に創設された陸軍衛戌病院が昭和 20年に厚生省に移管され、

国立福知山病院として発足したものです。その後、平成 5 年 10 月に、市が国立福知山病院の経営移

譲を受けて、市立福知山市民病院として開設しました。 

平成 26 年には、救命救急センター棟が開設し、京都府北部をはじめとする北近畿の救命救急の拠

点施設として、地域住民に安心していただける医療環境整備の充実に取組んでいます。 

≪大江分院≫ 

大江分院は、昭和 28 年に国民健康保険大江診療所として開設されたもので、同年に国民健康保険

大江病院と改称、さらに平成 17 年 4 月には国民健康保険新大江病院と改称された後、平成 27 年 4

月に市民病院の分院に移行しました。 

イ 施設及び業務の概要 

現在の施設及び業務の概要は下表のとおりです。 

■施設概要 

区分 項目 概要 

市
民
病
院 

診療科目 ・27診療科 

内科、精神科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、

腎臓内科、腫瘍内科、糖尿病内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、形成

外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いん

こう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科、救急科 

病床数 ・一般 344床、結核 6床、感染症 4床      計 354床 

建物 ・平成 19年本館完成 

鉄筋コンクリート造（免震構造・一部耐震構造） 

地上 7階（塔屋１階）、地階なし（一部地下１階） 

・平成 26年救命救急棟完成 

鉄筋コンクリート造（耐震構造） 

地上 4階 

附属施設 ・附属看護学校：平成 6年 4月開校、看護専門課程（2年）、１学年定員 30名 

・院内保育所 

大
江
分
院 

診療科目 ・３診療科 

内科、小児科、リハビリテーション科 

病床数 ・一般 40床、療養 28床      計 68床 

建物 ・鉄筋コンクリート造 2階（一部 3階） 

・平成 12年療養型病棟増改築工事完成 

附属施設 ・訪問看護ステーションおおえ（訪問看護・居宅介護支援） 

資料：私立福知山市民病院 HP及び大江分院 HP より 
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■業務の状況 

資料：福知山市令和元年度決算概要 

ウ 課題 

・市民病院、大江分院いずれも建設時から一定の年数が経過したことから、課題としては、次のような

事項が上げられる。 

・医療機能充実・拡張にともなう施設の狭隘化への対応 

・建物附属の設備である空調や給排水・ガス配管設備などの老朽化への対応 

・それらに起因する本体建物の劣化への対応 

・こうした実態を踏まえて、効果的な施設の長寿命化を進めていく必要がある。 

 

 

② 取組の方向 

項目 概要 

ア 基本方針 

・市民病院と大江分院が連携し、医療機能を分担することで、重なる投資

を避ける。 

・施設及び附属設備の定期的な保守による長寿命化を図る。 

区分 事項 令和元年度 平成 30年度 
比較 

増減 比率（％） 

市
民
病
院 

入院 許可病床数 （床） 354 354 0 100.0 

診療日数 （日） 366 365 1 100.3 

延べ患者数 （人） 115,322 117,058 △ 1,736 98.5 

１日平均患者数 （人） 315.1 320.7 △ 5.6 98.3 

病床利用率 （％） 89.01 90.60 △ 1.59 98.2 

平均診療単価 （円） 63,597 59,403 4,194 107.1 

平均在院日数 （日） 13.6 14.4 △ 0.8 94.4 

外来 診療日数 （日） 240 244 △ 4 98.4 

延べ患者数 （人） 235,110 238,849 △ 3,739 98.4 

１日平均患者数 （人） 979.6 978.9 0.7 100.1 

平均診療単価 （円） 18,240 16,318 1,922 111.8 

大
江
分
院 

入院 許可 

病床数 

8月まで （床） 72 72 0 100.0 

9月から （床） 68 72 △ 4 94.4 

診療日数 （日） 366 365 1 100.3 

延べ患者数 （人） 22,407 23,070 △ 663 97.1 

１日平均患者数 （人） 61.2 63.2 △ 2.0 96.8 

病床利用率 （％） 88.30 87.79 0.51 100.6 

平均診療単価 （円） 21,603 21,257 346 101.6 

平均在院日数 （日） 32.5 36.2 △ 3.7 89.8 

外来 診療日数 （日） 240 244 △ 4 98.4 

延べ患者数 （人） 15,507 16,377 △ 870 94.7 

１日平均患者数 （人） 64.6 67.1 △ 2.5 96.3 

平均診療単価 （円） 8,317 9,067 △ 750 91.7 
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イ 新規整備の方向性 - 

ウ 長寿命化計画の 対

象範囲/方向性 
- 

エ 長寿命化計画の考

え方 

・施設及び附属設備については、次のような事項を中心に、定期的な保守

点検・改修を進め、施設の延命を図る。 

・外壁クラックの補修 

・樋、屋上防水の補修 

・エレベーターの定期改修 

・給湯・給排水・医療ガス配管等の保守 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 
- 

カ 民間活力の活用 - 

 

③ 今後の見通し 

計画的に修繕工事を実施していくとともに、医療需要に対応した施設整備は、必要に応じて検討して

いきます。 
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７－４ 公立大学法人福知山公立大学 

 

① 現状と課題 

ア 経緯 

≪福知山公立大学≫ 

本市が設立した公立大学法人福知山公立大学は「市民の大学、地域のための大学、世界とともに歩

む大学」を基本理念に、平成２８年度４月に開学した４年制大学です。 

総合的な知識と専門的な学術を深く教授研究するとともに、地域協働型教育研究を積極的に展開す

ることにより、地域に根ざし、世界を視野に活躍できる高度な知識及び技能を有する人材を育成し、北近

畿地域の持続可能な地域社会の形成と地方創生に寄与することを目的とし、地域住民の自己実現を支

援する「知の拠点」を構築し、世界に貢献する開かれた大学の実現を目指しています。 

イ 大学及び施設の概要 

現在の大学及び施設の概要は下表のとおりです。 

■教育組織 

 地域経営学部 

 情報学部 

 （情報系大学院修士課程 R6年開設予定） 

 

■学生数の状況（R4以降は見込） 

年度 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

学生数 

（総合計） 
148 267 366 469 619 678 765 833 842 858 858 858 

 

■施設概要 

分野 対象施設 

建物 

（附帯設備含む） 
1号館、2号館、福祉棟、3号館、4号館、食堂等 

土木構造物等 グラウンド、道路、駐車場、駐輪場、法面、擁壁、緑地、共同溝 等 

基幹設備 
大型ボイラー、受変電設備、構内電話交換設備、屋外電力・通信線、屋外

上下水道・ガス管等 

 

ウ 課題 

平成 30年 2月に本市が策定した「知の拠点」整備構想に基づきキャンパス整備を実施しているが、今

後研究・学修環境のさらなる充実を図るため、施設の老朽度等をより詳細に把握し、中長期を見通した

計画的、効率的な施設整備が必要となる。 
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② 取組の方向 

項目 概要 

ア 基本方針 

 「知の拠点」整備構想に基づき、「教育研究」「地域との連携」「福利厚

生」「居住環境改善」「アクセス環境」の５つの施設機能を優先順位精査

のうえ、短期・中期・長期の概ね１０年の年次計画により取り組む。 

 中長期対応の施設等に関しては、調査・検討を進める。  

イ 新規整備の方向性   R4 大学院修士課程設置に向けた施設整備を行う 

ウ 長寿命化計画の対

象範囲/方向性 

 福知山公立大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）等、個別計画

に基づき進める。 

エ 長寿命化計画の考

え方 

 長寿命化に資する個別施設の優先順位の考え方は、施設の経過年数を

基に、施設の状態（施設の老朽化・劣化状況等）により評価し、施設の利

用状況・重要度等を考慮し、総合的に優先順位を判断する。 

 なお、対策費用の平準化、概算要求の結果、財政的事情、自然災害や

学内諸事情の変化等を反映するため改修周期は多少前後することもあ

る。 

オ ライフサイクルコスト

縮減の考え方 

 福知山公立大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）等、個別計画に

基づき進める。 

カ 民間活力の活用 
 R1 遊休公用地を活用した民間企業による学生住宅の建設・運営を実施

した。引き続き、各種施設設備の民間資金の活用を推進する。 

 

③ 今後の見通し 

「知の拠点」整備構想に基づき、施設整備を実施しているが、中長期対応の施設については必要に応

じて検討する。 
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８．その他の取組                         
公共施設の再配置により用途廃止することとなった公有財産の最適な処分、公共

施設マネジメントの安定的な推進に資する基金の創設や固定資産台帳の整備な

ど、主に財政面に関する取組を推進します。 
 

（１） 用途廃止財産の処分  

 

公共施設再配置計画に基づき用途廃止すると定めた公共施設については、用途廃止財産（公有財

産）が市民共有の貴重な財産であることを踏まえ、その処分に当たっては、最大限の利益を財産の付託

者である市民に還元することを目的として実施します。 

ア 処分計画の検討・評価 

用途廃止財産の処分（利用）については、最も効果的な利用方法を採用するため、部局横断組織で

ある福知山市公共施設マネジメント推進本部により、用途廃止財産の処分計画を検討・策定し、最適な

処分を推進します。その際、用途廃止財産の処分によって長期にわたる経済効果を最大化する処分を

実現するため、経済効果の評価・測定手法などを活用します。 

イ ケースに応じた用途廃止財産の処分 

既に貸付けている（用途が決定している）普通財産は、貸付先への移譲を優先的に検討します。 

収益（処分価格）の最大化を期待した処分にあっては、原則、一般競争入札によることとします。 

一方、公益の最大化（財産の戦略的活用による地域総体としての価値の増加）を期待し、利用方法に

制限を設けた公有財産の処分は、その事業を所管する部長等が、事業要綱等を策定し、原則、公募に

より利用者を決定します。 

いずれの用途廃止財産の処分（利用）についても、原則として、市は財産を保有せず、譲渡することに

より、公共施設（公有財産）の総量削減に努めます。 

＊譲渡価額を減額・免除する必要がある公有財産の処分にあっては、地方自治法第 96 条及び第 237 条の規定によ

り、議会の承認を得た後の譲渡（処分）となります。 

 

■用途廃止財産の処分 

 

 

 

 

 

 

 

  
貸付先への移譲 貸付の継続 

公募による売却、売却ま
での貸付、又は定期借地 

所管換・用途換 

既に貸付けている普通財産
（用途が決定しているもの） 

新たに公益的な利用が
期待される用途廃止財産 

利用計画が未定の用
途廃止財産 
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ウ 用途廃止財産の管理 

用途廃止財産については、保有を続けることなく早期に処分することを原則としますが、将来公共施設

（又は用地）として活用する見込みのある財産や利用計画が未策定の財産については、その利活用計画

が決定・実施されるまでの期間、当該財産の経済価値を発揮させるため、貸付等の効率的な運用を行

います。 

エ モデル的な取組み 

戦略的に処分を行うべき用途廃止財産については、市の活性化の起爆剤となる可能性を有していま

す。従って、今後の財産処分のモデルとして、戦略的な活用方法や効果を多面的に検討します。 

その際、底地調査など土地条件の整理、鑑定評価等による資産価値の把握、処分・利活用方策のモ

デル検討、必要な条例改正等の制度的対応等の基礎的条件の整理を行うとともに、利活用に関するシ

ナリオ検討やマーケティング等を行います。なお、その他の用途廃止財産についても、土地調査など、基

礎的な処分条件に係る調査を行います。 

  

■（参考）公有財産の処分方法 

資料：国土交通省 HPを参考に作成 
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（※）複数の事業者から企画提案や技術提案を求め、提案内容を審査し、企画

内容や業務遂行能力が最も優れたものを選定し、契約する方式のこと。 

■本市における廃校活用の事例 

 

平成 27年度時点では 24校あった小学校のうち、令和 2年度末時点で 16校が廃校となり、本市で

は、これらの廃校の利活用を推進しています。 

廃校は、地域コミュニティの中心に位置するため、地域住民の意向を最大限尊重しながら、利活用に

よる地域コミュニティの活性化、地域経済の発展、ひいては効率的な行財政運営の実現を図っていま

す。 

 

１ 大規模遊休資産の活用（旧中六人部小学校） 

 

 廃校となった旧中六人部小学校を活用するため公募型プロポーザル方

式（※）で事業者を募集し、決定した地元事業者と令和 2 年１月に貸付契

約を締結しました。 

自社技術を農業に活かし地域活性化を図るべく、現在、グラウンドにビ

ニールハウスを設置し、イチゴ栽培の準備を進めています。 

 

 

２ 建物以外の遊休資産の活用（精華小学校） 

 

 グラウンド部分に認知症対応型グループホームを誘致すべく公募型プロ

ポーザル方式で事業者を募集し、決定した医療法人に売却しました。地

域の高齢者福祉の拠点施設として、令和 2年 4月より事業を開始してい

ます。 

 

 

 ■本市における大規模遊休資産利活用促進の取り組み 

 

  廃校など大規模遊休資産の利活用を促進するために、事業者や金融機関との連携を進めています。 

 

1 金融機関との公民連携促進に関する連携協定の締結 

 

 廃校などの大規模遊休資産等の利活用促進に向け、株式会社京都銀

行と京都北都信用金庫と公民連携に関する連携協定の締結を行いまし

た。地域資源の有効活用・人材育成・情報発信を目的としています。 

 

２ 廃校マッチングバスツアーの開催 

 

 廃校となった施設を個別に見学をするのではなく、一日で複数の施設を

見学することにより、効率的にサウンディング型市場調査を実施し市内に

存在する多数の廃校の利活用を推進しています。 

 バスツアー中にアンケートを実施し、実施した内容を踏まえ参加事業者

への追加対話を実施することで、具体的な利活用検討を進めています。 
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（２） 基金の設置  

 

公共施設マネジメントの推進により創出された土地、建物の売却代金や貸付料を財源として活用し、

公共施設マネジメントの自立循環を図るため、平成 28年 4月に「福知山市公共施設等総合管理基金」

を設置しました。 

令和元年度末までに、土地や建物の貸付、売却等により 520百万円を基金に積み立て、建物の解体

や長寿命化改修等の工事のため当該基金から 294 百万円を取り崩しており、令和元年度末時点の基

金残高は 226百万円となりました。 

 

■ 基金残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 固定資産台帳の整備と公共施設マネジメントへの活用  

 

現在国では、地方公共団体における「地方公会計」の導入を推進しています。地方公会計は、現金主

義会計による予算・決算制度を補完するものとして、現金主義会計では見えにくいコストやストックを把握

することで中長期的な財政運営への活用の充実が期待できるものとされています。 

固定資産台帳は、固定資産を、その取得から除売却処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに

管理するための帳簿です。所有する全ての固定資産（道路、公園等のインフラや、学校、公民館等のハ

コモノ）について、取得価格、耐用年数等のデータを網羅的に記載したものであり、財務書類作成の基礎

となる補助簿の役割を果たす、公会計における重要なツールの一つです。 

本市では平成 27 年度より固定資産台帳の整備に取り組みはじめ、現在では、各年度末時点の資産

の状況を公表しています。 

今後は、より効果的に公共施設マネジメントの取り組みを進めるため、固定資産台帳をはじめとする公

会計との連携方法を検討する必要があります。 
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９．マネジメントの推進                     
福知山市公共施設マネジメントの推進のため、庁内推進体制を確立し、一元管理

を推進するとともに、合意形成に向けた市民へのわかりやすい情報開示と市民理

解を増進します。 
 

（１） 推進体制  

 

公共施設、インフラの利用状況、費用、老朽化度などの情報の共有化を図り、一元的なマネジメントを

推進するための庁内組織・体制として福知山市公共施設マネジメント推進本部を設置します。 

推進本部では、施設の維持更新、利活用に係る調整、進行管理を一元的に行うとともに、市民に分か

りやすい情報提供を担います。 

 

■庁内体制  － 福知山市公共施設マネジメント推進本部組織図 － 

 

  

←所管部長 

←所管課長 
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公共施設
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福知山市長 

推進本部長 
（担当副市長） 

推進副本部長 
（副市長） 

事務局 
（財務部資産活用課） 
（財務部財政課） 

（市長公室経営戦略課） 

推進本部委員 推進本部委員 推進本部委員 推進本部委員 推進本部委員 ・・・ 

■公共施設マネジメント基本方針

の決定 

■公共施設マネジメント基本計画

の決定 

■公共施設マネジメント実施計画

の決定 

検
討
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員
会 

検討委員 検討委員 検討委員 検討委員 検討委員 検討委員 

■公共施設の評価 

■公共施設の用途・統合に係る

検討 
■利用者負担基準の見直し 

■公共施設の管理運営方法の見

直し 

■普通財産の処分促進のための

検討 

■公共施設の民間譲渡に係る検

討 

専
門
部
会 

専門部会委員 専門部会委員 専門部会委員 専門部会委員 専門部会委員 専門部会委員 

■調査・研究課題 

～普通財産の利活用～ 

〇処分可能財産の調査 

〇財産処分方法の検討 

■調査・研究課題 

～公の施設の統合・廃止～ 

〇公共施設の評価 

〇公共施設の管理方法の検討 

〇有効財源の検討 

■調査・研究課題 

～利用者負担基準の見直し～ 

〇施設利用料の再検討 

〇利用料・貸付料の減免基準の

検討 
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（２） マネジメントサイクル  

福知山市公共施設マネジメント推進本部が「要（かなめ）」の役割を果たしつつ、関係各方面とのＰＤＣ

Ａマネジメントサイクルを構築し、情報提供・啓発、計画協議、合意形成、計画実施などの段階を踏みな

がら、取組みを推進します。 

■公共施設マネジメントサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

公共施設を所管 

する各部局 

福知山市公共施設 

マネジメント推進本部 

福知山市行政改革推進本部 

部局 

 

部局 

部局 

 

庁
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施設利用者 

地域住民 

事業者等 

利
用
者
等 

各種団体等 

市議会 

 

市
民 

Ｐ Ｄ 

Ｃ Ａ 

Ｐ Ｄ 

Ｃ Ａ 

Ｐ Ｄ 

Ｃ Ａ 

◆マネジメント

基本方針 

◆マネジメント 

実施計画 

（個別施設の再

配置計画） 

◆マネジメント

基本計画 

◆全体進行管理 

Ｐｌａｎ 計画 ：取組の方針と内容を定め、関係主体の間で合意します 

Ｄｏ 実行 ：計画に基づいて取組を実施します 

Ｃｈｅｃk 評価 ：取組の実施効果を当初の見通しに基づいて評価します 

Ａｃｔｉｏｎ 改善 ：評価に基づいて計画を見直し、取組の改善図っていきます 
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（３） 合意形成  

 

人口減少と厳しい財政見通しの中で、公共施設の更新問題は、放置すれば極めて深刻となっていき

ます。しかしながら、公共施設は市民が利用する市民の財産であり、市役所単独で問題の解決を図るこ

とはできません。 

利用者自身も、利用している公共施設について、利便を一方的に享受するだけでなく、そのあり方を考

えることが求められています。 

市民と行政がそれぞれの立場で、問題をできるだけ正確にとらえ、問題に真摯に向き合い、将来に向

けて責任のある議論を行うことが大切です。 

そのために、今後の取組の方向について、様々な場を作りながら検討し、合意形成を図っていきます。 

 

ア 議会への説明 

市民代表である議会に対して、公共施設マネジメントの趣旨と市としての取組み方について十分に説

明するとともに、具体的な施設に再配置に当たっても、十分な意見交換を行います。 

イ 市民による検討体制 

福知山市行政改革推進委員会において、行政改革の一環として公共施設マネジメントに関する市民

的検討を行います。また、自治会長会をはじめ住民組織への説明の機会を充実します。 

ウ 市民意向の把握と市民理解の増進 

公共施設マネジメントについて、その考え方や方法の市民への浸透と理解の増進を図るため、先進事

例などを交えた各種説明会や各種勉強会等の開催を行います。 

また、市民意向を把握するため、各種アンケート等を実施するとともに、計画案等に対するパブリックコ

メントの募集を行います。 

 

 

（４） 推進スケジュール  

 

今後の公共施設マネジメントの推進にあたっては、短期 5 年、中期 10 年、長期 30 年を見据えなが

ら、当面、本計画（マネジメント基本計画）に基づき、平成 27 年度には５年間の具体的な再配置（削減）

の計画を定めた公共施設マネジメント実施計画を策定するとともに、並行して公共施設の再配置を順次

実施していくものとします。 

  



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 27年 3 月 作成 

  

 



113 

（１） 市町合併と地域の構造  

 

平成１８年１月１日に福知山市は三和町・夜久野町・大江町と合併し、新しい福知山市としてスタートし

ました。５５２．６km2 という広大な市域面積となった一方で、人口は、市街化区域の縁辺部においては増

加傾向にあるものの、中心市街地と旧 3 町の周辺部、市街化調整区域の一部の地域等では減少が顕

著です。 

そのため、都市計画マスタープランでは、都市づ

くりの将来イメージを“福知山らしいコンパクトな都

市”として位置付けています。具体的には、急速な

人口減少回避を図るため、市外からの人口流入及

び定住化を図りつつ、無秩序な農地の転用や宅地

の拡散を防止し、まとまりがあって住みやすい市街

地・集落を形成することとしています。このことは高

齢者の暮らしやすさの確保や環境負荷の低減、都

市経営コストの効率化、さらには災害時における都

市の脆弱性の低減等にもつながります。また、中心

市街地の再生とあわせて、三和地域、夜久野地

域、大江地域や市街化調整区域を含めた周辺部

において中核となる集落を位置付け、これらの核を

中心として日常的な生活利便性を確保することが

目指されています。 

一方、公共施設については、老朽化問題とともに、合併自治体特有の課題として、同種の公共施設を

複数持つという課題も併せ持っています。そのため、合併時の「福知山市まちづくり計画」（H17.2）におい

ては、公共施設の適正配置を適切な時期に進めることがうたわれています。従って、“福知山らしいコン

パクトな都市”の推進の観点を踏まえながら、施設機能の重複等を改善していく必要があります。 

 

■市町合併時における公共施設の配置の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「福知山市まちづくり計画（新市建設計画）」（H17.2） 

 

 

  

７．公共的施設の整備と適正配置 

福祉・教育・文化・スポーツ等のための各種公共施設の整備と適正配置については、住民生活に

急激な変化を及ぼさないよう利便性などにも十分配慮し、地域の特性やバランス、さらには財政事情

を考慮しながら検討していくことを基本とします。 

特に、新たな公共施設の整備については、事業の効果や効率性を十分検討するとともに、既存の

公共施設を可能な限り活用するなど効率的に進めます。 

なお、新市の本庁舎については、現在の福知山市役所とし、合併に伴い支所となる三和町・夜久

野町・大江町の役場庁舎等については、地域行政サービス拠点として位置づけ、住民サービスの低

下を招かないよう十分配慮するとともに、電算処理システムのネットワーク化などにより、必要な機能

の整備を図っていきます。 

■福知山らしいコンパクトな都市のイメージ 

資料：「福知山市都市計画マスタープラン」（H24.4） 
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（２） 人口と世帯の動向  

 

① 人口・世帯の推移 

―人口は減少に転じ世帯数は増加― 

本市の人口は減少に転じています。特に周辺部の旧町で減少が進んでおり、地域コミュニティの維持

に支障をきたしています。 

合併前の旧福知山市、旧三和町、旧夜久野町、旧大江町の合計人口は、昭和 45年までは減少して

いましたが、その後は平成 12 年まで増加傾向にありました。しかしながら、平成 12 年以後は減少に転じ、

平成 18年の合併を経て平成 22年には 79,562人となっています。その間、旧福知山市では概ね増加

してきましたが、旧 3町は一貫して減少しています。 

■福知山市の人口推移 

 

一方、世帯数は、旧３町では横ばいであるものの、旧福知山市で一貫して増加してきており、全市で増

加が続いています。核家族化や単身世帯の増加がその要因となっていると見られます。 

■福知山市の世帯数推移 
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人口が減少し、世帯数が増加した結果、1世帯当たりの平均世帯人員は、昭和 35年に 4.4人であっ

たものが、平成 22 年には 2.6 人にまで減少しています。これは、核家族化はもとより、高齢者をはじめと

する単身世帯や 2人世帯など小規模世帯が増加していることを意味しています。 

従って、高齢化の進行とあわせてこうした世帯型の変化により、公共施設に求められるサービスの内容

も変化していくことが考えられます。 

 

■福知山市の 1世帯当たり平均世帯人員の推移 

 

■世帯主年齢別一般世帯数 

 
注） 核家族世帯：夫婦のみ、夫婦と子ども、ひとり親と子どもから成る世帯 

単独世帯：一人暮らし世帯 

資料：平成 22年国勢調査 
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（３） 財政の現状と見通し  

 

「福知山中長期財政見通し」（H26.10）から、本市の財政の見通しを整理します。 

 

① 歳入の見通し 

―実質的な地方交付税の減少は緩和される見通し― 

今後、本市の歳入は中長期的には減少を続け、平成 36 年度には平成 25 年度の 86％にまで減少

する見通しです。 

市税では、3 年ごとの評価替えに伴う固定資産税の減少が見込まれます。また地方交付税は、旧市

町ごとに積算する「合併算定替」の特例期間が平成 27 年度に終了し、平成 28 年度から 32 年度にか

けて全市一本で積算する「一本算定」へと段階的に移行しますが、広域的な行政に要する経費の一本

算定への加算及び、（仮称）地方法人税が交付税原資化され交付税へ上乗せされること等により長期

的な総額の減少は緩和される見通しです。 

■歳入の推移（見通し） 

 

 平成 26 年度は災害復旧事業が重なり、歳入規模が突出しています（500 億円)

が、基本的には減少基調と見込まれます。 

■市税収入の推移（見通し） 
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 平成 36年度は平成 26年度比 12億円の減少と見込まれます。 

 固定資産税は 3年ごとの評価替えにより減少と見込まれます。法人市民税は法

人税割の税率の引下げ（14.7％→12.1％ H26.10～）の影響を勘案しています。 

 個人市民税、軽自動車、たばこ税等では税率改正や推計人口の減少を考慮して

います。 

 

■実質的な地方交付税の推移（見通し） 

 

 臨時財政対策債を加えた実質的な地方交付税は平成 33 年度に一本算定へ段

階的移行（H26ベースで 17.5億円）します。 

 広域的な行政に要する経費の一本算定への加算及び、（仮称）地方法人税が交

付税原資化され交付税へ上乗せされること等により長期的な総額の減少は緩和

される見通しです。 

 

■一般財源総額の推移（見通し） 

 

 一般財源総額は、平成 27年度以降は平成 28年度の 260億円をピークに減少

するものと見込まれます。 

 平成 36年度には平成 26年度比で 8億円減少するものと見込まれます。 

 行政区域の広域化を反映した普通交付税の算定、地方法人税の交付税原資化

の影響で減少幅は縮小するものと見込まれます。 
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② 歳出の見通し 

―扶助費の増加― 

一方、今後、人口の高齢化への対策や子育て対策の拡充等により扶助費（義務的経費）の増加が見

込まれます。その間、人件費の縮減など行政運営の効率化等を進めることになります。 

平成 26 年度は災害復旧事業が重なり投資的経費が大きく増加しましたが、今後は縮減し、平成 33

年度以降は 30億円で推移する見込みです。 

 

■歳出の推移（見通し） 

 

 合併特例期間終了後 H33以降の投資的経費は年間 30億円に設定します。 

 平成 36年度には歳出規模は 368億円と見込まれます。 

 平成 26年度は災害復旧事業等により突出しています。 

 

■義務的経費の推移（見通し） 

 

 人件費は雇用と年金の接続のために嘱託職員は増加しますが正職員は減少する

ため総額としては横ばいと見込まれます。 

 公債費は平成 28年度をピークに徐々に減少すると見込まれます。 

 扶助費が毎年度増加（年率+1.4％を想定）すると見込まれます。  
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③ 財政面から見た公共施設の課題 

―財政負担の削減に寄与する公共施設マネジメントの必要性― 

今後歳入が減少する中で、歳出の削減を図っても、平成 31年度には財政収支が赤字となると見込ま

れます。そのため、公共施設については、財政負担を削減するため最適なマネジメントを進めていく必要

があります。 

 

■収支状況の推移（見通し） 

 

 平成 25～30年度は黒字、31～35年度は赤字、36 年度には黒字に転換するも

のと見込まれます。 

 合併算定替逓減対策基金は 36 年度に全額取崩して廃止（3 億円を取崩して財

政調整基金に積立）の見通しです。 

 

また、福知山市中期財政見通しは平成 36 年度までの見通しですが、それ以後についても、人口減少

が進むことで税収の減少が見込まれること、高齢化が更に進み、扶助費の増加が見込まれることなど、

財政は更に厳しさを増すことが予想されます。 

従って、今後の公共施設マネジメントにおいては、投資的経費の確保可能な額を十分に見通しながら

公共施設の再配置（更新・統合・移譲・廃止）や維持管理費の削減等を進める必要があります。さしあた

り、平成 36 年度までの歳出見通しの中で、投資的経費として確保可能とされている年間 30 億円程度

を目安として、公共施設の維持更新が最適に行われるよう、施設の総量を検討することが極めて重要と

なっています。 
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（４） 公共施設面積の他都市比較  

 

① 人口１人当たり公共施設（ハコモノ）面積 

―他自治体と比較して 1人当たり面積が大きい― 

本市の市民 1 人当たりの公共施設の面積は他の自治体と比べて大きくなっています。このことは、公

共施設（ハコモノ）を維持するために必要な負担が他の自治体と比べて大きく、今後の維持管理が深刻

な問題であることを示しています。 

具体的に見ると、人口１人当たりの公共施設（ハコモノ）面積は 5.74 ㎡で、全国平均 3.42 ㎡の約 1.7

倍となっています。また京都府内では 13自治体中、京丹後市に次いで 2番目に大きい面積です。 

これは、合併前に旧市町がフルセットで整備した公共施設をそのまま引き継いだため、特に庁舎やホ

ールなど全市的な施設が重複していることも一つの要因となっています。 

■人口 1人当たり公共施設（ハコモノ）延床面積の府内比較（13市町） 

 
資料：全国平均は東洋大学 PPP研究センター「全国自治体公共施設延床面積データ分析結果報告」（Ｈ22.3時点データ）。 

府内は自治体の統計書等でデータが把握できた 13 自治体。延べ床面積は概ね平成 23 年度末現在で、人口は平成

24年 3月末住民基本台帳人口。 

 

さらに、全国の都市のうち、福知山市と人口規模の近い人口 8～9万人の 39市と比較しても、福知山

市は 3番目で、かなり上位に位置しています。 

■人口１人当たり公共施設（ハコモノ）延床面積の全国類似規模の都市比較（人口 8～9万人の 39市） 

 
資料：東洋大学 PPP研究センター前掲書  
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（参考―都市規模から見た比較） 

前述の人口規模の類似した 39 市について市域面積を下のａ図で比較すると、福知山市は市域面積

が大きく、従って公共施設を広域に配置せざるを得ない要因となっていることが分かります。 

ただし、一人当たり公共施設面積と市域面積をクロスしたｂ図を見ると、福知山市の１人当たり公共施

設面積 5.7 ㎡は、回帰式による値（39 市の平均的な傾向）よりも大きくなっており、市域面積を勘案して

もなお公共施設面積が大きいと言えます。 

 

■市域面積から見た類似都市との比較（人口 8～9万人の 39市） 

（a 市域面積の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 22年国勢調査（総務省）より作成 

（b 市域面積と 1人当たり公共施設面積の相関関係） 
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（参考―財政規模から見た比較） 

同じく 39 市について財政規模を下のａ図で比較すると、福知山市は財政規模が上位にあり、類似都

市と比較して人口の割に規模の大きな財政運営を行っていることが分かります。 

また、一人当たり公共施設面積と財政規模をクロスしたｂ図を見ると、福知山市の１人当たり公共施設

面積 5.7 ㎡は、回帰式による値（39 市の平均的な傾向）よりも大きくなっており、市域面積を勘案しても

なお公共施設面積が大きいと言えます。 

 

■財政規模から見た類似都市との比較（人口 8～9万人の 39市） 

（a 財政規模（平成 23年度決算）の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 23年度市町村別決算状況調（総務省）より作成。普通会計決算。 
資料：平成 22年国勢調査（総務省）より作成 

資料：総務省「平成２３年度市町村別決算状況調」より作成 

（b 財政規模と 1人当たり公共施設面積の相関関係） 
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（５） インフラ更新費推計  

 

インフラについて、原則的に独立採算により更新が行われるべき上下水道を除く一般会計・特別会計

により更新費を賄う事業をについて、将来の更新コストを推計します。 

現時点で積み上げて見通すことのできる平成 40 年度までの 16 年間について見ると、更新コストの総

額は 276.8億円、年平均では 17.3億円となります。 

その後について、この平均コストを延長すると、平成 54 年度までの 30 年間では、更新費の総額は

519.0億円（年平均 17.3億円）となります。 

なお、平成 41 年度以降には、廃棄物処理場の焼却炉更新など大規模なインフラ更新が控えており、

更に長期の視点からインフラ更新コストを見通していくことが必要となります。 

■インフラの更新費（一般会計・特別会計） 

区分 
16年間積み上げ推計 30年推計 

総額（億円） 年平均（億円/年） 総額（億円） 

道路・橋梁 88.4 5.5 165.7 

都市公園・街路 45.8 2.9 85.9 

環境パーク 78.0 4.9 146.2 

斎場 3.8 0.2 7.1 

e-ふくちやま 60.9 3.8 114.3 

合計 276.8 17.3 519.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）企業会計によるインフラの更新費推計 

区分 
16年積み上げ推計 30年推計 

総額（億円） 年平均（億円/年） 総額（億円） 

上水道 186.2 11.6 349.1 

下水道 325.7 20.4 610.7 

合計 511.9 32.0 959.8 
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年平均 17.3億

円 

（試算方法の概要） 

・Ｈ25～40はインフラの区分ごとに、各部局において今後の更新内容を想定し、その金額を積算。 

・Ｈ41～54は上記の年平均値をそのまま延長したもの。 



 

 

 


